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は じ  め に 

　 「Ｃ Ｍ 方 式 導 入 促 進 方 策 研 究 会 」は 、 2002年 2月 14日 に 発 足 し た 。 解 く べ き 問 題 は 研 究 

会の名 前 ど お り 「 公 共 建 築 工 事 に お い て 、 Ｃ Ｍ方 式 を 活 用 す る 方策 を提 示す る こ と 」 で あ っ 

た。 こ の 問 題 は 2つの 部 分 問題 に分け る こ と がで き る 。 そ の ひ と つ は 「 Ｃ Ｍ 方 式 を 使 う 動 機 

付けの 問 題 」 で あ り 、 もうひ と つ は 「 Ｃ Ｍ 方 式 を 使 う 場 合 に 使 い や す い マ ニ ュ ア ル を 作 る 問 題 」 

であ る 。 

　 「Ｃ Ｍ 方 式 を 使 う 動 機 付 け の 問 題 」 は 解 く こ と が き わ め て 難 し い 問 題 で あ る。 な ぜ な ら ば 、 

ＣＭ方式を使う動機は様  々に 想定 さ れ 、 地 方 公 共 団 体 ご と に 異 な る と い っ て も 過 言 で はない 

か ら で あ る 。 た と え ば 、 技 術 者 が 不 足 して い る 地 方 公 共 団 体 では 、 そ の 不 足を補 う た め の技 

術 支援 的 Ｃ Ｍ に 関 心 が あ る だ ろ う し 、 技術 者 が 豊 富 な と こ ろ で は 、 む し ろ Ｃ Ｍ を 導 入 す るこ 

とに抵抗があったり、         特 段 の コ ス トダ ウン 効 果 がな けれ ば 導 入 の 必 要 な し と 消 極 的 な反 応に 

なるかもしれない。また、昨今、          頻 発 し て いる 偽 計業務 妨 害 に 問 わ れ る よ う　 な 事 件 が 起 こ る 

場合 に は 、 透 明 性 の 確 保 を 求 め て Ｃ Ｍ 方 式 の 導入 に 積 極 的 に な る 可 能性 が あ る 。 いずれに 

せよ 、 き わ め て 個 別 自 治 体 の 事 情 に よ る と こ ろが 大き い の で あ る。 

　 「Ｃ Ｍ 方 式 を 使う 場 合 に 使 い や す い マ ニ ュ ア ルを 作 る 問 題 」は 、実 例 の デ ー タ を 収 集 す る 

こと が で き れ ば 、 か な りの 成 果 が 期 待 で きる 問 題 で あ る 。 

　こ こ に 取 り ま と め ら れ た マ ニ ュ ア ル は 、 き わ め て 明 快 な ア プ ロ ー チ と 要 点 を 簡 潔 に ま と め た 

ものと な って お り 、 か つ 実 質 的 なマ ニ ュ ア ル と な る 内 容 と な っ てい る 。 も ち ろ ん ， こ の マ ニ ュ 

アル が 直 ち に す べ て の 地 方 公 共 団体で 、 Ｃ Ｍ 方式実施 に 向 け て 有 効 に 機 能 す る レ ベ ル に ま 

で詳 細 に 記 述 さ れ て い る わ け で は な い が 、 そ れ ぞ れの 団 体 の事 情 に 合 わ せ て 若干 の 内 容の 

整合 を 取 る こ と に よ っ て 、 実 質 的 か つ 有 効 な マ ニ ュ ア ル と な る こ と は 論 を 待 た な い 。 

　こ こ に 、 ご 協 力 い た だい た 関 係 者 各 位 に謝 意 を 表 す る と と も に 、 一 日 も 早 く こ の マ ニ ュ ア 

ルに 基 づ い て 、 各 地 方 公 共 団 体 に 即 し た Ｃ Ｍ マニ ュ ア ル が 作 成 さ れ 、公 共 建 築 工 事 に Ｃ Ｍ 

方式 が 活 用 さ れ る こ と を 期 待 し た い 。 

ＣＭ 方 式 導 入 促 進 方 策 研 究 会 

委員 長 　 古 阪 秀三 
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第１章　マニュアル活用の前提           

(*1)巻末資料 9
「研 究 会 概 要 」 

1 -  1  本マ ニ ュ ア ル の位置 付 け 

　本 マ ニ ュ ア ル の 利 用 に あ た っ て は 、 以 下 の ３ つ の 位 置 付 け に 留 意 さ れ 

たい 。 

（１ ） 「Ｃ Ｍ 方 式 導 入 促 進 方 策 研 究 会 」が 検 討 ・ 発 表 の 主 体 で あ る 

（２） 「Ｃ Ｍ 方 式 活 用 ガ イ ド ラ イ ン 」 を 踏 ま え る 

（３） 「Ｃ Ｍ 方 式 導 入 促 進 方 策 調 査 報 告 書 」 の マ ニ ュア ル 版 で あ る 

（１ ） 「Ｃ Ｍ 方 式 導 入 促 進 方 策 研 究 会 」 が検討 ・ 発表 の 主 体 で あ る 

　本 マ ニ ュ ア ル は 、 「Ｃ Ｍ 方 式 導 入 促 進 方 策 研 究 会 (*1)」 （以下 、 本 研 究 会 ） 

にお い て 検 討 さ れ た 成 果 の 一 部 で あ る 。 

（２） 「Ｃ Ｍ 方 式 活 用 ガ イ ド ラ イ ン 」 を踏 ま え る 

　Ｃ Ｍ 方 式 に ついて は 、 Ｃ Ｍ 方 式 活 用 に お け る基 本 的 な 指 針 が 「 Ｃ Ｍ 方 式 

活用 ガ イ ド ラ イ ン 」 （以下 、 ガイ ド ラ イ ン ） (*2)にお い て 示 さ れ て い る 。 本 マ ニ ュ 

アル は 、 ガ イ ド ラ イ ン の 基 本 指 針 を 踏 ま え 、 地 方 公 共 団 体 の 活 用 を 想 定 し 

た実 務 マ ニ ュ ア ル と し て作 成 さ れて い る 。 

（３） 「Ｃ Ｍ 方 式 導 入 促 進 方 策 調 査 報 告 書 」 のマ ニ ュ アル 版 で あ る 

　本 マ ニ ュ ア ル は 、 本 研 究 会の成果で あ る 調 査 報 告 書 （ 以 下、 報 告 書 ） (*3)

の内 容 を 実 務 手 引 書 と し て 再 整 理 し た も ので あ り 、 報 告 書 と セ ッ ト で 読 み 

進め ら れ る こ と を 想 定 し て い る 。 （図 １ － １ ） 

(*2) 「Ｃ Ｍ 方 式 活 用ガ イ 
ドラ イ ン 」 、国 土 交 通 省 、 

平成 14年 2月 

(*3)「Ｃ Ｍ 方 式 導 入 促 
進方 策調査 報 告書」 、 

CM方式導 入 促 進 方 策 
研究会 
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1－1　本マニュアルの位置付け 

 

図１ － １ 　 報 告 書 と マ ニ ュ ア ル の 目 次 の 関 係 
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1 -   2 　想 定 す る CM方式 

　本 マ ニ ュ ア ル が 想 定 す る Ｃ Ｍ 方 式 は 、 以 下 の ６ つ の 前 提 に よ り 構 成 さ 

れる 。 

（１ ）  対  象  と  す  る  プ  ロ  ジ  ェ  ク  ト  Ｃ  Ｍ  方式 活用 型 の 公 共 建築工事 

（２）  対  象  と  する発 注 者 外 部 支 援 ニ ー ズ を 有 す る 地 方 公 共 
団体 

（３）  想  定  す  る  Ｃ  Ｍ  方  式  ピ  ュ  ア  Ｃ  Ｍ  方  式  

（４）  Ｃ  Ｍ  方  式  を  導  入  す  る  
 プ  ロ  ジ  ェ  ク  ト  の  段  階   
 Ｃ  Ｍ  方  式  で  想  定  す  る  

基本計 画 段 階 か ら 

（５）  工  事  の  発  注  形  態  
 （  施  工  体  制  ）  

①総合 工 事 業 者 一 括 
②設 備 工 事 を 分離 す る 場合 
③建築工 事 を 分離 す る 場合 

（６）  Ｃ  Ｍ  業  務  を  担  当  す  る  主  体  従  来  業  務  に  こ  だ  わ  ら  な  い  

　 

（１ ） 対 象 と す る プ ロ ジ ェ ク ト 

　本 マ ニ ュ ア ル が 対 象 と す る プ ロ ジ ェ ク ト は 、 

　・・ 地 方 公 共 団 体 及 び その 外 郭 団 体 が 、 

　・・ Ｃ Ｍ 方 式 を活 用 し て 発 注 す る 、 

　・・ 公 共 建 築 工 事 

を想 定 し て い る 。 

（２） 対 象 と す る 地 方 公 共 団 体 

　本 マ ニ ュ ア ル は 、 外 部 支 援 ニ ー ズ を 有 す る 地 方 公 共 団 体 (*3)のな か で 、 

主に 建 築 技 術 者 が 少 数 も し く は 不 在 の 地 方 公 共 団 体 を 対 象 と し てい る 。 こ 

れらの 地 方 公 共 団 体 に は 、 各種 の 施 設 整 備 及 び管 理 を 委 託 さ れ た 当 該 地 

方公 共 団 体の 外 郭 団体 も 該 当 す る 。 ま た 、 建 築 技 術 者 が一定 数 以上 在 籍 

する地 方 公 共 団 体 に お いて も 適 用 可 能 で あ る 。 

(*3)「地 方公 共 団 体 に 
おける 公 共 工 事 発 注 業 

務にお け る 外 部 支 援 活 

用状 況 、 Ｃ Ｍ 方 式 の検 

討状況 等 に 関 す る 実 態 

調査 」 、財 団 法 人 建 設 

経済 研 究 所 、 平 成 13
年 2月 

第１章　マニュアル活用の前提 
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１－２　想定するCM方式 

0 20 40 60 80 100%

未回答 

その他 

従来から外部支援を受けていたため 

業務の効率性を高めることが期待できるため 

専門的な知識や技能を必要としたため 

技術系職員数が充分でないため 

都道府県 

政令指定都市 

中核市 

中都市 

小都市 

特別区 

どちらともいえない 

必要とは思わない 
ある程度必要だと思う 

必要だと思う 

61.2%

10.4%

18.4%
10.0%

▼外 部 支 援 に 関 す る 都 道 府 県 ・ 市 町 村 の 意 識 調 査 

有効 回 答 数 673（ 47都道 府 県 、 12政令市 、 614市） 

　工 事発注 業 務 に お い て 、 何 ら か の 外部 支 援 を 受 け る 必要 性 に ついて は 、 「必要 だ と 思 う 」 「あ 

る程 度 必 要 だ と 思 う 」 と す る 回 答 が 合 わ せ て 71.2％を 占 め 、 多 く の 地 方 公 共 団 体 で 、 そ の 必 要 

性に つ い て 認 め て い る 。 ま た、 外 部 支 援 が 「 必 要 で あ る 」 「あ る 程 度 必 要であ る 」 と 回 答 し た 地 

方公 共 団 体 に お い て 、 外 部 支 援 を 受 け る 理 由 を 団 体の 規 模 別 で み る と 、 都 道 府 県 で は 「 技 術 系 

職員 数 が 十 分 で な い た め 」 「業 務 の 効率 性 を 高 め る こ と が 期待 で き る た め 」 が そ れぞ れ 41.9％と 

高く な っ て い る の に 対 し 、 小 都 市 で は 「 専 門 的 な 知 識 や 技 能 を 必 要 と し た た め 」 が 66.3％と高 く 

なっ て い る。 （ 「地 方公 共 団 体 に お け る 公 共工 事 発 注業 務にお け る 外 部 支 援 活 用 状 況 、 Ｃ Ｍ 方 式 

の検 討 状 況 等 に 関 する 実 態 調 査 」 、財 団 法 人 建 設 経 済 研 究 所 、平 成 13年 2月よ り ） 

図１ －  2　 工 事 発 注 業 務 に お ける 外 部 支 援 を 受 ける 必 要 性 

図１ －  3　 外 部 支 援 を 受 け る 必 要 が あ る と 思 わ れ る 最 も 大 き な 理 由 
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（３） 想定 す る Ｃ Ｍ 方 式 

　本 マ ニ ュ ア ル が 想 定 す る Ｃ Ｍ 方 式 （ *1） は「ピ ュ ア Ｃ Ｍ 」 であ る 。 ピ ュ 

アＣ Ｍ は 、 Ｃ Ｍ Ｒ が 純 粋 に マネ ジ メ ン ト 業 務 だ け を 行 う 方 式 で あ り 、 発 

注者 は Ｃ Ｍ Ｒ 、 設 計 者 、 施 工者 と 個 別 に 契 約 を 結 ぶ こ と に な る 。 

（図 １ － ４ ） 

（４） ＣＭ 方 式 を 導 入 す る プ ロ ジ ェ ク ト の 段 階 

　本 マ ニ ュ ア ル は 、 基 本 計 画段 階 か ら の Ｃ Ｍ 方 式 活用 を 想 定 し て い る 。 

建築 プ ロ ジ ェ ク ト は 、 設計 前 段 階 、 設計 段 階 、 工 事 段 階 、 工事完 成 後 

段階の 4つに 大 別 す る こ と が で き る 。 さ ら に 、や や 詳 し く 分 け る と 、 

①基 本 構 想 段 階 、 ②基 本計 画段 階 、 ③基 本 設 計 段 階 、 ④ 実 施 設 計 段 

階、 ⑤ 工 事 発 注 段 階、 ⑥ 工 事 段 階、 ⑦ 維 持 管 理 段 階 の ７ つ に 分 け る こ 

とが で き る 。 （①、 ②が設 計 前 段 階、 ③～⑤が設 計 段 階 、 ⑥が 工 事 段 階 、 

⑦が 工 事 完成 後 段 階 に 該 当 す る 。 ）Ｃ Ｍ 方 式 は 、 こ れ ら の す べ て の 段 

階で 導 入 が 可 能であ り 、 導 入 の 段 階 が 早い ほ ど 効 果 が 大 き い と い わ れ 

てい る 。 

（５） ＣＭ 方 式 で 想 定 す る 工 事 の 発 注 形 態 （ 施 工 体 制 ） 

　本 マ ニ ュ ア ル で は 、 Ｃ Ｍ 方 式 下 で 想 定 す る 工 事 の 発 注 形 態 （ 以 下 、 

施工 体 制 パ タ ー ン ） （ *2） を以 下 の ３ つ に 分 類 し て い る 。 

施工体 制 パ タ ー ン １  総 合 工事 業者 に 一 式 で 発注 す る パ タ ー ン 

施工体 制 パ タ ー ン ２  設 備 工事 を分 離 し 、 建 築工事 は 一式 で発 

注  す  る  パ  タ  ー  ン  

施工体 制 パ タ ー ン ３  建築工事 をも 分 離 し て 発注 す る パ タ ー ン 

（図 １ － ５ 、 １－ ６ 、 １－ ７ ） 

（６） ＣＭ 業 務 を 担 当 す る 主 体 

　Ｃ Ｍ 業 務を 担 当 す る 主 体 は 、 設 計事務所 、 総 合 工 事 業 者 、 専 門 の コ 

ンサ ル タ ン ト な ど 、 そ の 業 種に こ だ わ ら ず 、 よ り 多 く の 可 能 性 を視 野に 

入れ る 。 

(*1)報告 書 p.22
(2) 想定 す る Ｃ Ｍ 方 式 

(*2)報告 書 p.23
(4) ＣＭ 方 式 で 想 定 す る 
工事 の 発 注形態 （ 施 工 

体制 ） 

 

第１章　マニュアル活用の前提 
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図１ － ４ 　 一 式 請 負 と ピ ュ ア Ｃ Ｍ 
ＣＭ 方 式 で は 、 従 来 の 一 括 発 注 方 式 （ 一 式 請 負 方 式） に お い て 設 計 者 、 発 注 者、 施 工 者 が そ れ ぞ  
れに担 

価 

っ て い た 設 計 、 発 注 、 施 工 に 関 連 す る 各 種 の マ ネ ジメ ン ト 業 務 を 発 注 者 側で 実 施 す る こ と と して 
おり、 Ｃ Ｍ Ｒ は 、 発 注 者 と 「 マ ネ ジ メ ン ト 業 務 契 約 」 を 締結 し 、 発 注 者 の 補 助 者 ・ 代行者 と し て 発 注 者  
に対し マネ ジ メ ン ト 業 務 の 全 部 ま たは 一 部 を 行 う サ ー ビ ス（ Ｃ Ｍ サ ー ビ ス ） を 提 供 し 、 発 注 者 か ら そ の 対  
（ Compensation）を 得 る 。 米 国 で は 、 こ う し た 純 粋 な Ｃ Ｍ方 式 を 「 ピ ュ ア Ｃ Ｍ 」 と 呼ん で い る 。 

図１ － ５ 　 施 工 体 制 パ タ ー ン ① 
「総 合 工事業者 の 一 式 請 負パ タ ー ン」 

図１ － ６ 　 施 工 体 制 パ タ ー ン ② 
「設 備工 事 は 分 離 発 注 し 、 建 築 工 事 は一 式 で 発 注 す る パ タ ー ン 」 

図１ － ７ 　 施 工 体 制 パ タ ー ン ③ 
「設 備工 事 だ け で な く 建 築 工 事 も 分 離 発 注す る パ タ ー ン 」 

発注者 

総合工事業者 設計者 

専門工事業者 

設計契約 
工事監理契約 工事契約 

工事契約 

間 
接 
的  

発注者 

ＣＭＲ 設計者 

専門工事業者 

設計契約 
工事監理契約 

ＣＭ契約 

一式請負方式 ピュアCM方式 

工 
事 
契 
約  

発注者 

ＣＭＲ 総合工事業者 設計者 

発注者 

建築　工事 

設計者 ＣＭＲ 仕上げ 躯体 設備2設備1基礎 

発注者 

ＣＭＲ 建築 設計者 設備2設備1

１－２　想定するCM方式 
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第 2章 

CM方式 活用 の決 定 
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第２章　ＣＭ方式活用の決定 

2 -   1　 CM方式 活用 の決 定 

ＣＭ 方 式 活用 に 際 し て 発 注 者 は 以下 の 手 続 き を 踏 む こ と が 望 ま れ る 。 

（１ ） 外 部 支 援 ニ ー ズ の 検 討 

（２）Ｃ Ｍ 方 式 に 期 待 さ れ る 効 果 の 検 討 

（１ ） 外 部 支 援 ニ ー ズ の 検 討 

　外 部 支 援 ニ ー ズ (*1)のチ ェ ックシ ー ト を 表２ － １ (*2)に示す。 こ こ に は 以 下 

の７ 種 類 の ニ ー ズ が あ り、 「 は い 」 に 該 当 す る 項 目 が 多 い ほ ど 、 外 部 支 援 の 

必要 性が高 い と 考 え ら れ る 。 

　① 工 事 発 注 業 務 全 般 に 関 す る ニ ー ズ 

　② 企 画 立 案 （ 基 本構 想 ） 段 階 に 関 す る ニ ー ズ 

　③ 設 計 に 関 す る ニ ー ズ 

　④ 積 算 に 関 す る ニ ー ズ 

　⑤ 発 注 に 関 す る ニ ー ズ 

　⑥ コ ス ト 管 理 ・ 支 払 に 関 す る ニ ー ズ 

　⑦ 監 督 ･ 検 査 に 関 す る ニ ー ズ 

（２） CM方式 に 期 待 さ れ る 効 果 の検 討 

　Ｃ Ｍ 方 式 は 、外 部 支 援 ニ ーズ を 満 た す 選 択 肢 の ひ と つで あ る 。 Ｃ Ｍ 方 式 

活用 の 決 定 に 際 し て は 、 他 の 外 部 支 援の 方 法 と 比 較 検 討 し つ つ 、 Ｃ Ｍ方 

式活 用 ニ ー ズ と Ｃ Ｍ 方 式 に 期 待 さ れ る 効 果 の 関 係 を 整 理 し て 、 最終 的 な 判 

断を 行 う こ と が 望 ま れ る 。 

(*1)報告 書 p.4
第１ 章 「 CM方式活 用 
の背 景 」 

(*2)表２ － １ の 活 用 方 法 
に ついて は ， こ こ では 一 

例を 示 し て お り ， 各 地 

方公 共 団 体で判 断 さ れ 

たい 。 
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２－１　ＣＭ方式活用の決定 

①工事発注業務全 般 に 関 す る ニ ー ズ 

▼内 部 技 術系 職 員 数 の 不 足 を 補 い た い 。 は い い い え 

▼内 部 技 術系 職 員 の 専 門 的 な 能 力 不 足 を 補 い た い 。 は い い い え 

▼公 的 組 織 の み で は 、 技 術 力 は 十 分 で な い 。 は い い い え 

▼業 務 の 効 率 性 を 高 め た い 。 は い い い え 

▼公共 工 事入札 ・ 契 約 方式 全 体 の 見 直 し ・ 検 討 が 求 め ら れ て い る 。 は い い い え 

▼分離 発 注 方 式 に よ り 、 地 元建 設 業 者 （ 専門 工事業者） を 育 成 し た い 。 は い い い え 

▼分離 発 注 方 式 に よ り 、 公 共 事 業 の 地 域 経 済 への波 及 効 果 を 高 め た い 。 は い い い え 

▼発 注 者 の 意 向 を 施 工 段 階 に お い て 的 確 に 反 映 さ せ た い 。 は い い い え 

②企画 立 案 （ 基本構 想 ） 段 階 に 関 す る ニ ー ズ 

▼事 業 の 集 中 時 期 に お い て 、 内 部 職 員 で は 対 応 で き な い 。 は い い い え 

▼大 規模 な 事 業 は 複 雑 な 要 件 が 多 く 、 外 部支 援 が 必要 で あ る 。 は い い い え 

③設計 に 関 す る ニ ー ズ 

▼設 計 図 書 に 対 し て 施 工 面 か ら の チ ェック を 強 化 し た い 。 は い い い え 

▼設 計変 更 な ど に 伴 う 工 事 費 用 の 増 加 を 抑 え た い 。 は い い い え 

▼設 計 Ｖ Ｅ 、 設 計 見 直 し に よ り コ ス ト ダ ウ ン を 図 り た い 。 は い い い え 

▼高 度 な 工事、 経 験 の 少 な い 工事 に つ い て 設計 面の ア ド バ イ ス を 受 け た い 。 は い い い え 

④積算 に 関 す る ニ ー ズ 

▼事 業 の 集 中 時 期 に お い て 、 内 部 職 員 で は 対 応 で き な い 。 は い い い え 

▼大 規模 な 災 害 に 対 す る 緊 急 的 な 対 応 措 置が 求 め ら れ て い る 。 は い い い え 

▼責 任 を 明 確 化 し たい 。 は い い い え 

⑤発注 に 関 す る ニ ー ズ 

▼発 注 区 分 、 発 注 方 式 に ついて 専 門 家 か ら ア ド バ イ ス を受 け た い 。 は い いい え 

▼発 注 プ ロ セ ス を 透 明 に し た い 。 は い い い え 

▼監 査機 能 を 高 め た い 。 は い い い え 

▼入札 価 格 （ 低 入 札 ・ 高 入 札 ） の 妥 当 性 をよ り正 確 に 判 断 し た い 。 は い い い え 

⑥コ ス ト 管 理 ・ 支 払 に 関 する ニ ー ズ 

▼コ ス ト 構 成 を 透 明 化 し 、 納 税 者 に 対 す る 説 明 責 任 を 果 た した い 。 はい い い え 

▼元 請 と 専 門 工 事 業 者 と の 契 約 金 額 や そ の 内 訳に ついて 報 告 を受 け た い 。 は い いい え 

▼請 求書 （ 出 来 高 払 、 完 成 払 ） の 技 術 的 審 査 を 徹 底 し た い 。 は い い い え 

▼工 事 コ ス ト の 削 減 を 図 り た い 。 は い い い え 

▼民 間 工 事 等 と の 比 較 で 公 共 工 事価 格 の 妥 当 性 ・ 正 当 性 を 明 確 に し た い 。 は い い い え 

⑦監督 ・ 検 査 に 関 す る ニ ー ズ 

▼監 督 ・ 検 査 業 務 に つ い て サ ポ ー ト を 受 け た い 。 （技 術者 が不足 ）  はい いい え 

▼工 期 や 品 質 の 確 保 に ついて 専 門 家 か ら ア ド バ イ ス を受 け た い 。 は い いい え 

▼マ ネ ジ メ ン ト 技 術 の 導 入 に よ り 施 工 の 効率 化 を 図 り た い 。 は い い い え 

▼事 業 の 集 中 時 期 に お い て 、 内 部 職 員 で は 対 応 で き な い 。 は い い い え 

▼大 規模 な 災 害 に 対 す る 緊 急 的 な 対 応 措 置が 求 め ら れ て い る 。 は い い い え 

▼監 督 ・ 検 査 に 関 わ る 責 任 を 明 確化 し た い 。 は い い い え 

▼大 規模 な 事 業 に ついて は 、 外 部 支 援 が 必 要 で あ る 。 は い い い え 

表２ － １ 　 外 部 支 援 ニ ー ズ の チ ェ ッ ク シ ー ト 
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①発注者 業務 の 量 的 補 完 

技術 系 職 員 が 恒 常 的 に 不 足 し て い る 地 方 公 共 団 体 で は 、Ｃ Ｍ 方 式 の 導 入 に よ っ て 発 注 者 業 務 を 補 完 す る 

こと が で きる 。 あ る い は 災 害 復 旧 工 事 の よ う な 緊 急 案 件 、 事 業 の 集 中 時 期 な ど 、 一 時 的 な 技 術 系 職 員 の 不 

足が 生 じ る 場 合 に も 発 注 者 業 務 を 円 滑 に 推進す る こ と が で き る 。 

②発注者 業務 の 質 的 補 完 

地方 公 共 団 体 に お い て 、 小 規 模 な 工 事 は 日 常 的 に 発 注 され る が 、 大 規 模 あ る い は 特 殊 な 工 事 は 単 発 的 で 

ある。 こ の た め 、 これらの 工 事 に お い て は 、 過 去 に 十 分な ノ ウ ハ ウ が 蓄 積 さ れて い な い ケ ー ス も あ る 。 こ の 

ような 場 合 に は 、 地 方 公 共 団 体 の 発 注 業 務 を 外 部 か ら 支援 し 、 遂 行 で き る 体 制 を 構築 し て お く こ と が 、 よ 

り効 率 的 で あ る 。 

③コ ス ト 構 成 の 透 明 化 

ＣＭ 方 式 に お い て は 分 離 発 注 の 推 進 、工 事 コ ス ト の 最 適 化 な ど の 目 的 か ら 、 工 事 発 注 区 分 の 検 討 が 行 わ れ 

る。 ま た 、 Ｃ Ｍ Ｒ が 設 計 段 階 や 工 事 発 注 段 階 で の 積 算 業務 の 支 援 を 行 う 場 合 も あ る 。 こ う し た プ ロ セ ス の 

なか で 工 事 費 を は じ め と す る コ ス ト 構 成 が 透 明 化 さ れ てい く 。 （注 １ ） 

④発 注プロ セスの 透 明 性 の 確 保と アカ ウ ン タ ビ リ テ ィ の 向 上 

ＣＭＲ は 、 発 注 者 側 に 立 っ た 第 三 者 と し て 事 業 の 企 画 ・ 計 画 か ら 施 工 ・ 検 査 ま で の 各 段 階 の 各 種 マ ネ ジ メ 

ント 業 務 の 全 部 ま た は そ の 一 部 を 行 う 。 こ の こ と に よ り 、 地 方 公 共 団 体 に お け る 発 注 プ ロ セ ス の 透 明 性 が 

確保 で き 、 納 税者へ の ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ が 向 上 す る ものと 期 待 さ れ る 。 上 記 目 的 を 達 成 で き る 理 由 は 、 あ 

くま で も 発 注 プ ロ セ ス 、 工事費 の 内 訳 ・ 金 額 な ど の 情 報公 開 の シ ス テ ム 構 築 に よ る も の と 考 え ら れ る 。 

⑤Ｖ Ｅ な ど の コ ス ト ・ マ ネ ジ メ ン ト の 強 化 

一括 発 注 方式 の 場 合、 入 札 時以 降 で な い と 総 合 工 事 業 者 は Ｖ Ｅ 提案 を 行 う こ と が 難 し い 。 し か し 、 Ｃ Ｍ 方 

式で は 、 Ｃ Ｍ Ｒ が 施 工 ・ コ ス ト 面か ら の 検 討 支 援 を 業 務の 一 部 と し て行 う こ と が 設 計 段階 か ら 可 能 で あ る 。 

例え ば 、 施 工 ・ コ ス ト 面 に 強 い Ｃ Ｍ Ｒを 選 定 し 、 Ｃ Ｍ Ｒ が 設 計 ＶＥを 行 うこ と を 業 務 委託 契 約 な ど に 明 確 に 

位置付 け る こ と で 、 設計 段 階 で の ＶＥを 行 う こ と が で き る 。 新 工 法 の 採 用な ど も 含 め た 設 計 段 階 か らの 様 々  

な検 討 を 行 う こ と で 、 コ ス ト 縮 減 、 工 期 短 縮 を 実 現 す る こ と が 期 待 さ れ る 。 （注 ２ ） 

⑥発注者 内 技 術者 の 教 育 ・ 訓 練 （マネ ジ メ ン ト能 力の 向上 ） 

ＣＭ 方 式 の 活 用に よ り 、 民 間 が 有 す るマ ネ ジ メ ン ト 技 術の ノ ウ ハ ウ や経 験な ど を 通し て 内 部 技 術系 職 員 の 

能力 向 上 を 図 る こ と が 期 待 で き る 。 ま た 、 マ ネ ジ メ ン ト 能 力 の 高 い 技 術 系 職 員 を 擁 す る 地 方公 共 団 体が 、 

その ノ ウ ハ ウ を 他 の 地 方 公 共 団 体 に 提 供 し 、 全 体 の 技 術 力 を 向 上 さ せる こ と も 期 待 で き る 。 

⑦地域 の 建設 企業 ・ 専 門 工 事 業 者 の 育成 

ＣＭ 方 式 の 活 用に よ り 、 分 離 発 注 や 専門 工事業者 の 公 募 な ど を 通 じ て 、 専 門 工事業者 が 工事請負 契 約 を 

発注 者 と 直 接 締 結 す る 機 会 が 増 え る 。 そ の た め 、 こ れ ま で 下 請 企 業 と し て 参 画 し て き た 地 域 の 建 設 企 業 が 

元請 企 業 と し て 工 事 に 参 加 で き る よ う に な る 。 分 離 発 注 で は 、 地方公 共 団 体 が よ り 適 正 な 価 格 で の 競争 を 

確認 で き る た め 、 地 域 産 業 の 振 興 に つ な が る こ と が 期 待 さ れ る 。 

（注 １ ）  なお 、 一括 発 注 方式 に お い て も 、 施工 体 制 台 帳 の 下 請 価 格 の 明 示 が 強 化 さ れ る な ど 、 事後 的 で は あ る が コ ス ト 
の透明 性 は 高 ま っ て き て い る 。 

（注 ２ ）  ただ し 、 コス ト 縮 減 に ついて は 、 ＶＥ 提 案 な ど を 通 じ て 実 現 さ れ る も の で あ り 、 ＣＭ 方 式 に よ り 必 ずし も 達 成 さ れ 
ると は 限 ら な い 。 

表２－ ２ 　 Ｃ Ｍ 方 式 に 期 待 さ れ る 効 果 

第２章　ＣＭ方式活用の決定 
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第 3章 

CMRへの依 頼 事 項 の確 定 
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第３章　ＣＭＲへの依頼事項の確定  

3 -   1　発注 者 業 務 フ ロ ー の 検討 
　 

ＣＭ 方 式 を 活 用 す る 場 合 の 発 注 者 業 務フ ロ ー に つ い て は 、 以 下 の 検 討 

を行うことが望ましい。 

（１ ） Ｃ Ｍ Ｒ の 選 定 に 際 し て 必 要 と な る 発 注 者 業 務 の 把 握 

（２）Ｃ Ｍ 方 式 活用 時 に 重要 と な る 発 注 者 業務の 把 握 

（１ ） CMRの選 定 に 際 し て 必 要 と な る 発 注 者業 務の把 握 

　Ｃ Ｍ 方 式 活 用 に 際 し て は 、 Ｃ Ｍ Ｒ の 選 定に 際 し て必 要 と な る 発 注 者 業 務 

を把 握 し 、 さ ら に 当該 業 務 を従 来 の 発 注 者 業 務 フ ロ ー (*1)のな か に 位 置 付 

ける必 要 が あ る 。 図３－１は、 一 般 的 な 発 注 者 業 務 フ ロ ー に 対 して、 Ｃ Ｍ 

Ｒの 選 定 に 際 し て 必 要 と な る 以 下 の ４ 業 務 を 付 加 し た Ｃ Ｍ 方 式 活 用 型 の 業 

務フ ロ ー 例であ る 。 

　・・ Ｃ Ｍ 方 式 導 入 ニ ー ズ ・ 効 果 の 整 理 と 導 入 意 思 決 定 

　・・ Ｃ Ｍ Ｒ へ の 依 頼 事 項 の 確 定 

　・・ Ｃ Ｍ 予 算 検 討 ・ 措 置 

　・・ Ｃ Ｍ Ｒ の 選 定 と 契 約 

（２） CM方式 活用 時 に 重要 と な る 発 注 者 業 務 の 把 握 

　Ｃ Ｍ 方 式を 活 用 す る 場 合 に 重 要 と な る 発 注 者 業 務 は 、 選 択 す る 施 工 体 

制パ タ ー ン (*2)によ り 異 な る 。 施 工 体 制 パ ター ンご と の 変 化 は 以 下 の とお り 

であ る 。 

○施工 体 制 パ タ ー ン １ の場 合 

一式請 負 と な る の で 、 Ｃ Ｍ Ｒ 選 定 以 降の 発 注 者 業 務 に ついて は 、 特 に 

変化 は 生 じ な い 。 

○施工 体 制 パ タ ー ン ２ ・ ３ の場 合 

従来 の 工 事 発 注 区 分が一括 発 注 で あ った 地 方 公 共 団 体 が設 備 工 事を分 

離発 注 し た り 、 設 備 工 事 の 分 離 発 注 を 行 っ て い た 地 方 公共 団 体 が 、 さ 

らに 細 分 化 し た 分 離 発 注 を 行 う 場 合 には 、 分 離 発 注 区 分 の 検 討 を は じ 

め、 図３ － １ に示す （ ※ ） を 付 し た 業 務 が 重 要 と な る 。 発 注 者 は Ｃ Ｍ Ｒ 

との 共 同 に よ り 、 こ れ ら の 業 務 を 遂 行 す る こ と に な る 。 

(*1)報告 書 p.49
【参 考 １ 】 公 共 建 築工 事 

にお け る 事 業 フ ロ ー の 

整理 

(*2)本マ ニ ュ ア ル p.7
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事業 目 的 の 設定 
立地 ・ 敷地 の 選定 
施設計画 の 概要設定 （ 必要機能 、 規模等 ）  
概算事業費 の 試算 
概略事業 ス ケ ジ ュ ー ル 設定 

基 
本 
構 
想 
段 
階  

基 
本 
計 
画 
段 
階  

ＣＭ 方 式 導入 ニ ー ズ ・ 効果 の 整 理 と 導入意思決定 
ＣＭ Ｒ へ の 依 頼 事 項 の 選 定 ・ 確定 
ＣＭ 予 算 検討 ・ 措置 
ＣＭＲの 選 定 と 契 約  

事業計画作成 
基本建築計画案策定 （法 規 制 の 検 討 ・ 規模 ・ ス ケジュ ー ル 等 ）  
概算事業予算検討 ・ 措置 
設計予算検討 ・ 措置 
設計与条件 の 設定 
設計者選定 と 契約 

工 
事 
段 
階  

工事段階 の ス ケ ジ ュ ー ル 管理 （※）  
工事 の 遂 行 （※）  

発注者検査 
工事 の 設 計変 更等 の 対 応 

工事費 の 管理 （※）  

竣工 ・ 引渡 し  

維 
持 
管 
理 
段 
階  

建物 の 維 持管理 
瑕疵検査等 

基本設計段階 の ス ケ ジ ュ ー ル 管 理 
基本設計方針 と 基 本設計与条件 の 確 定 
許認可事項 の 検討 

工事発注 ス ケ ジ ュ ー ル の 検 討 （※）  
工事発注方法 と 工 事発注区分 の 検討 （※）  

基本設計内容 の 確 定 
概算工事費 の 検討 
近隣折衝 の 検 討 

実施設計段階 の ス ケ ジ ュ ー ル 管 理 

工事発注方法 と 工 事発注区分 に 適合 し た 施工者選定方法 の 検討 （※）  

実施設計方針 と 実 施設計与条件 の 確 定 
実施設計 の 確 定 
概算工事費 の 算 出  
近隣折衝 の 実 施 
各種許認可事項 の 申 請  

発注 ス ケ ジ ュ ー ル と 工 事 ス ケ ジ ュ ー ル の 決定 （※）  
工事発注方法 と 工事発注区分 の 決 定 （※）  

各工事予定額 の 確 定 と 工事予算措置  

工事発注方法 と 工事発注区分 に 適合 し た 施工者 の 選定方法 の 決 定 （※）  

工事発注区分 に 適 合 し た 施 工者 の 募 集 ま た は 指名  

各施工者候補へ の 工事発注方法 と 工事施工体制 の 説 明 （※）  
各工事 の 入札 ・ 評価等 に よ る 施 工者 の 決 定 （※）  
各施工者 と の 工事請負 契 約 の 締結 （※）  

基 
本 
設 
計 
段 
階  

実 
施 
設 
計 
段 
階  

工 
事 
発 
注 
段 
階  

設 
計 
前 
段 
階  

設 
計 
段 
階  

工 
事 
段 
階  

竣 
工 
後  

CM方式活用時に 
重要 となる 業 務  

CMRの選定に際 
して必要となる 
業務 

図３ － １ 　 Ｃ Ｍ 方 式 を 活 用 し た 場 合 の 業 務 フ ロ ー の 変 化 

３－１　発注者業務フローの検討 
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第３章　ＣＭＲへの依頼事項の確定  

3 -   2 　役 割 分 担 の 検討 

ＣＭ 方 式 の 活 用 に 際 し て は 、 事 業 関 与 者 で あ る 発 注 者 、 設 計 者 、 工 事 

監理者、 施 工者 と Ｃ Ｍ Ｒ と の 役割 分 担 を 検 討 す る 必 要 が あ る 。 

　 

事業 関 与 者 間 の役 割分 担 の 基 本 的 な 考 え 方 

　事 業 関 与 者 間 の 役 割 分 担 の 基 本 的 な 考 え 方 を 図 ３－２ に示す 。 図 の よ う 

に事 業関 与 者 間 の 役 割 分 担 を 明 確 化 す る こ と に よ っ て 、 個 々  の 業 務 に 関 す 

る下 記 の 表 現 が 可 能 と な り 、業 務 間 の フ ロ ー が 形 成さ れ る 。 

○ ま ず 「誰 が そ の 業 務 を 依 頼 」 し 、 

○ 次 に 「誰 が何 を 作 成」 し 、 

○ そ の 後 に 「誰 が そ の 内 容 を 確認 」 し 、 

○ 最終 的 に 「誰 の 支 援 ・ 協 力 」 を 得 て、 

○「 誰 が 承 認 ・決 定 」 す る 

　 表３ － １ は、 図 ３－２ の考 え 方 に基 づ い て 作 成 さ れ た 公 共 建 築 工 事 に お 

ける 基 本 的 な 業 務 と 事 業 関 与 者 間 の 役 割 分 担 （ 一 部 ） で あ り 、 本 マ ニ ュ ア 

ルの 巻 末 資 料 １ に 全 体 を 掲 載 し て い る 。 

　な お 、 以 上 の 役 割 分 担の考 え 方 は 以 下 の検 討 を 前 提 と し て い る 。 

○監 督 検 査 業 務 に お け る 発 注 者 と Ｃ Ｍ Ｒ の役 割分 担 (*3)

ＣＭＲ は 発 注 者 の 監 督 検 査 業 務 の 補 助 業 務 を 実 施 す る も の で あ り 、 工 

事請負 契 約 に 基づ く 発 注者 の 役 割 に 変 化 は な い 。 

○工 事 監 理 業 務 に お け る 工 事 監 理 者 と Ｃ Ｍ Ｒ の 役 割分 担 (*3)

工事監 理 者 は 建築 基準 法 及 び 建 築 士 法 な ど の 法律 に 基 づ く 主体 で あ り 、 

ＣＭＲ は 発 注 者 の 代 理 と し て そ の 業 務 を 確 認 す る 役 割 を 担 う こ と が 想 定 

され る (*4)。 

○建 築 設 計 業 務 に お け る 設 計 者 と Ｃ Ｍ Ｒ の役 割分 担 (*5)

設計 者 の 業務 は 、 建築 基準 法 及 び 建 築 士 法 な ど法律 に 基づ く 責 任 が あ 

るた め 、 Ｃ Ｍ Ｒの 業 務 と し て 置 き 換 え る こ と は 適 切 で な い 。 

(*3)報告 書 p.92
補章 １ 「 Ｃ Ｍ Ｒ と 工 事 監 

理者 ・ 監 督 職 員 の 業務 」 

(*4)ただ し 、 工 事 監 理 
者は 工 事 施 工 者 が 工 事 

監理 者 の 注意 に 従 わ な 

い場 合 や 工 事 監 理 を 終 

了し た 際 に は 直 ち に 建 

築主 に そ の 旨 を 報 告 す 

べき 義 務 を 負 っ て いる 

こと に 注 意 す る 必 要 が 

ある 。 

(*5)報告 書 p.76
ａ .ＣＭＲ と 設 計 者 の 役 
割明 確 化 
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「 

業務名称 
 

発注者 Ｃ Ｍ Ｒ 設計者 工事監理者 施工者 

施工図関連 
業務 

業務内容 を 
確認す る 

施工図 の 
調整 を行 う 

施工図承諾 の 
協力 をす る 

施工図 を 
承諾す る 

施工図 を 
作成す る 

業務 フ ロ ー 
イメ ー ジ  承諾す る 」 作成す る 」  「 協力す る 」  「 調整す る 」  「 確認す る 」  「 

図３ － ２  事 業 関 与 者 間 の 役 割 分 担 の 考 え 方 

業務フロー 
（マイルストン） 発注者 （監督職を含む） ＣＭ R

（発注者が取捨選択） 設計者 工事監理者 施工者 

基 
本 
構 
想 
段 
階 

事業 目 的 の 設 定 

立地 ・ 敷地 の 選 定 

施設 計 画 の 概 要設 定 

事業 及び運営手法の検討 

概算 事 業 費 の 試算 

概略 事 業 ス ケ ジ ュ ー ル の 設 定 

基 
本 
計 
画 
段 
階 

ＣＭ 方 式 導 入 意 思 決 定 

ＣＭＲ へ の 依 頼 事 項 の 選 定 ・ 確定 

ＣＭ 予 算 検 討 ・ 措置 

ＣＭＲ の 選 定 と 契 約 

ＣＭ 方 式 導 入 の 検 討 ・ 意思 決 定 

ＣＭ 委 託 業務範 囲 の 検 討 ・ 決定 

ＣＭ 予 算 措 置 

ＣＭＲ の 選 定 

ＣＭＲ の 契 約 締 結 ・ 調印 

□  ＣＭ 業 務 計 画 の 作 成 

□  ＣＭ 業 務 契 約 締 結 ・ 調印 

事業計画 の 作 成 事 業計画 の 決 定 

設計 予 算 ・ 工事 予 算 等 を 含 む 事業 費 （設 
計予 算 ・ 工事 予 算 他 ） の承 認 

マス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル の 承 認 

□  事業計画 に つ い て の 調 査 ・ 検討 

□  設計 予 算 ・ 工事 予 算 等 を 含 む 事業 費 の 作 成 
又は 作 成 支 援 

□  マス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル の 作 成 ・ 管理  

基本計 画 案 の 策 定 基本計 画 案の承 認 □  基本計 画 案 の 作 成 

□  設計 企画 提案書 の 作成 

□  法令上 の 諸条 件の調 査 

□  官公 庁 等 か ら の 情 報 収 集 

□  環境 保全 に 対 す る 配 慮 

□  敷地 調 査 ・ 類似 事 例 調査 等 の 実施 

設計 与 条 件 の 設定 施 設 計画 の 決 定 

設計与 条 件 の 決定 

□  施設 計 画 に ついての 調 査 ・ 検討 

□  要求 条 件 の 整 理 ・ 把握 及 び 設 計 与 条 件 の 決 
定支 援 

設計 者選定 ・ 契約 設 計 候 補 者 の 選 定 

設計 者 の 選定 

設計 者 と の 契 約 締 結 ・ 調印 

□  設計 候 補 者 の 検 討 ・ 選定 に 対 す る 助 言 

□  設計 者 の 評 価 ・ 選定 に 関 す る 助 言 

□  設計契 約 に 関 す る助言  

設計 者選定 へ の 応 募 

設計業務 契 約 締 結 ・ 調印 

その 他 議 会 承 認 ・ 予算 措 置 

設計 前 段 階 に お け る 意 思 決 定 

情報 伝 達 シ ス テ ム の 確 認 

関係者 へ の 説 明 

ＣＭ 報 告 書 の 受 領 

基本設 計 段 階 業務 完 了 の 承 認 

□  議会 承 認 ・ 予算 措 置 に 対 す る 技 術 支 援 

□  設計前段階における意思決定支援及び施工 
性・コスト・スケジュール・品質・専門技術等に 
関わる助言 

□  情報 伝 達 シ ス テ ム の構築 ・ 運営 

□  関係者 へ の 説 明 支 援 

□  ＣＭ 報 告 書 の 作 成 ・ 提出 

□  基本設 計 段 階 Ｃ Ｍ 業務 終 了 報告 書 の 作 成 ・ 
提出 

表３ － １  公共建築工 事 に お け る 基 本 的 な 業務 と 事 業 関 与者 間 の 役割 分 担 表 （ 一 部 ） 

３－２　役割分担の検討 

　施工図関連業務の役割分担を例にすれば、施工者が作成し、工事監理者が承諾し、設計者が（工事
監理者が承諾するために）協力し、ＣＭＲが（全体の）調整をし、発注者が（業務を）確認することによ
り、事業関与者間の役割分担が明確になると同時に個々の業務フローが形成される。プロジェクトにＣＭＲ
が加わることで、設計者、施工者、工事監理者などの業務区分に大きな変化は生じない。ただし、ＣＭＲ
が入ったことにより、発注者の補助者として、設計者、施工者、工事監理者などへ指示を行う場合もあるの
で、その場合にはそれぞれの契約を修正する必要がある。 
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3 -   3 　ＣＭ業務内容の確定 

　公 共 建 築 工 事 に お け る Ｃ Ｍ 業 務 内 容 の 確 定 に お い て は 、 以 下 の 点 に 留 

意す る こ と が 望 ま れ る 。 

（１ ） プ ロ ジ ェク ト ご と の Ｃ Ｍ 業 務 の 取 捨 選 択 に つ い て 

（２）Ｃ Ｍ 業 務 内 容 の 組 合 せ に つ い て 

（１ ） プロ ジ ェ ク ト ご と の Ｃ Ｍ業 務 の 取 捨 選 択 に つ い て 

　各 プ ロ ジ ェ ク ト に お い て Ｃ Ｍ Ｒ に 依頼 する業 務 内 容 は 、 当 該 プロ ジェ ク ト 

にお け る 発 注 者 ニ ーズ な ら び に プ ロ ジ ェ ク ト 特 性 に よ っ て 異な る た め 、 本 マ 

ニュ ア ル の 巻 末 資 料 １ 「 事 業 関 与 者 間 の 役割 分 担 」 及 び 巻 末 資 料 ２ 「標 準 

的な Ｃ Ｍ 業 務 内 容 」 を 参 考 に 、 発 注 者 が ＣＭＲ へ 委 託 す る 業務 を プ ロ ジ ェ 

クトごとに取捨選択して確定することが望ましい。 

（２） ＣＭ 業 務 内 容 の 組 合 せ に つ い て 

　Ｃ Ｍ 方 式 の 業 務 内 容 は 、 こ の よ う な 業 務 の 取 捨 選 択 に よ り 多 様 と な る 。 

ガイ ド ラ イ ン に 示 さ れ て い る ４ つ の Ｃ Ｍ 方 式 活 用 ケ ー ス は 、 こ の よ う な 業 務 

の取 捨 選 択 の 例 と 考 え る こ と が で き る 。 

　 図３ － ３ に、巻 末 資 料 ２ 「 標準 的 な Ｃ Ｍ 業 務 内 容 」 の う ち 、 工 事 段 階 の 

チェ ッ ク リ ス ト に お い て 業 務 の 取 捨 選 択 を行 い 、 Ｃ Ｍ 業 務 の 内 容 を 選 択 し 

たイ メ ー ジを 示 す 。 

第３章　ＣＭＲへの依頼事項の確定  
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＜５ 　工事段階＞ 
 
（工事段階のスケジュール管理） 
 
　　　□ 501 マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル の 管理 

　　　□ 502 （ 専門工事工程計画 の 確 認 ・ 調整、総合工事工程計画の作成、 

　　　　　　 専門工事施工者の工程管理状況の確認、総合工事工程の管理） 

　　　□ 503 各検査 ス ケ ジ ュ ー ル の 確認 

 

（工事の遂行）  
 
　　　□ 504 プ ロ ジ ェ ク ト会 議 の 開催 

　　　□ 505 Ｃ Ｍ業務方針 の 作 成、関係者への伝達 

　　　□ 506 監理業務方針 の 把 握 

　　　□ 507 （分 離施工者間 の 調 整 ・ 助言 ）  

　　　□ 508 質疑書 ・ 提案書 の 検討結果 の 確 認 ・ 助言 

　　　□ 509 施工図等 （ 監理者承認済 ） の確 認 ・ 助言 

　　　□ 510 （総 合 図 の 作 成 に 関 す る 調 整）  

　　　□ 511 （ 施工計画 ・ 施工実施体制 の 確 認 ・ 調整 ）  

　　　□ 512 施工品質管理 の 発 注者 の 立 場 に よ る 確認 

　　　□ 513 統括安全衛生管理責任者 の 確認 

　　　□ 514 関係者 か ら の ク レー ム等 に対 する 技術的対応支援 

　　　□ 515 施工 に 関す る 文書管理 

　　　□ 516 官庁検査 の 結果確認、発注者への報告 

　　　□ 517 別途工事関連業務 の 支 援 ・ 調整 

取捨選択 に よ り 様 々 な Ｃ Ｍ 
活用ケース が 可 能 と な る 

設計 ・ 発 注 
アド バ イ ス 型  

設計図書 の チ ェ ッ ク、 設 

計Ｖ Ｅ 、 発注区分 ・ 発注 

方式 の 提 案 な ど 、 設計 ・ 

発注段階においてＣＭ 

Ｒが 発 注 者 を ア ドバ イ ス 

する もの 。  

コス ト  
マネ ジ メ ン ト 型 

概略設計段階 で の 工 

事費 の 算 出、 工事費 の 

分析 、 請求書 の 技術的 

審査 、 コス トの 実費精算 

など 、 コス トマ ネ ジ メ ン ト 

の 全部又 は 一 部 を Ｃ Ｍ 

Ｒが 行う もの 。  

施工 
マネ ジ メ ン ト 型 

施工図 の 審査 、 施工者 

間の 調 整 、 品質管理 ・ 

工程管理 な ど の 監督業 

務の 一 部 を Ｃ Ｍ Ｒ が 行 

う もの 。  

総合 
マネ ジ メ ン ト 型 

設計 ・ 発注 ・ 施工 の 各 段 

階に お い て 発注者 の 補 

助者 と して マ ネ ジ メ ン ト 

業務の一部又は全部 

をＣ Ｍ Ｒ が 行 う もの 。  

図３ － ３ 　 Ｃ Ｍ 業 務 内 容 選 択 の イ メ ー ジ 

３－３　CM業務内容の確定 

発注者がプ
ロジェクトご
とにＣＭＲへ
の委託内容
を取捨選択
する。 



20



21

第 4章 

CM業務 対価 の 考 え 方 
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第4章　CM業務対価の考え方 

4 -   1  「 CM業務 の 対 価」 の考 え 方 

　Ｃ Ｍ 業 務 に 対 す る 対 価 （ 以 下 、 「Ｃ Ｍ 業 務 の 対 価 」 ）に つ い て は 、 以 下 
の各 点 に 留 意 す る こ と が望 ま れ る 。 
（１ ） 「Ｃ Ｍ 業 務 の 対 価 」 の 構 成 
「Ｃ Ｍ 業 務 の 対 価 」 は 、 直 接 人 件 費 、直 接 経 費 、 間 接 経費 、 特 別 経 費 、 
利益 に よ り 構 成 さ れ る 。 

業務内容に応じたＣＭＲの業務量を設定する。 
（２） Ｃ Ｍ 業 務 量 の 把 握 

（ 1） 「Ｃ Ｍ 業 務 の 対 価 」 の構成 

　 「Ｃ Ｍ 業 務 の 対 価 」は 、 以 下 の 各 費 用 の 総 合 計 に 消 費 税 を 加 算 し た 金 額 

とす る 。 

ＣＭ業務の対価＝①直接人件費＋②直接経費＋③間接経費＋④特別経費＋⑤利益 

　 
①直接人 件費 

ＣＭ 業 務 に 直 接 従 事 す る 技 術 者 そ れ ぞ れ に ついての、 当 該 業 務 に関 し て 必 要 と す 

る給 与 、 賞 与 、 退 職 給 与、 法 定 保険 料 等 の 人 件 費 の １ 日 あ た り の額 に 、 当 該 Ｃ Ｍ 業 

務に 従 事 す る 延 べ 人 数 を 乗 じて 得 た 額 の 総 和 。 

②直接経 費 

当該 プ ロ ジ ェ ク ト に 関 わ る Ｃ Ｍ 業 務 を 遂 行 す る た め に 必 要 と な る 経 費 で 、 印 刷 製 本 

費、 複 写 費、 出 張 費、 交 通 費、 協 力 コ ン サ ル タ ン ト に 対 す る 外 注 費 用 等 の 合 計 。 

③間接 経 費 

ＣＭＲ 業 務 を 行う 会 社 を 管 理 運 営し て い く た め に 必 要 な 人 件 費 、 福 利 厚 生 費 、 事 務 

用品 費 、 保 険 料 等 の 一 般 管 理 費 の う ち、 当 該 業 務 に関 し て 必 要 と な る経 費 の 合 計 。 

④特別 経 費 

特に 指 定 した 特 許 使 用 料 そ の 他 特 別 に 依 頼す る 場 合 必 要 と な る 費用 の 合 計。 

⑤利 益 

ＣＭ 業 務 を 提 供 す る 企 業 の 適 正 利 益 。 た だし、 日 本 の 商 慣 習 上 、 利 益 相 当 額 は 

③間 接 経 費 に 計 上 さ れ る の が 一 般 的 で あ る 。 

（２） ＣＭ 業 務 量 の 把 握 

　Ｃ Ｍ Ｒ の 業 務に 応 じ た 必 要 工 数 を 、 あ らか じ め 設 定 さ れ た Ｃ ＭＲ に 委 託 

する業 務 項 目 ご と に 算 出 し 、 積 算 す る 。 

　た だ し 、 現 状 に お い て は Ｃ Ｍ 業 務 工数 な ど を 発 注 者 自 ら が 算 定 す る こ と 

が困 難で あ る た め 、 た と え ば 巻 末 資 料 ３ 「 Ｃ Ｍ 業 務 量 の想 定 に 関 す る 質 問 

書（ 参 考 例 ） 」な ど を 活 用 し て 、 必 要 な ＣＭＲ の 工 数 の 想 定 を 公 募 し 、 参 

考に した う え で 積 算 (*1)を行 い、 「Ｃ Ｍ 業 務 の 対 価 」 に 関 す る 予 定 価 格 を 算 

出す る こ と も 考 え ら れ る 。 

(*1)報告 書 p.60
表３ － ４ － １ 　 民 間 の 

CM業務 の 対 価 の 試 算 
表の 例 
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円 

円 

円 

円 

1　直接人件費 

2　直接経費 

3　間接経費 

4　特別経費 

5　利益 

● 小計  

● 消費税 

● 合計 

円 

円 

円 

基本構想段階 
　ＣＭｒ（Ａクラス）　　　円／人×延べ　　　人＝計　　　　　　　円 
　ＣＭｒ（Ｂクラス）　　　円／人×延べ　　　人＝計　　　　　　　円 
　ＣＭｒ（補助者）　　　　円／人×延べ　　　人＝計　　　　　　　円 
基本計画段階 
　ＣＭｒ（Ａクラス）　　　円／人×延べ　　　人＝計　　　　　　　円 
　ＣＭｒ（Ｂクラス）　　　円／人×延べ　　　人＝計　　　　　　　円 
　ＣＭｒ（補助者）　　　　円／人×延べ　　　人＝計　　　　　　　円 
基本設計段階 
　ＣＭｒ（Ａクラス）　　　円／人×延べ　　　人＝計　　　　　　　円 
　ＣＭｒ（Ｂクラス）　　　円／人×延べ　　　人＝計　　　　　　　円 
　ＣＭｒ（補助者）　　　　円／人×延べ　　　人＝計　　　　　　　円 
実施設計段階 
　ＣＭｒ（Ａクラス）　　　円／人×延べ　　　人＝計　　　　　　　円 
　ＣＭｒ（Ｂクラス）　　　円／人×延べ　　　人＝計　　　　　　　円 
　ＣＭｒ（補助者）　　　　円／人×延べ　　　人＝計　　　　　　　円 
工事発注段階 
　ＣＭｒ（Ａクラス）　　　円／人×延べ　　　人＝計　　　　　　　円 
　ＣＭｒ（Ｂクラス）　　　円／人×延べ　　　人＝計　　　　　　　円 
　ＣＭｒ（補助者）　　　　円／人×延べ　　　人＝計　　　　　　　円 
工事段階 
　ＣＭｒ（Ａクラス）　　　円／人×延べ　　　人＝計　　　　　　　円 
　ＣＭｒ（Ｂクラス）　　　円／人×延べ　　　人＝計　　　　　　　円 
　ＣＭｒ（補助者）　　　　円／人×延べ　　　人＝計　　　　　　　円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　円 

図４ － １ 　 Ｃ Ｍ 業 務 対 価 の 構 成 

４－１　「ＣＭ業務の対価」の考え方 
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第 5章 

CMRの選 定 と 契 約 
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第５章　 ＣＭＲの選定と契約 

(*1)報告 書 p.130
補章 ４ 「 民 間 工 事 に お 

ける CM方式活 用 事 例 
集」 

(*2) 巻末資料 7
ＣＭＲ 選 定 ： 事 前 審 査 

要項 書 ・ 提案書 作 成 要 

項書 (参考 例 )

(*3) 巻末資料 8
ＲＦＰ（Request For Pro-
posal）書式集（参考例） 

(*4) 報告 書 p.72
ｆ .資格要件 

(*5) 報告 書 p.73
ｈ .選定 機 関 の 設 置 

(*6) 巻末資料 ７ 
ＣＭＲ 選 定 ： 事 前 審 査 

要項 書 ・ 提案書 作 成 要 

項書 (参考 例 )／ 
報告 書 p.73
ｇ .選定 基準 

5 -   1　Ｃ Ｍ Ｒ の 選 定 

　Ｃ Ｍ Ｒ （ 又 は Ｃ Ｍ ｒ 、 以 下 同 じ ） の 選 定 に お い て は 、 以 下 の 手 続 き を 

踏む こ と が望 ま し い 。 

（１ ） Ｃ Ｍ Ｒ 選 定 手 法 の 検 討 

（２）Ｃ Ｍ Ｒ の 資 格 要 件 、 選 定体制 、 評価 基準等 の 検討 

　 

（１ ） ＣＭ Ｒ 選 定 方 法 の 検 討 

　民 間 の 建 築 プ ロ ジ ェ ク ト にお い て 特 命 随 意 契 約 に よ る Ｃ Ｍ Ｒ 選 定 が 多 く 

見ら れ る (*1)。一 方 、 公 共 事 業 に お いて は、 Ｃ Ｍ Ｒ 選 定 に あた っ て 透 明 性 、 

客観 性 が 求 め ら れ る と と も に 、 Ｃ Ｍ Ｒ の マ ネ ジ メ ン ト 能力 等 を 評 価 す る 方式 

が望 ま し い と 考 え ら れ る 。 そ の ひ と つ の 方 法 と し て 、 図５ － １ に公 募 型 プ ロ 

ポーザ ル 方 式 を 参 考 と した Ｃ Ｍ Ｒ 選 定 モ デ ル 例 (*2)(*3)を示 す 。 

（２） ＣＭ Ｒ の 資 格 要 件 、 選定体制 、 評価基準等 の 検 討 

○資 格 要 件 

ＣＭＲ の 資 格 要 件 (*4)は、第３章「ＣＭＲへの依頼事項の確定」で検討 

されたＣＭＲの業務内容に応じて定めることが望ましい。 

○選 定 体 制 

選定 に お い て は 、 必 要 に 応 じ て 選定委員 会 等 (*5)を設 置 す る こ と が 望 ま 

しい 。 

○評 価 基 準 

業務 実 施 能 力 、 類 似 業 務実 績 、 財務 内 容 (*6)等の評 価 項 目 と 、 そ の評 

価基 準 を 決 め て お く こ と が 望 ま し い 。 
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ステ ッ プ 1

ステ ッ プ 2

ステ ッ プ 3

① CM方式 に よ る 発 注 の 決 定 

② CMR選定委 員 会 の 設置 

③ CMR手続開始 の 公 示 

⑤ CMR選定説明書 ・ 事前審査書式 の 作 成 

⑥ 説明書 ・ 事前審査様式 の 配 布 

④ CMR選定基準 の 策 定 

⑧ 提案書提 出 者 の 選定  
（Short List）  

⑦ 関心 の 表 明、 事前審査書 の 提 出  
(PQ： Pre-qualification)

⑨ 提案書作成要項 の 作成 

⑩ 選定結果 の 公 示  
提案書提 出者 へ の 通知及 び 
提案書作成要項 の 配 布 
(RFP：  Request for Proposal)

不服 の 申 し 立 て  

説明 

不服 の 申 し 立 て  

説明 

提案書 の 作 成 

提案書 の 提 出  ⑪ 提案書 の 受 付 

⑯ 順位 の 決 定 

⑰特定結果 の 公示及び通知 

⑫ 提案書 の 評価 

⑬ 面接 の 実 施  
(Interview)

⑭ [必要 に 応 じ て 実施]  
第三者 へ の 聴 聞 も し く は実 績 案件見学  

(Reference)

⑮ 評価書 の 提 出 

⑱ （評価第一順位者 と の ） 随意契約 の 交 渉 

⑲ （評価次席順位者 と の ） 契約 の 交 渉 

契約 

CMR契約結果 の 公 示 

交渉 の 不成立 

図５ － １ 　 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 を 参 考 と し た Ｃ Ｍ Ｒ 選 定 （ モ デ ル 例 ） 　 

行政当 局 ・ 発 注 者 Ｃ Ｍ Ｒ 選定委 員 会 

５－１　ＣＭＲの選定 
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第５章　 ＣＭＲの選定と契約 

5 -   2 　 CMRとの 契 約 

　CMR（ 又 は Ｃ Ｍ ｒ 、 以 下 同 じ ） と の 契 約 に 際 し て 、 委 託 業 務内容 に 相 

応し い 契 約 を 相 互 に 確 認し て 取 り 交 わ す 観 点 か ら 、 以 下 の 検 討 が 望 ま れ 

る。 

（１ ） Ｃ Ｍ 業 務 委 託 契 約 の 性 質 

（２）Ｃ Ｍ 業 務 委 託 契 約 の 構 成 

（１ ） ＣＭ 業 務 委 託 契 約 の 性 質 

　ピ ュ ア Ｃ Ｍ 方 式 に お け る 発 注 者 の 補助 又 は 支 援 業務 は 、 発 注 者 の 事 務 

行為 を 法 律 的 な 権 限 を 伴 わ な い 範 囲 で 受 託 す る 業 務 と な る 。 したがって、 

ＣＭＲの業務委託契約は「準委任契約」 (*1)と考えられる。 

　類 似 す る 契 約 と し て は 、 コ ン サ ル タン ト 契 約 が 該 当 してお り 、 契 約 書に 

定め ら れ た 範 囲 に お い て 、 「債 務 不 履 行 責 任 を 負 う 」 が「 無 過 失 責 任 を 負 

わな い 」 と し て 、 一 般 に 責 任 範 囲は 限定 さ れ た も の と 解釈 さ れ て い る 。 

（２） ＣＭ 業 務 委 託 契 約 の 構 成 

　Ｃ Ｍ 業 務を 外 部 委 託 す る 際 の 契 約 文書 は 下 記 の ３ 点 に よ っ て 構成 (*2)す 

るこ と が 望 ま し い 。 

①Ｃ Ｍ 業 務 委 託 契 約 書 (*3)

　甲 乙の名称、 契約 期 間 、 委託金額 等 の 基 本 的 な 事項 を 明 記 す る 文 書 。 

②Ｃ Ｍ 業 務 委 託 契 約 約 款 (*4)

ＣＭ 業 務 委 託 契 約 に お け る 受 発 注 者 間 の 取 り 決 め を 、 あ ら か じ め 標 

準的 な 約 定で 明示す る 文 書 。 

③Ｃ Ｍ 業 務 委 託 書 (*5)

個別事 業 ご と に 、 Ｃ Ｍ 業 務 委 託 契 約 に お け る 実 質 的 な 業 務 を定め 

る文 書 。 

　な お 、 巻 末 資 料 ４ ～ ６ に 上 記 ３ つ の 契 約文 書 例 を 紹 介 し 、 図５ － ２ にそ 

の条 項 一 覧 を 示 す 。 

(*1)委任 と は 、 事 務 を 
委託 す る 契 約 で あ り 、 

法律 行為 を 委 託 す る こ 

とが 民 法 上 の 委 託 契 約 

（民 643条） に 該 当 す 
る。 一 方 、 法 律 行 為 を 

伴わ な い 事 実 行 為 の み 

を委 託 す る 場 合 は 準 委 

任（ 民 656条） と し て 、 
委 託契約 と 同 様 に 扱 わ 

れる 。 

(*2) 報告 書 p.98
補章 ２ 「 契約 約款 に つ 

いて 」 

(*3)本マ ニ ュ ア ル 
巻末資料 ４ 

(*4) 本マ ニ ュ ア ル 
巻末資料 ５ 

(*5) 本マ ニ ュ ア ル 
巻末資料 ６ 
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図５ － ２ 　 Ｃ Ｍ 業 務 委 託契約 の 関連 文書 （例 ） の条 項 一 覧 （巻末 の 参 考 資料 に 全 文 掲 載 ） 

①コ ン ス トラ ク シ ョ ン ・ マ ネジ メ ン ト （ Ｃ Ｍ ） 業 務 委 託 契 約 書 （ 契 約 条 項 の み 抜 粋 ） 

第 1条  （委 託 業 務 の 内容）  第 6条　 （ 業 務 の 報酬 ） 

第 2条  （業 務 の 遂 行 ）  第 7条　 （ 経 費 ） 

第 3条  （建 設地 ）  第 8条　 （ 業 務 報 酬 及 び支払方法） 

第 4条  （業 務 の 実施 期 間 ）  第 9条　 （ 業 務 報 酬 及 び経費 の 請 求 先 ） 

第 5条  （工 事 竣 工 期 日 等 ） 

②コ ン ス トラ ク シ ョ ン ・ マ ネジ メ ン ト （ Ｃ Ｍ ） 業 務 委 託 契 約 約 款 （ 契 約 条 項 の み 抜 粋 ） 

第 1条  （総 則 ）  第 19条　 （ Ｃ Ｍ 業 務委託書等 の 追加 ・ 変 更等 ） 

第 2条  （書面主義）  第 20条　 （ Ｃ Ｍ 業 務 に お け る 矛 盾 等 の 解 消 ） 

第 3条  （業 務 計 画書 の提 出 ）  第 21条　 （ Ｃ Ｍ 業 務 の 変 更 ） 

第 4条  （権利 義 務 の 譲渡等）  第 22条　 （ Ｃ Ｍ 業 務 の 変 更 方 法 ） 

第 5条  （秘密 の 保 持 ）  第 23条　 （ Ｃ Ｍ 業 務 の 検 査 ） 

第 6条  （特 許権等 の 保証）  第 24条　 （ Ｃ Ｍ 業 務 報 酬 の 支払 ） 

第 7条  （契 約 の 保 証 ） 注 記 ： あ り  第 25条　 （ Ｃ Ｍ 業 務 報 酬 の 増 額 ） 

第 8条  （優 先 適 用 ）  第 26条　 （ 甲 の 債 務不履行責任 ） 

第 9条  （一 括 再 委 託 の 禁 止）  第 27条　 （ 乙 の 債 務不履行責任 ） 

第 10条  （乙 の 説 明 ・ 報 告 義 務 ）  第 28条　 （ 履 行 遅 滞 の 場合 に お け る 損 害 金等 ） 

第 11条  （甲 の 指 示 ）  第 29条　 （ Ｃ Ｍ 業 務 に お け る 甲 の 中 止 権 ） 

第 12条  （設 計業務へ の 関 与 ） 注記 ： あ り  第 30条　 （ Ｃ Ｍ 業 務 に お け る 乙 の 中 止 権 ） 

第 13条  （設 計図書 へ の 意 見 陳 述）  第 31条　 （解 除権 の 行 使 ） 

第 14条  （建 設工事へ の 関 与 ）  第 32条　 （解 除 の 効 果 ） 

第 15条  （一般的損害）  第 33条　 （ 保 険） 

第 16条  （建 設工事 に 関 す る 損 害 ）  第 34条　 （ 賠 償 金 等 の 徴 収 ） 

第 17条  （建 設工事完 成 の 承 認 ）  第 35条　 （ 紛 争 の 解 決 ） 

第 18条  （ＣＭ 業 務 に 係 る 提 案 ）  第 36条　 （ 契 約 外 の 事 項 ） 

③コ ン ス トラ ク シ ョ ン ・ マ ネジ メ ン ト （ Ｃ Ｍ ） 業 務 委 託 書 （ 委 託 大 項目別 に よる 抜 粋 ） 

１  基本計画段 階 　 101ＣＭ業務計画の作成～122基本計画段階ＣＭ業務終了報告書の作成・提出 

２  基本設計 段 階 　 201マスタースケジュールの管理～219基本設計段階ＣＭ業務終了報告書の作成・提出 

３  実施設計 段 階 　 301マスタースケジュールの管理～317実施設計段階ＣＭ業務終了報告書の作成・提出 

４  工事 発 注 段 階 　 401マスタースケジュールの管理～420発注段階ＣＭ業務終了報告書の作成・提出 

５  工事 段 階 　　　 501マスタースケジュールの管理～534施工段階ＣＭ業務終了報告書の作成・提出 

６  完成 後 　　　　 601瑕疵 に 対 す る 処 置 の 調 整 ・ 確 認 

５－２　ＣＭＲとの契約 
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巻末資料 

［資 料 １ ］  事 業 関 与者 間 の 役 割 分担 

業
務
フ
ロ
ー
 

（
マ
イ
ル
ス
ト
ン
）
 

発
注
者
 （
監
督
職
を
含
む
）
 

Ｃ
Ｍ
 R

（
発
注
者
が
取
捨
選
択
）
 

設
計
者
 

工
 事
監
理
者
 

施
工
者
 

基
 
本
 
構
 
想
 
段
 
階
 

事
業
 目
 的
 の
 設
 定
 

立
地
 ・
 敷
地
 の
 選
 定
 

施
設
 計
 画
 の
 概
 要
設
 定
 

事
業
及
び
運
営
手
法
の
検
討
 

概
算
 事
 業
 費
 の
 試
算
 

概
略
 事
 業
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 設
 定
 

基
 
本
 
計
 
画
 
段
 
階
 

Ｃ
Ｍ
 方
 式
 導
 入
 意
 思
 決
 定
 

Ｃ
Ｍ
Ｒ
 へ
 の
 依
 頼
 事
 項
 の
 選
 定
 ・
 確
定
 

Ｃ
Ｍ
 予
 算
 検
 討
 ・
 措
置
 

Ｃ
Ｍ
Ｒ
 の
 選
 定
 と
 契
 約
 

Ｃ
Ｍ
 方
 式
 導
 入
 の
 検
 討
 ・
 意
思
決
 定
 

Ｃ
Ｍ
 委
 託
 業
務
範
 囲
 の
 検
 討
 ・
 決
定
 

Ｃ
Ｍ
 予
 算
 措
 置
 

Ｃ
Ｍ
Ｒ
 の
 選
 定
 

Ｃ
Ｍ
Ｒ
 の
 契
 約
 締
 結
 ・
 調
印
 

□
  Ｃ
Ｍ
 業
 務
 計
 画
 の
 作
 成
 

□
  Ｃ
Ｍ
 業
 務
 契
 約
 締
 結
 ・
 調
印
 

事
業
計
画
 の
 作
 成
 

事
 業
計
画
 の
 決
 定
 

設
計
 予
 算
 ・
 工
事
 予
 算
 等
 を
 含
 む
 事
業
 費
 （
設
 

計
予
 算
 ・
 工
事
 予
 算
 他
 ）
 
の
承
 認
 

マ
ス
 タ
 ー
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 承
 認
 

□
  事
業
計
画
 に
 つ
い
て
の
 調
 査
 ・
 検
討
 

□
  設
計
 予
 算
 ・
 工
事
 予
 算
 等
 を
 含
 む
 事
業
 費
 の
 作
 成
 

又
は
 作
 成
 支
 援
 

□
  マ
ス
 タ
 ー
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 作
 成
 ・
 管
理
  

基
本
計
 画
 案
 の
 策
 定
 

基
本
計
 画
 案
 の
 承
 認
 

□
  基
本
計
 画
 案
 の
 作
 成
 

□
  設
計
 企
画
 提
案
書
 の
 作
成
 

□
  法
令
上
 の
 諸
条
 件
の
調
 査
 

□
  官
公
 庁
 等
 か
 ら
 の
 情
 報
 収
 集
 

□
  環
境
 保
全
 に
 対
 す
 る
 配
 慮
 

□
  敷
地
 調
 査
 ・
 類
似
 事
 例
 調
査
 等
 の
 実
施
 

設
計
与
 条
 件
 の
 設
定
 

施
 設
 計
画
 の
 決
 定
 

設
計
 与
 条
 件
 の
 決
定
 

□
  施
設
 計
 画
 に
 つ
 い
 て
 の
 調
 査
 ・
 検
討
 

□
  要
求
 条
 件
 の
 整
 理
 ・
 把
握
 及
 び
 設
 計
 与
 条
 件
 の
 決
 

定
支
 援
 

設
計
 者
選
定
 ・
 契
約
 

設
 計
 候
 補
 者
 の
 選
 定
 

設
計
 者
 の
 選
定
 

設
計
 者
 と
 の
 契
 約
 締
 結
 ・
 調
印
 

□
  設
計
 候
 補
 者
 の
 検
 討
 ・
 選
定
 に
 対
 す
 る
 助
 言
 

□
  設
計
 者
 の
 評
 価
 ・
 選
定
 に
 関
 す
 る
 助
 言
 

□
  設
計
契
 約
 に
 関
 す
 る
助
言
 

設
計
 者
選
定
 へ
 の
 応
 募
 

設
計
業
務
 契
 約
 締
 結
 ・
 調
印
 

そ
の
 他
 

議
 会
 承
 認
 ・
 予
算
 措
 置
 

設
計
 前
 段
 階
 に
 お
 け
 る
 意
 思
 決
 定
 

情
報
 伝
 達
 シ
 ス
 テ
 ム
 の
 確
 認
 

関
係
者
 へ
 の
 説
 明
 

Ｃ
Ｍ
 報
 告
 書
 の
 受
 領
 

基
本
設
 計
 段
 階
 業
務
 完
 了
 の
 承
 認
 

□
  議
会
 承
 認
 ・
 予
算
 措
 置
 に
 対
 す
 る
 技
 術
 支
 援
 

□
  設
計
 前
 段
 階
 に
 お
 け
 る
 意
 思
 決
 定
支
 援
及
 び
 施
工
 

性
・コ
ス
ト・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
・
品
質
・
専
門
技
術
等
 

に
関
 わ
 る
 助
 言
 

□
  情
報
 伝
 達
 シ
 ス
 テ
 ム
 の
構
築
 ・
 運
営
 

□
  関
係
者
 へ
 の
 説
 明
 支
 援
 

□
  Ｃ
Ｍ
 報
 告
 書
 の
 作
 成
 ・
 提
出
 

□
  基
本
設
 計
 段
 階
 Ｃ
 Ｍ
 業
務
 終
 了
 報
告
 書
 の
 作
 成
 ・
 

提
出
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業
務
フ
ロ
ー
 

（
マ
イ
ル
ス
ト
ン
）
 

発
注
者
 （
監
督
職
を
含
む
）
 

Ｃ
Ｍ
 R

（
発
注
者
が
取
捨
選
択
）
 

設
計
者
 

工
事
監
理
者
 

施
工
者
 

基
 
本
 
設
 
計
 
段
 
階
 

基
本
設
 計
 段
 階
 の
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 管
 理

マ
 

ス
 

タ
 

ー
 

ス
 

ケ
 

ジ
 

ュ
 

ー
 

ル
 

の
 

確
 

認
 

基
本
設
 計
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 承
 認
 

施
工
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 確
 認
 

□
  マ
ス
 タ
 ー
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 管
 理
 

□
  基
本
設
 計
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 審
 査
 ・
 確
認
、
 
マ
ス
 タ
 

ー
ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 と
 の
 調
 整
 

□
  施
工
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 検
 討
 ・
 提
案
、
 
マ
ス
 タ
 ー
 ス
 

ケ
ジ
 ュ
 ー
 ル
と
 の
 調
 整
 

マ
ス
 タ
 ー
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 管
 理
 協
 力
 

基
本
設
 計
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 作
 成
 

基
本
設
 計
 方
針
 と
 設
 計
与
 条
 件
 の
 確
 定
 
基
 本
設
 計
方
 針
の
 承
 認
 と
 設
 計
 与
 条
 件
 の
 確
 

認
 

□
  基
本
設
 計
 方
針
 の
 確
 認
 と
 設
 計
 与
 条
 件
 と
 の
 調
 

整
 

設
計
 与
 条
 件
 の
 把
 握
 ・
 整
理
 （
測
 量
 ・
 地
盤
 ・
 イ
 

ン
フ
 ラ
 ・
 環
境
 要
 因
 他
 の
 敷
 地
 詳
細
 調
 査
 等
 ）
 

と
基
 本
 設
 計
 方
 針
 の
 作
 成
 

許
認
可
 事
 項
 の
 検
 討
 

□
  許
認
可
 に
 関
 わ
 る
 事
 前
 協
 議
 支
 援
 

許
認
可
 に
 関
 わ
 る
 事
前
 協
 議
、
 
法
令
上
 の
 諸
 

条
件
 に
 関
 わ
 る
 調
査
 、
 関
係
 部
 署
 協
議
 

工
事
 発
 注
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 検
 討
 

工
 事
 発
 注
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 検
 討
 

□
  工
事
 発
 注
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 検
 討
 支
 援
 

（
工
 事
 発
 注
方
法
 と
 工
 事
 発
 注
 区
 分
 の
 検
 討
 ）
 （
工
 事
 発
 注
方
法
 と
 工
 事
 発
 注
 区
 分
 の
 検
 討
 ）
 
□
  （
工
 事
 発
 注
方
法
 と
 工
 事
 発
 注
 区
 分
 の
 検
 討
支
 

援
）
 

基
本
設
 計
 内
 容
 の
 確
 定
 

基
 本
設
 計
 段
 階
 に
 お
 け
 る
 意
 思
 決
 定
 

基
本
設
 計
 図
 書
 の
 承
 認
 

基
本
設
 計
 図
 書
 ・
 成
果
品
 の
 受
 領
 

□
  基
本
設
 計
 段
 階
 に
 お
 け
 る
 意
 思
 決
定
 支
 援
 及
 び
 

施
工
 性
 ・
 コ
ス
 ト
 ・
 ス
ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 ・
 品
質
 ・
 専
門
 技
 術
 

等
に
 関
わ
 る
助
 言
 

□
  基
本
設
 計
 図
 書
 の
 審
 査
 

□
  基
本
設
 計
 図
 書
 ・
 成
果
品
 の
 確
 認
 

類
似
 事
 例
 調
査
、
 
各
種
技
術
 検
 討
 書
 ・
 資
料
 

の
作
 成
 

基
本
設
 計
 図
 書
 の
 作
 成
、
 
関
係
者
 へ
 の
 説
 明
 

基
本
設
 計
 図
 書
 ・
 成
果
品
 の
 提
 出
 

概
算
 工
事
費
 の
 検
 討
 

工
 事
 概
 算
 書
 の
 承
 認
 ・
 全
体
 事
 業
 費
 と
 の
 調
 

整
 ・
 確
認
 

□
  工
事
費
 概
 算
 書
 の
 算
 出
 に
 関
 す
る
 助
 言
 と
 内
 容
 審
 

査
、
 
全
体
 事
 業
 費
 と
 の
 調
 整
 

工
事
費
 概
 算
 書
 の
 作
 成
 

そ
の
 他
 

代
 替
 案
 採
 否
 の
 決
 定
 

プ
ロ
 ジ
 ェ
 ク
 ト
 会
 議
 へ
 の
 出
 席
 

近
隣
 折
 衝
 の
実
 施
 

情
報
 伝
 達
 シ
 ス
 テ
 ム
 の
 確
 認
 

関
係
者
 へ
 の
 説
 明
 

Ｃ
Ｍ
 報
 告
 書
 の
 受
 領
 

基
本
設
 計
 段
 階
 業
務
 完
 了
 の
 承
 認
 

□
  基
本
設
 計
 Ｖ
 Ｅ
 の
 実
 施
、
 
代
替
 案
 採
 否
 の
 決
 定
 支
 

援
 

□
  プ
ロ
 ジ
 ェ
 ク
 ト
 会
 議
 の
開
 催
 

□
  近
隣
 折
 衝
 の
実
 施
 支
 援
 

□
  情
報
 伝
 達
 シ
 ス
 テ
 ム
 の
 運
 営
 

□
  関
係
者
 へ
 の
 説
 明
 支
 援
 

□
  Ｃ
Ｍ
 報
 告
 書
 の
 作
 成
 ・
 提
出
 

□
  基
本
設
 計
 段
 階
 Ｃ
 Ｍ
 業
務
 終
 了
 報
告
 書
 の
 作
 成
 ・
 

提
出
 

代
替
 案
 の
 技
 術
 検
 討
 

プ
ロ
 ジ
 ェ
 ク
 ト
 会
 議
 へ
 の
 出
 席
 、
 開
催
 協
 力
 

近
隣
 折
 衝
 の
実
 施
 支
 援
 

情
報
 伝
 達
 シ
 ス
 テ
 ム
 の
 運
 営
協
 力
 

関
係
者
 へ
 の
 説
 明
 支
 援
 

実
 
施
 
設
 
計
 
段
 
階
 

実
施
 設
計
 段
 階
 の
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 管
 理

マ
 

ス
 

タ
 

ー
 

ス
 

ケ
 

ジ
 

ュ
 

ー
 

ル
 

の
 

確
 

認
 

実
施
 設
計
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 承
 認
 

施
工
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 確
 認
 

□
  マ
ス
 タ
 ー
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 管
 理
 

□
  実
施
 設
計
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 審
 査
・
 確
認
 、
 マ
ス
 タ
 

ー
ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 と
 の
 調
 整
 

□
  施
工
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 検
 討
 ・
 提
案
、
 
マ
ス
 タ
 ー
 ス
 

ケ
ジ
 ュ
 ー
 ル
と
 の
 調
 整
 

マ
ス
 タ
 ー
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 管
 理
 協
 力
 

実
施
 設
計
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 作
 成
 

（
工
 事
 発
 注
方
法
 と
 工
 事
 発
 注
 区
 分
 に
適
 

応
し
た
工
事
施
工
会
社
の
選
定
方
法
の
 

検
討
）
 

（
工
 事
 発
 注
方
法
 と
 工
 事
 発
 注
 区
 分
 に
 適
 応
 

し
た
 工
 事
 施
 工
 会
 社
 の
 選
 定
 方
 法
 の
 検
 討
 ）
 
□
  （
工
 事
 発
 注
方
法
 と
 工
 事
 発
 注
 区
 分
 に
 適
 応
 し
 た
 

工
事
施
 工
 会
 社
 の
 選
 定
方
 法
 の
 検
 討
 支
 援
 ）
 

実
施
 設
計
方
 針
 と
 設
 計
 与
 条
件
 の
 確
 定
 
実
 施
設
 計
 方
 針
 の
 承
 認
 と
 設
 計
 与
 条
 件
 の
 確
 

認
 

□
  実
施
 設
計
方
 針
 の
 確
 認
 と
 設
計
 与
 条
 件
 と
 の
 調
 

整
 

設
計
 与
 条
 件
 の
 把
 握
 ・
 整
理
 （
測
 量
 ・
 地
盤
 ・
 イ
 

ン
フ
 ラ
 ・
 環
境
 要
 因
 他
 の
 敷
 地
 詳
細
 調
 査
 等
 ）
 

と
実
 施
 設
 計
 方
 針
 の
 作
 成
 

［資料１］事業関与者間の役割分担 
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業
務
フ
ロ
ー
 

（
マ
イ
ル
ス
ト
ン
）
 

発
注
者
 （
監
督
職
を
含
む
）
 

Ｃ
Ｍ
 R

（
発
注
者
が
取
捨
選
択
）
 

設
計
者
 

工
事
監
理
者
 

施
工
者
 

実
 
施
 
設
 
計
 
段
 
階
 

許
認
可
 事
 項
 の
 申
 請
 

□
  許
認
可
 に
 関
 わ
 る
 申
 請
 支
 援
 

許
 認
可
 に
 関
 わ
 る
 申
 請
 事
 務
 

実
施
 設
計
 内
 容
 の
 確
 定
 

実
 施
 設
 計
 段
 階
 に
 お
 け
 る
 意
 思
 決
 定
 

実
施
 設
計
 図
 書
 の
 承
 認
 

実
施
 設
計
 図
 書
 ・
 成
果
品
 の
 受
 領
 

□
  実
施
 設
計
 段
 階
 に
 お
 け
 る
 意
思
 決
 定
 支
 援
 ・
 施
工
 

性
 ・
 コ
ス
 ト
 ・
 ス
ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 ・
 品
質
 ・
 専
門
 技
 術
 等
に
 

関
わ
 る
助
 言
 

□
  実
施
 設
計
 図
 書
 の
 審
 査
 

□
  実
施
 設
計
 図
 書
 ・
 成
果
品
 の
 確
 認
 

各
種
技
術
 検
 討
 書
 ・
 資
料
 の
 作
 成
、使
用
材
料
 

等
 に
 つ
 い
 て
 の
 文
 献
 ・
 カ
タ
 ロ
 グ
 等
 の
 収
 集
 

実
施
 設
計
 図
 書
 の
 作
 成
、関
係
者
へ
の
説
明
 

実
施
 設
計
 図
 書
 ・
 成
果
品
 の
 提
 出
 

概
算
 工
 事
 費
 の
 算
 出
 

工
 事
 概
算
 書
 の
 承
 認
、全
体
事
業
費
と
の
調
 

整
 ・
 確
認
 

□
  工
事
費
 概
 算
 書
 の
 算
 出
 に
 関
 す
る
 助
 言
 と
 内
 容
 審
 

査
、全
体
事
業
費
と
の
調
整
 

工
事
費
 概
 算
 書
 の
 作
 成
 

そ
の
 他
 

代
 替
 案
 採
 否
 の
 決
 定
 

プ
ロ
 ジ
 ェ
 ク
 ト
 会
 議
 へ
 の
 出
 席
 

近
隣
 折
 衝
 の
実
 施
 

情
報
 伝
 達
 シ
 ス
 テ
 ム
 の
 確
 認
 

関
係
者
 へ
 の
 説
 明
 

Ｃ
Ｍ
 報
 告
 書
 の
 受
 領
 

実
施
 設
計
 段
 階
 業
 務
 完
 了
 の
 承
 認
 

□
  実
施
 設
計
 Ｖ
 Ｅ
 の
 実
 施
、代
替
案
採
否
の
決
定
支
 

援
 

□
  プ
ロ
 ジ
 ェ
 ク
 ト
 会
 議
 の
開
 催
 

□
  近
隣
 折
 衝
 の
実
 施
 支
 援
 

□
  情
報
 伝
 達
 シ
 ス
 テ
 ム
 の
 運
 営
 

□
  関
係
者
 へ
 の
 説
 明
 支
 援
 

□
  Ｃ
Ｍ
 報
 告
 書
 の
 作
 成
 ・
 提
出
 

□
  実
施
 設
計
 段
 階
 Ｃ
 Ｍ
 業
 務
 終
了
 報
 告
 書
 の
 作
成
 ・
 

提
出
 

代
替
 案
 の
 技
 術
 検
 討
 

プ
ロ
 ジ
 ェ
 ク
 ト
 会
 議
 へ
 の
 出
 席
 ・
 開
催
 協
 力
 

近
隣
 折
 衝
 の
実
 施
 支
 援
 

情
報
 伝
 達
 シ
 ス
 テ
 ム
 の
 運
 営
協
 力
 

関
係
者
 へ
 の
 説
 明
 支
 援
 

工
 
事
 
発
 
注
 
段
 
階
 

発
注
段
 階
 の
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 管
 理
 

マ
 ス
 タ
 ー
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 確
 認
 

発
注
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 承
 認
 

（
工
 事
ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 承
 認
 ）
 

□
  マ
ス
 タ
 ー
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 管
 理
 

□
  発
注
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 作
 成
、
 
マ
ス
 タ
 ー
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 

ー
ル
 と
 の
 調
 整
 

□
  （
工
 事
ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 作
成
、
 
マ
ス
 タ
 ー
 ス
 ケ
 ジ
 

ュ
ー
 ル
 と
 の
 調
 整
 ）
 

マ
ス
 タ
 ー
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 管
 理
 協
 力
 

発
注
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 作
 成
 協
 力
 

（
工
 事
ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 作
 成
 協
 力
 ）
 

（
発
 注
 方
 法
 ・
 発
注
 区
 分
 の
 決
 定
 ）
 

（
 工
 事
発
注
 方
 法
 の
 決
 定
 ）
 

（
工
 事
 発
 注
 区
 分
の
 決
 定
 ）
 

（
工
 事
 発
 注
 区
 分
 に
 応
 じ
 た
 工
 程
 の
 承
 認
 ）
 

（
発
 注
 条
 件
 の
 決
定
）
 

□
  （
工
 事
 発
 注
方
法
 の
 提
案
 ・
 助
言
 ）
 

□
  （
発
 注
 区
 分
 （
工
 事
 種
 別
 ）
 の
提
案
 ・
 助
言
 ）
 

□
  （
工
 事
 発
 注
 区
 分
 に
 応
 じ
 た
 工
 程
 の
 検
 討
 ・
 設
定
）
 

□
  見
積
 要
 項
 書
 ・
 現
場
 説
 明
 図
 書
 の
 作
 成
 

見
 積
用
 設
計
 図
 書
 の
 作
 成
 

入
札
 予
 定
 価
 格
 の
 決
 定
 ・
 予
算
 措
 置
 

工
 事
 予
算
書
 の
 受
領
 

入
札
 予
 定
 価
 格
 の
 決
 定
 

工
事
 予
 算
 措
置
 

□
  工
事
 予
 算
 書
 の
 算
 出
 に
 関
 す
 る
 助
 言
 と
 内
 容
 審
 

査
、
 
全
体
 事
 業
 費
 と
 の
 調
 整
 

□
  入
札
 予
 定
 価
 格
 の
 決
 定
 支
 援
 

□
  工
事
 予
 算
 措
置
 に
 対
 す
 る
 技
 術
 支
 援
 

内
訳
 明
 細
 付
 き
 工
 事
 予
 算
 書
 の
 積
 算
 

（
発
 注
 区
 分
 に
 応
 じ
 た
 ）
 施
工
 者
 募
 集
又
 

は
指
 名
 

（
発
 注
 区
 分
 に
 応
 じ
 た
 ）
 施
工
 者
 募
 集
又
 は
 指
 

名
の
 決
 定
 

□
  （
発
 注
 区
 分
 に
 応
 じ
 た
 ）
 施
工
 者
 募
 集
又
 は
 指
 名
 の
 

検
討
 ・
 評
価
 ・
 資
格
 審
 査
 ・
 選
定
 に
 関
 す
 る
 支
 援
 ・
 助
 

言
 

（
発
 注
 区
 分
 に
 応
 じ
 た
 ）
 施
工
 者
 指
 名
 に
 関
 す
 

る
協
 力
 

施
工
 者
 へ
 の
 説
 明
、施
工
者
の
決
定
 

現
 場
 説
 明
 の
 開
 催
 （
工
 事
 発
 注
方
法
 と
 工
 事
 

施
工
 体
 制
 の
 説
 明
 ）
 

発
注
 区
 分
 に
 応
 じ
 た
 施
 工
 者
 の
 決
 定
 

□
  現
場
説
明
の
開
催
支
援
と
質
疑
回
答
の
取
り
ま
と
め
 

□
  発
注
 区
 分
 に
 応
 じ
 た
 施
 工
 者
 の
 決
 定
 支
援
 

現
場
 説
 明
 の
 開
 催
 協
 力
 と
 質
 疑
 書
 へ
 の
 回
 

答
 

工
事
費
 見
積
 

入
札
 参
加
 

工
事
請
負
 契
 約
 の
 締
 結
 

請
 負
 代
 金
 内
 訳
 書
 の
 承
 認
 

工
事
請
負
 契
 約
 書
 類
 の
 内
 容
 確
 認
 

工
事
請
負
 契
 約
 締
 結
 ・
 調
印
 

□
  請
負
 代
 金
 内
 訳
 書
 の
 確
 認
 

□
  工
事
請
負
 契
 約
 へ
 の
 技
 術
 的
 助
 言
 

□
  工
事
請
負
 契
 約
 書
 類
 の
 作
 成
 支
 援
 

請
負
 代
 金
 内
 訳
 書
 の
 確
 認
 協
力
 

請
負
 代
 金
 内
 訳
 書
 の
 作
 成
 

工
事
請
負
 契
 約
 書
 類
 の
 作
 成
 ・
 準
備
 

工
事
請
負
 契
 約
 締
 結
 ・
 調
印
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業
務
フ
ロ
ー
 

（
マ
イ
ル
ス
ト
ン
）
 

発
注
者
 （
監
督
職
を
含
む
）
 

Ｃ
Ｍ
 R

（
発
注
者
が
取
捨
選
択
）
 

設
計
者
 

工
事
監
理
者
 

施
工
者
 

工
 
事
 
発
 
注
 
段
 
階
 

そ
の
 他
 

発
 注
Ｖ
 Ｅ
 ・
 技
術
提
 案
 の
 実
 施
、採
否
の
決
定
 

情
報
 伝
 達
 シ
 ス
 テ
 ム
 の
 確
 認
 

関
係
者
 へ
 の
 説
 明
 

Ｃ
Ｍ
 報
 告
 書
 の
 受
 領
 

発
注
段
 階
 業
 務
 完
 了
 の
 承
 認
 

□
  発
注
 Ｖ
 Ｅ
 ・
 技
術
提
 案
 の
 実
 施
 支
 援
、代
替
案
の
 

技
術
 判
 断
 の
 確
 認
、採
否
の
決
定
支
援
 

□
  情
報
 伝
 達
 シ
 ス
 テ
 ム
 の
 運
 営
 

□
  関
係
者
 へ
 の
 説
 明
 支
 援
 

□
  Ｃ
Ｍ
 報
 告
 書
 の
 作
 成
 ・
 提
出
 

□
  発
注
段
 階
 Ｃ
 Ｍ
 業
 務
 終
 了
 報
 告
 書
 の
 作
 成
 ・
 提
出
 

発
注
 Ｖ
 Ｅ
 ・
 技
術
提
 案
 の
 検
 討
、
 
技
術
 判
 断
 に
 

対
す
 る
 協
 力
 

情
報
 伝
 達
 シ
 ス
 テ
 ム
 の
 運
 営
協
 力
 

関
係
者
 へ
 の
 説
 明
 支
 援
 

発
注
 Ｖ
 Ｅ
 の
 提
 案
 

情
報
 伝
 達
 シ
 ス
 テ
 ム
 の
 運
 営
協
 力
 

関
係
者
 へ
 の
 説
 明
 支
 援
 

工
 
事
 
段
 
階
 

工
事
 段
 階
 の
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 管
 理
 

マ
 ス
タ
 ー
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 確
 認
 

（
総
 合
 工
 事
 工
 程
 計
 画
 の
 確
認
 ）
 

□
  マ
ス
 タ
 ー
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 管
 理
 

□
  （
専
 門
 工
 事
 工
 程
 計
 画
 の
 確
認
 ・
 調
整
、
 総
合
 工
 事
 

工
程
計
画
 の
 作
 成
、
 
専
門
 工
 事
 施
 工
 者
 の
 工
 程
 管
 

理
状
況
 の
 確
 認
、
 
総
合
 工
 事
 工
 程
 の
 管
 理
 ）
 

□
  各
検
 査
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 確
 認
 

マ
ス
 タ
 ー
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 管
 理
 協
 力
 

マ
 ス
タ
 ー
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 管
 理
 協
 力
 

各
検
 査
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 調
 整
 

マ
ス
 タ
 ー
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 管
 理
 協
 力
 

（
専
 門
 工
 事
 工
 程
 計
 画
 の
 作
成
、
 
専
門
 工
 事
 工
 

程
の
管
 理
 ）
 

各
検
 査
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 作
 成
 

工
事
 の
 遂
 行
 

プ
 ロ
 ジ
 ェ
 ク
 ト
 会
 議
へ
 の
 出
 席
 

Ｃ
Ｍ
 業
 務
 方
 針
 の
 承
 認
 

監
理
 業
 務
 方
 針
 の
 承
 認
 

関
係
者
か
 ら
 の
 ク
 レ
 ー
 ム
 等
 に
 対
す
 る
 対
 応
 

施
工
 に
 関
 す
 る
 文
書
 管
理
 の
 確
 認
 

官
庁
検
 査
 の
 結
 果
 確
 認
、発
注
者
へ
の
報
告
 

別
途
 工
 事
 関
 連
 業
 務
 

□
  プ
ロ
 ジ
 ェ
 ク
 ト
 会
 議
 の
開
 催
 

□
  Ｃ
Ｍ
 業
 務
 方
 針
 の
 作
 成
、
 関
係
者
 へ
 の
伝
 達
 

□
  監
理
 業
 務
 方
 針
 の
 把
 握
 

□
  （
分
 離
施
工
 者
 間
 の
 調
 整
 ・
 助
言
 ）
 

□
  質
疑
 書
 ・
 提
案
書
 の
 検
 討
 結
 果
 の
 確
 認
 ・
 助
言
 

□
  施
工
 図
 等
 （
監
理
 者
 承
 認
 済
 ）
 の
確
 認
 ・
 助
言
 

□
  （
総
 合
図
 の
作
 成
 に
 関
 す
 る
 調
 整
 ）
 

□
  （
施
 工
計
画
 ・
 施
工
実
施
 体
 制
 の
 確
 認
 ・
 調
整
 ）
 

□
  施
工
 品
 質
 管
理
 の
発
 注
 者
 の
 立
 場
 に
 よ
 る
 確
認
 

□
  統
括
 安
全
 衛
 生
 管
 理
 責
任
 者
 の
 確
 認
 

□
  関
係
者
か
 ら
 の
 ク
 レ
 ー
 ム
 等
 に
 対
す
 る
 技
 術
 的
 対
 

応
支
 援
 

□
  施
工
 に
 関
 す
 る
 文
書
 管
理
 

□
  官
庁
検
 査
 の
 結
 果
 確
 認
、
 
発
注
 者
 へ
 の
 報
 告
 

□
  別
途
 工
 事
 関
 連
 業
 務
 の
支
 援
 ・
 調
整
 

設
計
意
 図
 の
 伝
 達
 （
監
理
 者
 ・
 施
工
 者
 と
 の
 打
 

合
せ
 及
 び
 図
 面
 作
 成
 ）
 

（
総
 合
図
 の
作
 成
 ・
 協
力
 ）
 

使
用
 資
 材
 ・
 設
備
 機
 器
 ・
 仕
上
 見
 本
 等
 の
 検
 

討
 ・
 承
認
 に
 対
 す
 る
 協
 力
 

プ
ロ
 ジ
 ェ
 ク
 ト
 会
 議
 へ
 の
 出
 席
 ・
 開
催
 協
 力
 

Ｃ
Ｍ
 業
 務
 方
 針
 の
 把
 握
 

監
理
 業
 務
 方
 針
 の
作
成
、
 
関
係
者
 へ
 の
伝
 達
 

（
方
 針
 の
 変
更
 と
も
）
 

設
計
 図
 書
 の
 検
 討
、
 
設
計
意
 図
 の
 伝
 達
 に
 関
 

わ
る
 設
 計
 者
 ・
 施
工
 者
 と
 の
 打
 合
 せ
 

（
分
 離
施
工
 者
 間
 の
 調
 整
 協
 力
 ）
 

質
疑
 書
 ・
 提
案
書
 の
 検
 討
 

施
工
 図
 等
 の
 検
 討
 ・
 承
認
 

（
総
 合
図
 の
作
 成
協
 力
 ・
 確
認
 ）
 

（
施
 工
 計
 画
 ・
 施
工
 体
 制
 の
 検
 討
 ・
 調
整
 協
 力
 ）
 

施
工
 品
 質
 管
理
 の
 確
 認
、
 
各
種
 試
 験
 ・
 検
査
 

結
果
 の
確
認
 

使
用
 資
 材
 ・
 設
備
 機
 器
 ・
 仕
上
 見
 本
 等
 の
 検
 

討
 ・
 承
認
 

関
係
者
か
 ら
 の
 ク
 レ
 ー
 ム
 等
 に
 対
す
 る
 技
 術
 

的
対
 応
 支
 援
 協
 力
 

施
工
 に
 関
 す
 る
 文
書
 管
理
 協
力
 

官
庁
検
 査
 等
 の
 立
会
い
 

別
途
 工
 事
 関
 連
 業
 務
 の
支
 援
 ・
 調
整
 協
 力
 

プ
ロ
 ジ
 ェ
 ク
 ト
 会
 議
 へ
 の
 出
 席
、
 開
催
 協
 力
 

Ｃ
Ｍ
 業
 務
 方
 針
 の
 把
 握
 

監
理
 業
 務
 方
 針
 の
 把
 握
 

設
計
意
 図
 の
 伝
 達
 に
 関
 わ
 る
 設
 計
 者
 ・
 監
理
 者
 

と
の
 打
 合
 せ
 

工
事
 の
 遂
 行
 

質
疑
 書
 ・
 提
案
書
 の
 作
成
 

施
工
 図
 等
 の
 作
 成
 

（
総
 合
図
 の
作
 成
 ・
 協
力
 ）
 

施
工
計
画
 ・
 施
工
 体
 制
 の
 立
 案
 

施
工
 品
 質
 の
 管
 理
、
 
各
種
 試
 験
 ・
 検
査
 の
 実
 施
 

使
用
 資
 材
 ・
 設
備
 機
 器
 ・
 仕
上
 見
 本
 等
 の
 提
案
 

統
括
 安
全
 衛
 生
 管
 理
 責
任
 者
 の
 選
定
 （
主
 た
 る
 施
 工
 

業
者
 で
 、
 工
事
進
 捗
 状
 況
 に
 よ
 り
 変
 更
 の
 場
 合
 あ
 り
 ）
 

施
工
 に
 関
 す
 る
 文
書
 管
理
 協
力
 

官
庁
検
 査
 等
 の
 受
検
 

別
途
 工
 事
 関
 連
 業
 務
 の
支
 援
 ・
 調
整
 協
 力
 

発
注
 者
 検
 査
 

中
 間
 検
 査
 の
 確
 認
 

完
了
検
 査
 ・
 発
注
 者
 検
 査
 の
 確
 認
 

□
  中
間
 検
 査
 の
 実
 施
 

□
  完
了
検
 査
 ・
 発
注
 者
 検
 査
 の
 実
 施
、工
事
と
設
計
 

図
書
 ・
 工
事
請
負
 契
 約
 と
 の
 合
致
 の
 確
 認
 

中
間
 検
 査
 の
 立
 会
い
 

完
了
検
 査
 ・
 発
注
 者
 検
 査
 の
 立
 会
い
 

中
間
 検
 査
 の
 受
 検
 

完
了
検
 査
 ・
 発
注
 者
 検
 査
 の
 受
 検
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［資料１］事業関与者間の役割分担 

工
事
費
 の
 管
 理
 

中
 間
 時
 工
事
費
 支
 払
 

最
終
 工
事
費
 支
 払
 

設
計
 変
 更
 金
 額
 の
 決
 定
 

□
  中
間
 時
 工
事
費
 支
 払
 請
 求
 の
 確
 認
 

□
  最
終
 工
事
費
 支
 払
 請
 求
 の
 確
 認
 

□
  設
計
 変
 更
 金
 額
 の
 審
 査
 

□
  工
事
 段
 階
 の
 コ
 ス
 ト
 管
 理
 と
 工
事
費
 分
 析
 

中
間
 時
 工
事
費
 支
 払
 請
 求
 の
 審
 査
 

最
終
 工
事
費
 支
 払
 請
 求
 の
 審
 査
 

設
計
 変
 更
 金
 額
 の
 見
 積
 内
 容
 確
 認
 

工
事
 段
 階
 の
 コ
 ス
 ト
 管
 理
 協
力
 

中
間
 時
 工
事
費
 支
 払
 請
求
 

最
終
 工
事
費
 支
 払
 請
求
 

設
計
変
 更
 金
 額
 の
 工
事
費
 見
積
り
 



業
務
フ
ロ
ー
 

（
マ
イ
ル
ス
ト
ン
）
 

発
注
者
 （
監
督
職
を
含
む
）
 

Ｃ
Ｍ
 R

（
発
注
者
が
取
捨
選
択
）
 

設
計
者
 

工
事
監
理
者
 

施
工
者
 

工
 

事
 

段
 

階
 

設
計
 変
 更
 へ
 の
 対
応
 

軽
 微
 な
 変
 更
 の
 承
 認
 

設
計
 変
 更
 事
 項
 ・
 設
計
 変
 更
 図
 書
 の
 承
 認
 

□
  軽
微
 な
 変
 更
 の
 承
認
 支
援
 ・
 助
言
 

□
  設
計
 変
 更
 項
 目
 ・
 設
計
 変
 更
 図
 書
 の
 確
 認
 ・
 審
査
  

軽
微
 な
 変
 更
 の
 内
 容
 確
 認
 に
 対
 す
 る
 協
 力
 

設
計
 変
 更
 項
 目
 の
 取
 り
ま
と
め
に
対
す
る
協
力
、 

設
計
変
更
図
書
の
作
成
 

軽
微
 な
 変
 更
 の
 内
 容
 確
 認
 

設
計
 変
 更
 項
 目
 の
 取
 り
 ま
と
め
、設
計
変
更
 

図
書
の
作
成
協
力
 

軽
微
 な
 変
 更
 の
 取
 り
 ま
と
め
 

設
計
 変
 更
 項
 目
 の
 取
 り
 ま
と
め
に
対
す
る
協
力
 

竣
工
 ・
 引
渡
 し
 

竣
 工
 図
 書
 の
 受
 領
 

引
渡
 し
図
 書
 受
 領
 ・
 引
渡
 し
 

取
り
 扱
 い
 説
 明
 

□
  竣
工
 図
 書
 の
 指
 導
 ・
 助
言
 ・
 確
認
 

□
  引
渡
 し
 書
 類
 の
 確
 認
 ・
 引
渡
 し
の
 立
 会
 い
 ・
 支
援
 ・
 

入
居
 ス
 ケ
 ジ
 ュ
 ー
 ル
 の
 調
 整
等
 

□
  取
り
 扱
 い
 説
 明
 の
 立
 会
 い
 ・
 試
運
転
 実
 施
 の
 確
 認
 

竣
工
 図
 書
 の
 作
 成
 に
 対
 す
 る
 協
 力
 

引
渡
 し
 へ
 の
 立
 会
 い
 

取
り
 扱
 い
 説
 明
 の
 立
 会
 い
、試
運
転
実
施
の
 

確
認
 

竣
工
 図
 書
 の
 作
 成
 に
 対
 す
 る
 協
 力
 

引
渡
 し
 書
 類
 の
 確
 認
、引
渡
し
へ
の
立
会
い
 

取
り
 扱
 い
 説
 明
 の
 立
 会
 い
、試
運
転
実
施
の
 

確
認
 

竣
工
 図
 書
 の
 作
 成
 

引
渡
 し
 書
 類
 の
 作
 成
、引
渡
し
の
実
施
 

取
り
 扱
 い
 説
 明
 ・
 試
運
転
 の
 実
施
 

そ
の
 他
 

代
 替
 案
 採
 否
 の
 決
 定
 

情
報
 伝
 達
 シ
 ス
 テ
 ム
 の
 確
 認
 

関
係
者
 へ
 の
 説
 明
 

工
事
監
 理
 報
告
書
 ・
 工
事
報
告
書
 の
 受
 領
 

Ｃ
Ｍ
 報
 告
 書
 の
 受
 領
 

施
工
 段
 階
 業
 務
 完
 了
 の
 承
 認
 

□
  施
工
 Ｖ
 Ｅ
 ・
 技
術
提
 案
 の
 実
 施
、
 
代
替
 案
 採
 否
 の
 決
 

定
支
 援
 

□
  情
報
 伝
 達
 シ
 ス
 テ
 ム
 の
 運
 営
協
 力
 ・
 助
言
 

□
  関
係
者
 へ
 の
 説
 明
 支
 援
 

□
  工
事
監
 理
 報
告
書
 ・
 工
事
報
告
書
 の
 確
 認
 

□
  Ｃ
Ｍ
 報
 告
 書
 の
 作
 成
 ・
 提
出
 

□
  施
工
 段
 階
 Ｃ
 Ｍ
 業
 務
 終
了
 報
 告
 書
 の
 作
成
 ・
 提
出
 

情
報
 伝
 達
 シ
 ス
 テ
 ム
 の
 運
 営
協
 力
 

関
係
者
 へ
 の
 説
 明
 支
 援
 

施
工
 Ｖ
 Ｅ
 ・
 技
術
提
 案
 の
 技
 術
 検
 討
 

情
報
 伝
 達
 シ
 ス
 テ
 ム
 の
 運
 営
 

工
事
監
 理
 報
告
書
 の
 作
 成
 ・
 提
出
 

施
工
 Ｖ
 Ｅ
 ・
 技
術
提
 案
 の
 提
 案
 

情
報
 伝
 達
 シ
 ス
 テ
 ム
 の
 運
 営
協
 力
 

工
事
報
告
書
 の
 作
 成
 ・
 提
出
 

完
 

成
 

後
 

瑕
疵
 に
 対
 す
 る
 処
 置
 の
 要
 求
 ・
 確
認
 

□
  瑕
疵
 に
 対
 す
 る
 処
 置
 の
 調
 整
 ・
 確
認
 

瑕
疵
 に
 対
 す
 る
 処
 置
 

注
） 
括
弧
内
に
記
載
さ
れ
た
業
務
の
役
割
分
担
は
、工
事
発
注
パ
タ
ー
ン
③
を
基
準
と
し
て
い
る
。
工
事
発
注
パ
タ
ー
ン
①
及
び
②
の
場
合
に
は
、変
更
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
の
で
物
件
ご
と
に
検
討
が
必
要
と
な
る
。
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［資 料 ２ ］ 標 準 的 な Ｃ Ｍ 業 務 内 容 

〈  1　基 本 計 画 段 階  〉 

（ＣＭＲ の 選 定 と 契 約 ） 

101 ＣＭ 業 務 計 画 の 作 成 

102 ＣＭ 業 務 契 約 締 結 ・ 調 印 

（事 業計画 の 作成 ） 

103 事業計画 に つ い て の 調 査 ・ 検 討 

104 設計 予 算 ・ 工 事 予 算 等 を 含 む 事 業 費 の 作 成 又 は 作 成 支 援 

105 マス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル の 作 成 ・ 管 理 

（基 本 計 画 案 の 策 定 ） 

106 基本計 画 案 の 作 成 

107 設計 企画 提案書 の 作成 

108 法令上 の 諸条 件の調 査 

109 官公 庁 等 か ら の 情 報 収 集 

110 環境 保全 に 対 す る 配 慮 

111 敷地 調 査 ・ 類 似事例 調 査等 の 実 施 

（設 計 与 条 件 の 設 定 ） 

112 施設 計 画 に つ い て の 調 査 ・ 検 討 

113 要求 条 件 の 整 理 ・ 把 握 及 び 設計 与 条 件 の 決定支 援 

（設 計 者 選 定 ・ 契 約 ） 

114 設計 候 補 者 の 検 討 ・ 選 定 に 対 す る 助 言 

115 設計 者 の 評 価 ・ 選 定 に 関 す る 助 言 

116 設計契 約 に 関 す る助言 

（そ の 他 ） 

117 議会 承 認 ・ 予 算措置 に 対す る 技 術支 援 

118 設計 前 段 階 に お け る 意 思 決 定支 援及 び 施 工性 ・ コ ス ト ・ ス ケ ジ ュ ー ル ・ 品 質 ・ 

専門 技 術 等に 関わ る助 言 

119 情報 伝 達 シ ス テ ム の構築 ・ 運営 

120 関係者 へ の 説 明 支 援 

121 ＣＭ 報 告 書 の 作 成 ・ 提 出 

122 基本計 画 段 階 Ｃ Ｍ 業務 終 了 報告 書 の 作 成 ・ 提 出 

［資料２］標準的なＣＭ業務内容 
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〈  2　基 本 設 計 段 階  〉 

（基 本 設 計 段 階 の ス ケ ジ ュ ー ル 管理） 

201 マス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル の 管 理 

202 基本設 計 ス ケ ジ ュ ー ル の 審 査 ・ 確 認、 マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル と の 調 整 

203 施工 ス ケ ジ ュ ー ル の 検 討 ・ 提案、 マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル と の 調 整 

（基 本 設 計 方 針 と 設計 与 条 件 の 確定 ） 

204 基本設 計 方針 の 確 認 と 設 計 与 条 件 と の 調 整 

 

（許 認 可 事 項 の検 討 ） 

205 許認可 に 関 わ る 事 前 協 議 支 援 

（工 事 発 注 ス ケ ジ ュ ー ル の 検 討 ） 

206 工事 発 注 ス ケ ジ ュ ー ル の 検 討 支 援 

（工 事 発 注方法 と 工 事 発 注 区 分 の 検 討 ） 

208 （工 事 発 注方法 と 工 事 発 注 区 分 の 検 討支 援 ） 

（基 本 設 計 内 容 の 確定 ） 

209 基本設 計 段 階 に お け る 意 思 決定 支 援 及 び 施 工 性 ・ コ ス ト ・ス ケ ジ ュ ー ル・ 品 質 ・ 

専門 技 術 等に 関わ る助 言 

210 基本設 計 図 書 の 審 査 

211 基本設 計 図 書 ・ 成 果 品 の 確 認 

（概 算 工事費 の 検 討） 

212 工事費 概 算 書 の 算 出 に 関 する 助 言 と 内 容 審 査、 全体 事 業 費 と の 調 整 

（そ の 他 ）  

213 基本設 計 Ｖ Ｅ の 実 施、 代 替 案採否 の 決定 支 援 

214 プロ ジ ェ ク ト 会 議 の開 催 

215 近隣 折 衝 の実 施 支 援 

216 情報 伝 達 シ ス テ ム の 運 営 

217 関係者 へ の 説 明 支 援 

218 ＣＭ 報 告 書 の 作 成 ・ 提 出 

219 基本設 計 段 階 Ｃ Ｍ 業務 終 了 報告 書 の 作 成 ・ 提 出 

巻末資料 
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〈  3　実 施 設 計 段 階  〉 

（実 施 設 計 段 階 の ス ケ ジ ュ ー ル 管 理 ） 

301 マス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル の 管 理 

302 実施 設計 ス ケ ジ ュ ー ル の 審 査 ・ 確 認、 マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル と の 調 整 

303 施工 ス ケ ジ ュ ー ル の 検 討 ・ 提案、 マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル と の 調 整 

（工 事 発 注方法 と 工 事 発 注 区 分 に 適 応 し た 工 事 施 工 会 社 の 選 定 方法 の 検 討 ） 

304 （工 事 発 注方法 と 工 事 発 注 区 分 に 適 応 し た工 事 施 工 会 社の選 定 方 法 の 検 討 支 

援） 

（実 施 設 計 方 針 と 設 計 与条 件 の 確 定 ） 

305 実施 設計方 針 の 確 認 と 設計 与 条 件 と の 調 整 

（許 認 可 事 項 の 申 請 ） 

306 許認可 に 関 わ る 申 請 支 援 

（実 施 設 計 内 容 の 確 定 ） 

307 実施設計段階における意思決定支援及び施工性・コスト・スケジュール・ 

品質・専門技術等に関わる助言 

308 実施 設計 図 書 の 審 査 

309 実施 設計 図 書 ・ 成 果 品 の 確 認 

（概 算 工事費 の 算 出 ） 

310 工事費 概 算 書 の 算 出 に 関 す る 助 言 と 内容審 査、 全 体 事 業 費 と の 調整 

（そ の 他 ） 

311 実施 設計 Ｖ Ｅ の 実 施、 代替 案 採 否 の 決 定 支 援 

312 プロ ジ ェ ク ト 会 議 の開 催 

313 近隣 折 衝 の実 施 支 援 

314 情報 伝 達 シ ス テ ム の 運 営 

315 関係者 へ の 説 明 支 援 

316 ＣＭ 報 告 書 の 作 成 ・ 提 出 

317 実施 設計 段 階 Ｃ Ｍ 業 務 終了 報 告 書 の 作成 ・ 提 出 

［資料２］標準的なＣＭ業務内容 
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〈  4　工 事 発 注 段 階  〉 

（発 注 段 階 の ス ケ ジ ュ ー ル 管 理 ） 

401 マス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル の 管 理 

402 発注 ス ケ ジ ュ ー ル の 作 成、 マ ス ター ス ケ ジ ュ ー ル と の 調 整 

403 （工 事ス ケ ジ ュ ー ル の 作 成、 マ スタ ー ス ケ ジ ュ ー ル と の 調 整 ） 

（工 事 発 注方 法・工 事 発 注 区 分 の 決 定 ） 

404 （工 事 発 注方法 の 提案 ・ 助 言） 

405 （工 事 発 注 区 分 に 応 じ た 工 程 の 検 討 ・ 設 定 ） 

406 見積 要 項 書 ・ 現 場 説 明 図 書 の 作 成 

（入 札 予 定 価 格 の 決 定 ・ 予 算措置 ） 

407 工事 予 算 書 の 算 出 に 関 する 助 言 と 内 容 審 査、 全体 事 業 費 と の 調 整 

408 入札 予 定 価 格 の 決 定 支 援 

409 工事 予 算 措置 に 対 す る 技 術 支 援 

（ （工 事 発 注 区 分 に 応 じ た ） 施 工 者 募 集 又 は 指 名 ） 

410 （工 事 発 注 区 分 に 応 じ た ） 施 工 者 募 集 又 は 指 名 の 検 討 ・ 評 価 ・ 資 格 審 査 ・ 選 

定に 関す る 支 援 ・ 助 言 

（施 工 者 へ の 説 明 、施 工 者 の 決 定 ） 

411 現場 説 明 の 開 催 支 援 と 質 疑 回 答 の 取 り ま と め 

412 工事 発 注 区 分 に 応 じ た 施 工 者 の 決定支 援 

（工 事 請 負 契 約 の 締結） 

413 請負 代 金 内 訳 書 の 確 認 

414 工事請負 契 約 へ の 助 言 

415 工事請負 契 約 書 類 の 作 成 支 援 

（そ の 他 ） 

416 発注 Ｖ Ｅ ・ 技 術提 案 の 実 施 支援、 代 替案 の 技 術 判 断 の 確 認、 採 否 の 決 定 支援 

417 情報 伝 達 シ ス テ ム の 運 営 

418 関係者 へ の 説 明 支 援 

419 ＣＭ 報 告 書 の 作 成 ・ 提 出 

420 発注段 階 Ｃ Ｍ 業 務 終 了 報 告 書 の 作 成 ・ 提 出 

巻末資料 
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〈  5　工 事 段 階  〉 

（工 事 段 階 の ス ケ ジ ュ ー ル 管理 ） 

501 マス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル の 管 理 

502 （専 門 工 事 工 程 計 画 の 確認 ・ 調 整、 総 合 工事工程計画 の 作 成、 専 門 工事施 工 

者の工 程 管 理 状 況 の 確 認、 総合 工 事 工 程 の 管 理 ） 

503 各検 査 ス ケ ジ ュ ー ル の 確 認 

（工 事 の 遂 行 ） 

504 プロ ジ ェ ク ト 会 議 の開 催 

505 ＣＭ 業 務 方 針 の 作 成、 関 係 者 へ の 伝 達 

506 監理 業 務 方 針 の 把 握 

507 （分 離施工 者 間 の 調 整 ・ 助 言） 

508 質疑 書 ・ 提案書 の 検 討 結果 の確認 ・ 助 言 

509 施工 図 等 （監理 者 承 認 済 ） の 確 認 ・ 助 言 

510 （総 合図 の作 成 に 関 す る 調 整 ） 

511 （施 工計画 ・ 施 工 実 施 体 制 の 確 認 ・ 調 整） 

512 施工 品 質 管理 の発 注 者 の 立 場 に よ る 確認 

513 統括 安全 衛 生 管 理 責任 者 の 確 認 

514 関係者か ら の ク レ ー ム 等 に 対す る 技 術 的 対 応 支 援 

515 施工 に 関 す る 文書 管理 

516 官庁検 査 の 結 果 確 認、 発 注 者 へ の 報 告 

517 別途 工 事 関 連 業 務 の支 援 ・ 調 整 

（発 注者 検 査 ） 

518 中間 検 査 の 実 施 

519 完了検 査 ・ 発 注 者 検 査 の 実 施、 工 事 と 設 計図書 ・ 工 事 請 負 契 約 と の 合 致 の確 

認 

（工 事 費 の 管 理 ） 

520 中間 時 工事費 支 払 請 求 の 確 認 

521 最終 工事費 支 払 請 求 の 確 認 

522 設計 変 更 金 額 の 審 査 

523 工事 段 階 の コ ス ト 管 理 と 工 事費 分 析 

（設 計 変 更 へ の対 応 ） 

524 軽微 な 変 更 の 承認 支援 ・ 助 言 

525 設計 変 更 項 目 ・ 設 計 変 更 図 書 の 確 認 ・ 審 査 

［資料２］標準的なＣＭ業務内容 
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（竣 工 ・ 引 渡 し ） 

526 竣工 図 書 の 指 導 ・ 助 言 ・ 確 認 

527 引渡 し 書 類 の 確 認 、 引 渡 し の 立 会 い ・ 支 援 ・ 入 居 ス ケ ジ ュ ー ル の 調 整 等 

528 取り 扱 い 説 明 の 立 会 い、 試 運 転 実 施 の 確 認 

（そ の 他 ） 

529 施工 Ｖ Ｅ ・ 技 術 提 案 の 実施、 代 替 案 採 否 の 決 定支 援 

530 情報 伝 達 シ ス テ ム の 運 営協 力 ・ 助 言 

531 関係者 へ の 説 明 支 援 

532 工事監 理 報告 書 ・ 工事報告 書 の 確 認 

533 ＣＭ 報 告 書 の 作 成 ・ 提 出 

534 施工 段 階 Ｃ Ｍ 業 務 終了 報 告 書 の 作成 ・ 提 出 

〈  ６　 完 成 後  〉 

601 瑕疵 に 対 す る 処 置 の 調 整 ・ 確 認 
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[ 資  料  3]　  Ｃ  Ｍ  業  務  量  の  想  定  に  関  す  る  質  問  書  （  参  考  例  ）  

○○○ ビ ル 新 築 （ 改 築 等 ） 工 事に 関わ る 
コンストラクション・マネジメント（CM）業務 

業務量 の 想定 に 関 す る ご 質 問 
（参考例 ） 

当○ ○ 市 で は 、 以 下の 建 物 の 建 設 を 計画 してお り 、 こ の 実 施 に 関 し 、 Ｃ Ｍ （ コ ン ス ト ラ ク シ ョ ン ・ 

マネジメント）方式の採用を検討しています。 

つき ま し て は 、 当 業 務 遂 行 に 必 要な 業 務 人 工 数 に ついて 、ご 意 見 を 頂 き た く 思 っ て い ま す 。 

添付 の よ う な 人 工 表 に 想 定 工 数 を ご 記 入 の 上 、 ご 返却 下 さ い 。 た だ し 、 ご回答を 頂い た方が 

ＣＭＲ 募 集 の 際 に 優 先 権 を 得 る こ と はご ざ い ませ ん の で ご 承 知 お き 下 さ い 。 

プロ ジ ェ ク ト 概 要 　  
蘆 規模 ： 延 床 面 積 ○ ○ ○ ㎡ 

蘆 構造 ： ○ ○ 造 　 地 上○ 階建 、 地 下 ○ 階建 

蘆 用途 ： 事 務 所 

蘆 工期 ： 以 下 の と お り 。 

委託予定業務 概要 
蘆 設 計事務所 の 選定 か ら 、 設計 段 階 、 施工 者選 定 段 階 を 経 て 、 完成 ま で 総 合 的 な 発 注 者 へ の 支 援 と し ま す 。 

蘆 設計業務 及 び 工事 は 、 当 市 規定 に 従 い 発 注 す る も の と し 、 細 分 化 し た 分 離 発 注 は 考 え て い ま せ ん 。 

提出 
蘆 ○○ 市 役 所 総 務 課 　 ○ ○ あ て に 、 （フ ァ ッ ク ス ○ ○ - ○○○○ 　 又 は E-mail: xxxx@xxx.com）○ ○ 月 

○○ 日 ま で に 、 お 願 い し ま す 。  

蘆 なお 、御 社 名 、担 当 者 名 、 連 絡 先 電 話 番 号を ご 記 入 願 い ま す 。 

役職名 合計 

合計 - - - - - - - - - - - - - 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

基本設計 実施設計 

施工 者 
設計 

施　 　工 

引渡 

業務 人工数 の 想定 

プロ ジ ェ ク ト ・ 
スケ ジ ュ ー ル 
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［資 料 ４ ］ Ｃ Ｍ 業 務 委 託契約 書（案） 
※本 研 究 会に お け る 検 討 素 材 と して 案 出 さ れ た も の で あ り 、 各 発 注 者 の 諸 規 定 に 整 合 さ せ る 必 要 が あ る 

契約番号 

コン ス ト ラ ク シ ョ ン ・ マ ネ ジ メ ン ト 業 務 委 託 契 約 書 （ 案 ） 

委託 者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を甲 と し 、 

受託 者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を乙と し て 、 

件　 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （以下、「本件プロジェクト」という。）の 

　コ ン ス ト ラ ク シ ョ ン ・ マ ネ ジ メ ン ト 業 務に つ い て、 次 の 各 条 項 と 添 付 の コ ンス ト ラ ク シ ョ ン ・ マ 

ネジ メ ン ト 業 務 委 託 契 約 約 款 、 コ ン ス ト ラク シ ョ ン・ マ ネ ジ メ ン ト 業務委託書 に 基 づ い て 、 コ ン ス 

トラ ク シ ョ ン ・ マ ネ ジ メ ン ト業 務 委 託契約 を 締 結 す る 。 

第1条（委託業務の内容） 
　各業務の内容はコンストラクション・マネジメント業務委託書によるものとする。 

第2条（業務の遂行） 
　甲 は 、 本 件 プ ロ ジ ェ ク ト に ついて、 乙 の 業 務 遂 行 に 必 要 と す る 資 料 の 提 示 ま た は 承 認 を 

遅滞 な く 乙 に 対 し て 行 い 、 乙 は 、 こ れ ら に 基 づ い て 、 本件 プ ロ ジ ェ ク ト が 第 ５ 条 で 定 め た 期 

間内 に 完 成 で き る よ う に 最 善 の 努 力 をす る 。 

第3条（建設地） 
　工 事は 、 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ に お 

いて 、 施 工さ れ る も の と す る 。 

第4条（業務の実施期間） 
　業 務 の 実 施 期 間 は 、  ＿＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿ 月 ＿＿＿ 日 　 か ら 

　  ＿＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿ 月 ＿＿＿ 日 と す る 。 

第5条（工事竣工期日等） 
　本件 プ ロ ジ ェ ク ト の 工 事 完 成 予 定 及 び 供 用 開 始 期 日 は 以 下 の 通 り と す る 。 

　　　　　 （１ ）工 事竣 工期 日 ＿＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿ 月 ＿＿＿ 日 

　　　　　 （２ ）供 用開 始期 日 ＿＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿ 月 ＿＿＿ 日 

巻末資料 
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第6条  （  業  務  の  報  酬  ）  

Ａ案   第１ 条 に 基 づ く 乙 の コ ン ス トラ クショ ン ・ マ ネ ジ メン ト 業 務 に 対 す る 報 酬の総 額 （ 経 費 を 含 

む） は、 金　　　　　　　　　 円と す る 。 

Ｂ案   第１ 条 に 基 づ く 乙 の コ ンス ト ラク シ ョ ン・ マ ネ ジ メ ン ト業 務 に 対 す る 報 酬 は 、次 の 第 ＿＿＿ 項 

によ る （各 項 組 み合 わ せ の 場 合 は そ れ ぞれ の 項 を 併 記 す る。）。 

　  ２　  定額 報酬 　金 　　　　　　　　　 円と す る 。 

　  ３　  対工事費 定 率 方 式 を 採 用 し 、 工 事 着 工 時 に 、 甲 が 承 認 す る 工事費 概 算 総 額 （消 費税額 を 

除く 額 ） に 　　　 ％を 乗 じ て 算 出 し た 額 を 報 酬 額 と す る。 

　  ４　  添付 予 定 額 概 算 書 に 従 い 、 実 費 精 算 方 式 を 採 用 し 、 担 当 者 の 時 間 単 価 に 実 質 労働 時 間 数 

を乗 じた 額 を 報 酬 額 と す る 。 た だ し 、 添 付予 定 額 概 算 書 に 記 さ れた 予定 額と 　　　 %を超 

える 差 異 が 生 ず る 場 合 は 、 乙 は 請 求 日 よ り 　 　 日以 前 に 書 面 で 甲 の 承 認 を 得 る も の と す る。 

　  ５　  その 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　  ６　  第１項 に よ る 金 額 に 消 費 税 額 を 加 え た 額 を 報 酬 総 額 と す る 。 

Ｃ案   委託業務の対価として甲が乙に支払う報酬（以下、 「 委 託業務 報 酬 」 と い う ） は 、 次の 

各項に定めるとおりとする。 

　  ２　  担当者 の 時 間 単 価 に実 質 労 働時 間 数 を 乗 じ た 額 を 報 酬 額 と す る 。 た だ し 、 そ の計 算 方 法 

は添 付 予 定 額 計 算 書 に 従 う も の と す る 。 

　  ３　  ただ し 、 予 定 額 概 算 書 に 記 され た 予 定 額 と 　　　 %を超 え る 差 異 が 生 ず る 場 合 、 乙 は 請 

求日 よ り ＿ ＿ 日以 前 に 書 面 で 甲 の 承 認 を 得 る も の と す る。 

第7条  （  経  費  ）  

Ａ案   （第 ６ 条で Ａ 案 を 選 択 し た場 合 ） 

 第７ 条 を 削 除 

Ｂ案   （第 ６ 条で Ｂ 案 又 は Ｃ 案 を 選 択 し た場 合 ） 

 第１ 条 の 業 務 を 行 う に あ た っ て 必 要 な 経 費 は 、 第６条 の 業 務 報 酬 額 とは 別 途 に 精 算 さ れ る 

ものと す る 。 予 定 額 は 、 別 添 経 費 概 算 書 に よ る 。 

Ｃ案   （第 ６ 条で Ｂ 案 又 は Ｃ 案 を 選 択 し た場 合 ） 

 乙に よ る 委 託 業務 の 遂 行 の た め に 必 要 な 経費 は 、 第 ６ 条 の 業務 報酬 額 と は 別 途 に 精算 さ 

れる も の と す る 。 予 定 額は 、別 添 経 費 概 算 書 に よ る 。 

　  ２　  乙の 責 に 帰 さ な い 事由 に よ って 、 予 定 額 と 　　　 %を超 え る 差 異 が 生 ず る 場 合 は、 乙 は 、 

この 金 額 の 変 更 を 請求 日 よ り 　　　 日以 前 に 書 面 で 甲 の 承 認 を 得 る も の と す る。 

［資料４］ＣＭ業務委託契約書（案） 
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第8条  （  業  務  報  酬  及  び  経  費  の  支  払  方  法  ）  

Ａ案   甲は 、第 ６ 条 の 報 酬 総 額 を 次 の よ う に 乙 に 支 払 う 。 

　  ２　  第６条２項 に よ り 、 報 酬 額 が 決 め ら れ る 場 合 は 次 の ３ （ ４ ） 回 に 分 け て 支 払 わ れ る も の と 

する 。 

　　　　 業 務 着 手 時  　　　 円 

　　　　 工 事 着 工 日  　　　　　　　　　 円 

　　　　 工 事 竣 工 日  　　　　　　　　　 円 

　　　 （供用 開 始 日  　　　　　　　　　 円） 

　  ３　  上記 と 異 な る 支 払 時 期 を 定 め る 場 合 は 、 特記す る も の と す る 。 

Ｂ案   （年 度 が 異 な る 支 払 を 行 う 場合 は 、 こ の 条項 を 活 用 す る。） 

 甲は 、第 ６ 条 の 報 酬 総 額 を 次 の よ う に 乙 に 支 払 う 。 

　  ２　  第６条 第 ２項 に よ り 、 報 酬 額 が 決 め ら れ る 場 合 は 、 　　　 月に 一 度 の 経 費 の 精 算 を 行 う も 

のと す る 。 

　  ３　  上記 と 異 な る 支 払 時 期 を 定 め る 場 合 は 、 特記す る も の と す る 。 

第9条  （  業  務  報  酬  及  び  経  費  の  請  求  先  ）  

 業務 報酬 代金 の請 求先 は 　　　　　　　　　　　　 とす る 。 

 この 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 り 、 甲 ・ 乙 両 者 が 署 名 、 又 は 記 名 ・ 捺 印 の う え 、そ れ ぞ 

れ１ 通 を 保 有 す る 。 

 平成 　　　 年 　　　 月 　　　 日 

 委託 者  住所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 

   氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印 

 受託 者  住所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　    氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印 
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［資 料 ５ ］ Ｃ Ｍ 業 務 委 託契約 約 款（案） 
※本 研 究 会に お け る 検 討 素 材 と して 案 出 さ れ た も の で あ り 、 各 発 注 者 の 諸 規 定 に 整 合 さ せ る 必 要 が あ る 

契約番号 

コン ス ト ラ ク シ ョ ン ・ マ ネ ジ メ ン ト 業 務 委 託 契 約 約 款 （ 案 ） 

第 1 条　 〔総 則 〕 

第 2 条 〔 書 面 主 義 〕 

［資料５］ＣＭ業務委託契約約款（案） 
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　　委託者（以下、「甲」という。）及び受託者（以下、「乙」という。）は、契約書記載のプ

ロジェクト（以下、「本件プロジェクト」という。）に関し、日本国の法令を遵守し、この約款

（契約書を含む。以下同じ。）、コンストラクション・マネジメント業務委託書において定められる

業務を内容とする委託契約（以下、「この契約」という。）を履行しなければならない。 

２　乙は、この契約に基づき、善良な管理者の注意をもってコンストラクション・マネジメント業務

（以下、「ＣＭ業務」という。）を行い、その業務の執行状況を記した報告書（以下、「報告

書」という。）を作成し、それに関する必要な説明を行ったうえ、これを甲に交付する。 

３　甲は、乙に対し、この契約に基づいてＣＭ業務報酬を支払う。 

４　甲は、乙に対し、乙のＣＭ業務遂行にあたり必要な情報を提供する。 

５　甲は、本件プロジェクト関係者（以下、「本件プロジェクト関係者」という。）、設計者、その

他のコンサルタント、施工者、専門業者、及び資材供給業者等に対し、乙にＣＭ業務を委託す

ること、若しくは委託したことを明示しなければならない。 

６　この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 

７　この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

８　この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を

除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。 

９　この契約書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法（明

治３２年法律第４８号）に定めるところによるものとする。 

10　この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11　この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意に

よる専属的管轄裁判所とする。 

　　この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除（以下、「指

示等」という。）は、書面により行わなければならない。 

２　前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規

定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、すでに行った指示

等を書面に記載し、速やかにこれを相手方に交付するものとする。 

３　甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書

面に記録し、署名又は記名・捺印する。 



第 3 条 〔業 務 計 画書 の提 出 〕 

 乙は 、 こ の 契 約 締 結 後 １ ４ 日 以 内 に 業 務 計 画 書を 作 成 し 、 甲 に 提 出 し な けれ ば な ら な い 。 

　  ２　  甲は 、必 要 が ある と認 め る と き は 、 前 項 の 業 務 計 画 書 を 受 理 し た 日 か ら ７ 日 以 内 に 、 乙 に 対 し 

てその 修 正 を 請 求 す る こ と が で き る 。 

　  ３　  この 契 約 の 他 の 条 項の規 定 に よ り 履 行 期 間 又 は Ｃ Ｍ 業 務内 容 が 変 更 さ れ た 場 合 に お い て は 、 

甲は 、 必 要 が ある と認 め る と き は 、 乙 に 対 し て 業 務 計 画 書 の 再 提 出 を 請 求 す る こ と が でき る 。 

この 場 合 に お い て 、第 １ 項 中 「 この 契 約 締 結 後 」 と あ るの は 「 当 該 請 求 が あ っ た 日 か ら 」 と読 

み替 え て 、 前 ２ 項 の 規 定 を 準 用 す る 。 

　  ４　  業務計画 書 は 、 甲 及 び 乙 を 拘束す る も のでは な い 。 

第 4 条 〔権利 義 務 の 譲渡等 〕 

 乙は 、 こ の 契 約 に よ り 生 ず る 権 利 又 は 義 務を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。 

ただ し 、 あ ら か じ め 相 手 方 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 た 場 合 は 、 こ の限 り で ない 。 

　  ２   乙は 、 報 告 書 及 び Ｃ Ｍ 業 務 を 行 う う え で 得 ら れ た 記録 等 を 第 三 者 に 譲渡 し、 貸 与 し、 又 は 質 

権そ の他の担 保の 目 的 に供 し て は な ら な い 。 た だ し 、 あ ら か じ め 甲 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 た場 

合は 、 こ の 限 り で な い 。 

第 5 条 〔秘 密 の 保 持 〕 

 乙は 、 Ｃ Ｍ 業 務を 行 う う え で 知 り 得 た 秘 密 を 他 人 に 漏 ら し て は な ら な い 。 

　  ２   乙は 、 甲 の 承 諾な く 、 報 告 書 及 び Ｃ Ｍ 業 務を 行 う う え で 得 ら れ た 記 録 等 を 他 人に 閲 覧 さ せ 複 

写させ 、 又 は 譲 渡 し て はな ら な い 。 

第 6 条 〔特許 権 等 の 保 証 〕 

 乙は 、 Ｃ Ｍ 業 務 の 遂 行 に あ た り 、特 許 権 、 実 用 新 案 権 、 意 匠 権 、 商 標 権 、 著 作 権 その 他 日 

本国 の 法 令 に 基 づ き 保 護 さ れ る 第三 者の権 利 （ 以 下 、 「特 許 権 等 」 と い う 。 ）の 対 象 と な って い 

る履 行 方 法を 使 用 す る と き は 、 その 使用 に 関 す る 一 切 の 責 任 を 負 わなけ れ ば な ら な い 。た だ し 、 

甲が その 履 行 方 法 を指 定 し た 場 合 に お い て 、 こ の 契 約 にお い て 特 許 権 等 の 対 象 で あ る 旨 の 明 

示が な く 、 か つ 、 乙 が そ の 存 在 を 知 ら な か っ た と きは 、 甲 は 、 乙 が そ の 使 用 に 関 し て 要 し た 費 

用を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。 
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第 7 条 〔契約 の 保 証 〕 注：契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。 

Ａ案   乙は 、 この 契 約 の 締 結と 同 時 に 、 次の各 号 の 一 に掲 げ る 保 証 を 付 さ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 

第五号 の 場 合 に お い て は 、 履 行 保 証 保 険 契 約 の 締 結後 、 直 ち に そ の 保 険 証 券 を 甲 に 寄 託 し な 

けれ ば な ら な い 。 

一　契 約 保証金 の 納 付 

二　契 約 保証金 の 納 付 に 代 わ る 担保 と な る 有 価 証 券 等 の 提 供 

三　 こ の 契 約 に よ る 債 務の 不 履 行 に よ り 生 ず る 損 害 金 の 支 払 を 保 証 す る 銀 行 、 甲 が 確 実 と 認 

める 金 融 機 関 又 は 保 証 事 業 会 社 （ 公 共 工 事 の 前 払 保証 事業 に 関 す る 法律 （ 昭 和 ２ ７ 年 法律 

第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

四　 こ の 契約 に よ る 債 務 の 履 行 を 保 証す る 公 共工事 履 行 保 証 証 券 に よ る 保 証 

五　 こ の 契 約 に よ る 債 務 の 不 履 行 に よ り 生 ず る 損 害 を て ん 補 す る 履 行 保 証保 険 契 約 の 締 結 

　  ２　  前項 の 保 証 に 係 る 契約保 証 金の 額、 保 証 金 額 又は 保 険 金 額 （ 第 ４ 項にお い て 「 保 証 の 額 」 

という 。 ）は 、 業 務 委 託 料 の １ ０分 の １ 以 上 と し な け れ ば な ら な い 。 

　  ３　  第１項 の 規 定 に よ り 、 乙 が 同 項 第 二 号 又 は 第 三 号 に掲 げ る 保 証 を 付 し た とき は 、 当 該 保 証 は 

契約保 証 金 に 代 わ る 担 保 の 提 供 と し て 行 わ れ た も のと し 、 同 項 第 四 号 又 は 第 五 号 に 掲 げ る 保 証 

を付 し た と き は、 契 約 保 証 金 の 納 付 を免 除 す る 。 

　  ４　  業務委託 料 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、 保 証 の 額 が 変 更 後 の 業務委託 料 の １ ０分 の １ に 達 す る 

まで 、 甲 は 、 保 証 の 額 の 増 額 を 請求 す る こ と が で き 、 乙 は 、 保 証 の 額 の 減 額 を 請 求 す る こ と が 

でき る 。 

Ｂ案   削除 

第 8 条 〔優 先適用 〕 

 乙の業 務 内 容 に 関 し て 、 甲 が 建 築 設 計 業 務 委 託契約 、 工 事請 負 契 約 、 そ の 他 本 件 プ ロ ジ ェ 

クト 関 係 者 と の 間 で 締 結 す る 契 約 と こ の 契 約 と の 間に 差 異 、 矛 盾 が あ る と き は 、 こ の 契 約 が 優 

先し て 適 用 さ れ る 。 

第 9 条 〔一 括 再 委 託 の禁 止〕 

 乙は 、 Ｃ Ｍ 業 務 の 全 部 を 一 括 し て第 三 者 に 委 任 し 、 又 は 請 け 負 わ せ て は な ら な い 。 

　  ２　  乙は 、 Ｃ Ｍ 業 務 の 一 部 を 第 三 者 に 委 任 し 、 又 は 請 け 負 わ せ よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 甲 

に対し、その委任又は請負に係るＣＭ業務の概要、その第三者の氏名又は名称及び住所を記 

載した書面を交付し、委任又は請負の趣旨を説明しなければならない。 

　  ３　  乙は 、 前項 に よ り Ｃ Ｍ 業 務 の 一 部 に つ い て 第 三 者 に 委 任 し 、 又は 請け 負 わ せ た 場 合 、 甲に 対 し 、 

その第 三 者 の 受 任 又 は 請負に基づく行為すべてについて責任を負う。 
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第 10 条 〔乙の説 明 ・ 報 告 義 務 〕 

 乙は 、 この 契 約 に 定 め が あ る 場 合 、 又は 甲 の 請 求 が あ る と き は 、 ＣＭ 業 務 の 進 捗 状 況 に つ い て 、 

甲に 説 明 ・ 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

　  ２　  乙は 、 Ｃ Ｍ 業 務に 関 し て、 甲 ・ 乙 以 外 の 第 三 者 か ら苦 情 、 異 議 な ど を受 けた 場 合 に は 、 直 ち 

に甲 に 報 告し なけ れ ば な ら な い 。 

　  ３　  前二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 乙 は 、 甲 に 帰 属 す べ き義 務 も し く は 債 務 が 発 生 し 、 又 は 甲に 重 

要な 影 響 を与 え る べ き 事 象 が 発 生 し た こ と を 知 っ た 場 合 に は、 直ち に 甲 に 報 告 し な け れ ば な ら 

ない 。 

第 11 条 〔甲 の 指 示 〕 　 注：甲が自ら設計者、施工者等に指示をする場合は、削除する。 

Ａ案 　  甲は 、 乙 の 報 告 に 基 づ き 、 本 件 プ ロ ジ ェ ク ト 関 係 者 に 対 し 、 必 要 な 指 示 を 行 う 。 

 ２　  前項 の 定 め に か か わ ら ず 、 甲 が 乙 に 前項 に 定 め る 指 示 を 行 う こ と を 乙 に 命 じ た 場 合 は 、 乙 は 

これに従い、本件プロジェクト関係者に対し、甲から指示を受けた範囲内において、必要な指示 

を行う。 

　３　  前項 の 場 合 に お い て 、 甲 は 、 本 件 プ ロ ジ ェ ク ト 関 係者 に 対 し 、 乙 が 本 件 プ ロ ジ ェ ク ト 関係者 

に対 し指 示 で き る 内 容 を 、 明 示 し な け れ ば な ら な い 。 

Ｂ案   削除 

第 12 条 〔設 計業務 へ の 関 与〕 注：甲が、乙からの依頼又は報告に基づき、設計者又は施工 
者に対して指示を行う場合は、ＣＭ業務委託書においてＣＭ業務の明確化を図ること 

を前提に、第１２条から第１４条までを、削除する。 

Ａ案   乙は 、 設 計 者 が 建 築 設 計 業 務 委 託 契 約 を 履 行 する にあた り 、 設 計 者 に 対 し 、 必 要 に 応 じ て 

指示 を 行 う こ と が で き る 。 

　２ 　  前項 の 場 合 に お い て 、 乙 が 設 計 者 に 対 し て 指 示 を 行 っ た が 、 設 計 者 が 従 わ な か っ た と き は 、 

その 旨 を 遅 滞 な く 甲 に 通 知 し 、 甲 と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。 

Ｂ案   削除 

第 13 条 〔設 計 図 書へ の 意 見 陳 述〕 

Ａ案  乙は 、 甲 又 は 設 計 者 か ら 設 計 図 書 が 完 成 した 旨 の 通 知 を受 けた 場 合 、 乙 は 甲 に 対 し 、 必 要 に 

応じ て 意 見 を 述 べ る こ とが で き る 。 

Ｂ案   削除 
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第 14 条 〔建 設工事へ の 関 与〕 

Ａ案   乙は、 甲 、 監 理 者 、 及 び 施 工 者 に 対 し、 こ の 契約 の建設 工 事 の 履 行 状況 に 応 じ 、 必要 に 応 

じて 指 示 を行 う こ と が で き る 。 

　  ２　  前項 の 場 合 に お い て 、 乙が 監 理 者 、 及 び 施 工 者 に 対 し て 指 図 を 行 っ た が 従わ な か っ た と き は 、 

その 旨 を 遅 滞 な く 甲 に 通 知 し 、 甲 と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。 

Ｂ案   削除 

第 15 条 〔一 般的損 害 〕 

 ＣＭ 業 務 の 完 了 の 前 に 、 当 該 業 務 を 行う に つ き 生 じ た 損 害 （ 次 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 規 定 す 

る損 害を 除 く 。 ）に ついて は 、 乙 が そ の 費 用 を 負 担 す る 。 ただ し、 そ の 損 害 の う ち 甲 の 責 に帰 す 

べき 事 由 に よ り 生 じ た も の に つ い て は 、 甲 が 負 担 す る 。 

第 16 条 〔 建 設工 事 に 関 す る 損 害 〕 

 施工 者 が 工 事 請 負 契約 を 履 行 す る に 際 し て 生 じ た る 損 害 に つ い て は 、 乙 は 何 ら 責 任 を 負 わ な 

い。 

　  ２　  前項 の 規 定 は 、 乙 が 施 工 者 に 与 え た る 指 図 に 因 っ て 生 じ た 場 合 に は 、 適 用 し な い 。 た だ し 、 

甲又 は施 工 者 が そ の指図 の 不 適 当 な こ と を 知 っ て 告げな か っ た 場 合 は こ の 限 り で は な い 。 

第 17 条 〔建 設工事完成 の 承認〕 

 本プ ロ ジ ェ ク ト に お け る すべての施工者が建設工事を完成させた場合、乙は、監理者及び甲 

とともにその検査に立ち会わなければならない。 

　  ２　  前 項にお い て 、 乙 は 、 その 検 査 の 合 否 の 判 定 に つ い て 、 監 理 者 に 対 して 意 見 を 述 べ な け れ 

ばな ら な い。 

　  ３　  前項 の 場 合 に お い て 、 監理 者が、 乙 の 意 見 を 受 け 入 れ な か っ た 場 合 に は 、 そ の 旨 を 遅 滞 な く 

甲に通知しなければならない。その通知を怠った場合には、そのことにより甲に生じた損害は乙 

が負担する。 
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第 18 条 〔Ｃ Ｍ 業 務 に 係 る 提 案 〕 

Ａ案   乙は 、技 術 的 又 は 経 済 的 に 優 れ た 代 替 方 法 そ の 他 改 良 事 項 を 発 見 し 、 又 は 発 案 し た と き は 、 

甲に 対 し て 、 当 該 発 見 又 は 発 案 に 基 づ き ＣＭ 業 務 の 変 更 を 提 案 す る こ と が で き る 。 

　  ２　  前項 の 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合、 甲 及 び 乙 は 、 速 や か に Ｃ Ｍ 業 務 の 内 容 

及び Ｃ Ｍ 業 務 報 酬 の 変 更 に ついて 協 議 し な け れ ば な ら な い。 こ の と き 、 甲 は 、 乙 に 対 し 、 必 要 

があ る と 認め ら れ る 場 合 は 、 履 行 期 間 又 は Ｃ Ｍ 業 務 報 酬 を 変 更 し な け れ ば な ら な い 。 

Ｂ案   乙は 、技 術 的 又 は 経 済 的 に 優 れ た 代 替 方 法 そ の 他 改 良 事 項 を 発 見 し 、 又 は 発 案 し た と き は 、 

甲に 対 し て 、 当該 発 見 又は 発 案 に 基 づ き Ｃ Ｍ 業 務 の 変 更 を 提 案 し 、 あら か じ め 甲 の 承 諾 を 得 て 、 

設計 者、 施工者 に 対 し て 変 更等 の 指 示 を す る こ と が で き る 。 

　  ２　  前項 の 場 合 に お い て 、 設 計 者が、 乙の設 計 図 書 の変 更 等 に 関 す る 指図 に 従 わ な か っ た と き は 、 

その 旨 を 遅 滞 な く 甲 に 通 知しなければならない。 

　  ３　  第１項 の 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場合 、 甲 及 び 乙 は 、 速 や か に Ｃ Ｍ 業 務 の 内 

容及 び Ｃ Ｍ 業 務報 酬 の 変 更 に ついて 協 議 し な け れ ば な ら な い 。 こ の と き 、 甲 は乙 に 対 し 、 必 要 

があ る と 認め ら れ る 場 合 は 、 履 行 期 間 又 は Ｃ Ｍ 業 務 報 酬 を 変 更 し な け れ ば な ら な い 。 

第 19 条 〔Ｃ Ｍ 業 務 委 託 書 等 の 追 加 ・ 変 更 等 〕 

 甲は 、 必 要 が ある と認 め る と き は 、 ＣＭ 業 務 委託書 、 甲 乙 協 議 の 内 容 、 又 は す で に な し た 甲 

の指 示 に 関 し て 、 乙 に 通 知 し て 、 追 加 又 は変 更 を す る こ と がで き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 乙 は 、 

甲に 対 し 、そ の 理 由を 明 示 の う え、 必 要 と 認 め ら れ る 履 行 期 間 及 び Ｃ Ｍ 業 務 報 酬 の 変 更 並 び に 

乙が損害を受けているときはその賠償を請求することができる。 

第 20 条 〔Ｃ Ｍ 業 務 に お け る 矛 盾 等 の 解 消 〕 

 ＣＭ 業 務 委託書 、 甲 乙 協 議 の 内 容 、 も し く は 甲 の 指示 が相 互 に 矛盾 し 、 又 は そ れ ぞ れ の 内 容 

が不十分もしくは不適切であることが判明した場合、甲及び乙は、速やかに協議してその矛盾 

等を解消しなければならない。 

　  ２　  前項 の 場 合 に お い て 協 議 が 成 立 し 矛 盾等 が 解 消し た と き は 、 乙 は 、 その 協 議 内 容 に従 ってＣ 

Ｍ業 務 を 遂 行 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 乙 は 、 甲 に 対 し 、 そ の 矛 盾等が 甲 の 責 

に帰す べ き 事 由 に よ る と き は 、 必 要 と 認 め ら れ る 履 行 期 間 及 び Ｃ Ｍ 業 務 報 酬 の変 更 並 びに 乙 が 

損害 を 受 け て い る と き は そ の 賠 償を、 甲 乙 双 方 の 責 に 帰 す こ と の で き ない 事 由 に よ る と き は 、 必 

要と認 め られ る 履 行 期 間 又 は Ｃ Ｍ 業 務 報 酬の 変 更 を 請 求 す る こ と が で き る 。 
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第 21 条 〔Ｃ Ｍ 業 務 の 変 更 〕 

 乙の 責 に 帰 す こ と が で き な い事 由 に よ り 、 設 計 が 変 更 さ れ 又 は 工 事 現 場 の 状 況 が 変 化 す る な 

どし た た め Ｃ Ｍ 業 務 の 内 容 を 変 更 す る必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 、 甲 及 び 乙 は 、速 や か に Ｃ 

Ｍ業 務 の 内容 及 び Ｃ Ｍ 業 務 報 酬 の 変 更に ついて 協 議 し な け れ ば な ら な い 。 

　  ２　  前項 の 場 合 に お い て 、 甲 乙 の 協 議 が 成 立 す る ま で の 間 、 乙 は 、 甲 に 通 知 し て 、 必 要 と 認 め ら 

れる Ｃ Ｍ 業 務 を行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 乙 は 、 甲 に 対 し 、 理 由 を 明 示 し て 、 必 

要と認 め られ る 履 行 期 間 又 は Ｃ Ｍ 業 務 報 酬 を 請 求 す る こ と が で き る 。 

第 22 条 〔Ｃ Ｍ 業 務 の 変 更 方 法 〕 

 ＣＭ 業 務 の 変 更 に つ い て は 、 甲 乙 協 議 し て 定 め る 。 た だし 、 協 議 の 日 か ら １ ４ 日 以 内 に 協 議 

が調 わ な い 場 合 は 、 甲 が 定 め 、 乙 に 通知 す る 。 

　  ２　  前項 の 協 議 開 始 の 日 に つ い て は 、 甲 が 乙 の 意 見を 聴 い て 定 め 、 乙 に 通 知 する も の と する 。 た 

だし 、 甲 が 、 変 更 事 由 が 生 じ た 日 か ら ７ 日以 内 に 協 議 開 始 の 日 を 通 知し な い 場 合 に は 、 乙 は 、 

協議 開 始 の 日 を 定 め 、 甲 に 通 知 す る こ と が で き る 。 

第 23 条 〔Ｃ Ｍ 業 務 の 検 査 〕 

 乙は、 Ｃ Ｍ 業 務を完 了 した と き は、 その 旨 を 甲 に 通 知 し 、 その 通 知 後 相 当 期 間内 に 報 告 書 を 

甲に 提 出 の う え 、 必 要 な 説 明 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

　  ２　  甲は 、 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け たと き は 、 通 知 を 受 け た 日 か ら １ ０日 以 内 に 乙 の 立 会 い の 

うえ 、 Ｃ Ｍ 業 務 の 完 了 を 確 認 す る た め の 検 査 を 完 了 し 、 当 該 検 査 の 結 果 を 乙 に 通 知 し な け れ ば 

なら な い 。 

　  ３　  乙は 、 前 項 の 検 査 に 合 格 し な い と き は 、 直ち に 履 行し て甲 の 検 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 

第 24 条 〔Ｃ Ｍ 業 務 報 酬 の 支 払 〕 

 乙は 、 甲 に 対 し 、 前 条 第 ２ 項 の 検 査 に 合 格 し た と きは 、 契 約 書 に お い て 定 め た Ｃ Ｍ 業 務 報 酬 

を請 求 す る こ と が で き る 。 

　２ 　  甲乙 双 方 の 責 に 帰 すこ と が で き な い 事 由 に よ り 乙 が Ｃ Ｍ 業 務 を 行う こ と が で き な く な っ た 場 

合、乙は、甲に対し、すでに遂行した各業務の割合に応じて各業務報酬を請求することができる。 

　３　  甲は 、 乙 か ら 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 基 づく 請 求 が あ った 場 合 は 、 請 求 を 受 け た 日か ら ３ ０ 日 以 内 

に業 務 報 酬 を 支払 わなけ れ ば な ら な い 。 

　４ 　  甲が その 責に 帰 す べ き 事 由 に よ り前 条 第 ２項 の 期 間 内 に 検 査 を 完 了 し な い と き は 、 そ の 期 限 

を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間（以下、「約定期間」とい 

う。 ）の 日 数 から 差 し 引 く ものと す る 。こ の 場 合 に お い て 、 そ の 遅 延 日 数 が 約 定 期 間 の 日 数 を 超 

える と き は 、 約 定 期 間 は 、 遅 延 日数 が 約 定 期 間 の 日数 を 超 え た 日 に お い て 満 了し た ものと す る 。 
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第 25 条 〔Ｃ Ｍ 業 務 報 酬 の 増 額 〕 

 乙の 責 に 帰 す べ き こ と が で き な い事 由 に よ り 、 工 期 が 延 長 さ れ た又 は工 事 が 工 期 内 に 完了 し 

ない 場 合 、 乙 は 、 甲 に 対 し 、 Ｃ Ｍ 業 務 報 酬に つ き 、 理 由 を 明 示 し て 、 必 要 と 認 め ら れ る増 額 を 

請求 す る こ と が で き る 。 

第 26 条 〔甲 の 債 務 不 履 行 責 任 〕 

 乙は、 甲 がこ の 契 約 に 違 反 した 場 合 にお い て 、 そ の効 果 が こ の 契 約 に 定 め ら れて い る も の の 

ほか 、 乙 に 損 害 が 生 じ た と き は 、 甲 に 対 し、 その 賠 償 を請 求 す る こ と が で き る 。 ただ し、 甲が 

その 責に 帰 す こ と が で きな い 事 由 に よる こ と を 証 明 し た と きは 、 こ の 限 り で な い 。 

第 27 条 〔 乙 の 債 務不履 行 責任 〕 

 甲は 、 乙 が こ の 契 約 に 違 反 し た 場 合 に お い て 、 そ の効 果 が こ の 契 約 に 定 め ら れて い る も の の 

ほか 、 甲 に 損 害 が 生 じ た と き は 、 乙 に 対 し、 その 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し、 乙 が 

その 責に 帰 す こ と が で きな い 事 由 に よる こ と を 証 明 し た と きは 、 こ の 限 り で な い 。 

第 28 条 〔履 行遅 滞 の 場合 に お け る 損 害 金 等 〕 

 乙の 責 に 帰 す べ き 事由 に よ り 履 行 期 間 内 に業 務 を 完了 す る こ と がで き な い場 合 に お い て 、 甲 

は、 損 害 金 の 支 払 を 乙 に 請 求 す る こ と が で き る 。 

　  ２　  前項 の 損 害金の 額 は 、 Ｃ Ｍ 業 務 報 酬 に 遅 延 日 数 に 応 じ て 、 年 ８ ． ２５ パ ー セ ン ト の 割 合 を 乗 じ 

た額 と す る 。 

　  ３　  甲の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 Ｃ Ｍ 業 務 報 酬 の 支 払が 遅れた 場 合 に お い て は 、 乙 は 、 未 受 領 

金額 に つ き 、 Ｃ Ｍ 業 務 報 酬 に 遅 延 日 数 に 応 じ て 、 年 ８ ． ２５ パ ー セ ン ト の 割 合 で 乗 じ た 額 の 遅 延 

利息の 支 払 を 甲 に 請 求 す る こ と がで き る 。 

第 29 条 〔Ｃ Ｍ 業 務 に お け る甲 の 中 止 権 〕 

 甲は 、 必 要 が ある と認 め る と き は 、 乙 に 書 面 を も って 通 知 し て 、 Ｃ Ｍ 業 務 の 全 部 又 は 一 部 の 

中止 を 請 求 す る こ と が で き る 。 

　  ２　  甲は 、 前 項 に よ り 中 止 さ れ た Ｃ Ｍ 業 務 を 再 開 さ せ よ う と す る 場 合 、 そ の 旨 を 乙 に 書 面 を も っ て 

通知 し な け れ ば な ら な い 。 

　  ３　  乙は 前 項 の 通 知 を 受 け た 場 合 、 甲 に 書 面 を も っ て 通 知 して、 Ｃ Ｍ 業 務を再 開 し な けれ ば な ら 

ない 。 

　  ４　  前 項にお い て Ｃ Ｍ 業 務 が 再 開 さ れ た 場 合 、 乙 は、 甲に 対 し 、そ の 理 由を 明示 の う え 、 必要 と 

認められる履行期間及びＣＭ業務報酬の変更並びに乙が損害を受けているときは、その賠償を 

請求することができる。 
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第 30 条 〔Ｃ Ｍ 業 務 に お け る 乙 の 中 止 権 〕 

 乙は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 、 相 当 の 期 間 を定 め て 催 告 して も 甲 が そ の 状 況を是 正 し 

ない と き は 、 甲 に 書 面 を も っ て 通 知 し て 、 Ｃ Ｍ 業 務 の 全 部 又 は 一 部 を 中 止 す る こ と が で き る 。 

一　 甲 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 甲 が こ の 契約 に 従 っ て 支 払 う べ き Ｃ Ｍ 業 務報 酬 の 全 部 又 は 

一部 の 支 払 を 遅 滞 し た と き 。 

二　 甲の責に帰すべき事由により、ＣＭ業務が遅滞したとき。 

　  ２　  甲が 前 項 第 一 号 の 支 払 の 提 供 を し、 又 は 第 二 号の 定 め る 事 由 が 解 消 し た と き は、 乙 は 、 甲 の 

請求 に 応 じ又 は 自 ら 甲 に 書 面 を も っ て 通 知 し て 、 Ｃ Ｍ 業 務 を 再 開 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 

合に お い て 、 乙 は 、 甲 に 対 し、 そ の 理 由 を 明 示の う え 、 必 要 と 認 め ら れ る 履 行 期 間 及 び Ｃ Ｍ 業 

務報酬の変更並びに乙が損害を受けているときは、その賠償を請求することができる。 

第 31 条 〔解 除 権 の 行 使〕 

 甲は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 乙 に 書 面 を も っ て 通 知 し てこの 契 約 を 解 除 す る こ と 

がで き る 。 

一　 乙 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 こ の 契 約 に 定 め る 協 議 が 成 立 し な い と き 。 

二　 乙 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 乙 が こ の 契約 に 違 反 し 、 甲 が 相 当 期 間 を 定 め て 催 告 し て も 

その 違 反 が 是 正 さ れ な い と き 。 

三　 前 各 号 の ほ か 、 乙 の 責 に 帰 すべ き 事 由 に よ り 、 こ の 契 約 を 維 持 す る こ と が 相 当 で な い と 認 

めら れ る と き 。 

　  ２　  前項 に 規 定 す る 場 合 の ほ か 、 甲は 、 乙の Ｃ Ｍ 業 務 が 完 了す る ま での 間、 いつ で も 乙 に 書 面 を も っ 

て通知して、この契約を解除することができる。 

　  ３　  乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知して、この契約を解除すること 

がで き る 。 

一　 甲 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 こ の 契 約 に 定 め る 協 議 が 成 立 し な い と き 。 

二　第 ２ ５ 条 及 び 第２ ６条 の 規 定 に よ ってＣ Ｍ 業 務 の 全 部 又 は 一 部 が 中 止 さ れ た 場 合 に お い て 、 

その 中 止 期 間 が ２ ケ 月 を経 過 し た と き 。 

三　 甲 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 甲 が こ の 契約 に 違 反 し 、 乙 が 相 当 期 間 を 定め て 催 告 し て も 

その 違 反 が 是 正 さ れ な い と き 。 

四　 前 各 号 の ほ か 、 甲 の責 に 帰 すべ き 事 由 に よ り 、 こ の 契 約 を 維 持 す る こ と が 相 当 で な い と 認 

めら れ る と き 。 
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第 32 条 〔解 除 の 効 果 〕 

 前条 に お け る 契 約 解 除 の場 合 、 次の各 号 の と お り と す る 。 

一　契 約 解 除 の と き ま で に 行 っ た Ｃ Ｍ 業 務 に 関 し て 乙 が 甲 に 提 出 す べ き 書類 が あ る 場 合 、 甲 は 、 

乙に対し、その書類の交付を請求することができる。又、すでに乙から甲に交付されている書 

類がある場合、甲は、これを利用することができる。 

二　 乙 は 、 甲に 対 し 、 契約 が 解 除 さ れ る ま で の 間 履 行 し た Ｃ Ｍ 業 務 の 割 合 に 応 じ た 業 務報 酬 （ 以 

下、「各割合報酬」という。）の支払を請求することができる。 

三　 前号において、甲が、各業務報酬の一部又は全部を支払済みの場合（以下、甲の支払 

済みの業務報酬を「各支払済み報酬」という。）であって、各割合報酬の額が各支払済み 

報酬の額を超えるときは、乙は、甲に対し、その差額の支払を請求することができ、各割合報 

酬の額が各支払済み報酬の額に満たないときは、甲は、乙に対し、その差額の返還を請求 

することができる。 

　  ２　  前条 第 １ 項にお け る 契 約 解 除 の 場 合 、 前 項 に 定 め る ほか、 甲 は 、 損 害 を受 けて い る と き は 、 

その 賠 償 を請 求 す る こ と が で き る 。 

　  ３　  前条 第 ２ 項にお け る 契 約 解 除 の 場 合 又 は 前 条 第 ３ 項 で甲 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ る 契 約 解 除 

の場 合 、 第１項 に 定 め る ほ か 、 乙は 、 損害 を 受 け て い る と き は 、 その 賠 償 を請 求 す る こ と が で き る 。 

第 33 条 〔保険〕 

 乙は 、 こ の 契 約 に 基 づ い て 発 生 す べ き 債 務を 担 保 す る た め の 保 険 を 付 し た と き は 、 当 該 保 険 

に係る証券の写しを直ちに甲に提出しなければならない。 

第 34 条 〔賠償金等 の 徴収〕 

 乙が こ の 契 約 に基 づ く 賠 償 金、 損 害 金 又 は違 約金 を 甲 の指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き 

は、 甲 は 、 そ の 支 払 わ な い 額に 甲 の 指 定 す る 期 間 を経 過 し た 日 か ら Ｃ Ｍ 業 務 報 酬 支 払 の 日 ま で 

年８ ． ２５ パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 利 息 を 付 し た 額 と 、 甲 の 支 払 う べ き Ｃ Ｍ 業 務 報 酬 と を 相 

殺し 、 な お 不 足 が あ る と き は 追 徴 す る 。 

　  ２　  前項 の 追 徴 を す る 場 合 に は 、 甲 は 、 乙 か ら 遅 延 日 数 に つ き 年 ８ ． ２５ パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 

した 額 の 延 滞 金 を 徴 収 す る 。 
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第 35 条 〔 紛 争 の 解決 〕 

 この 契 約 書 の 各 条 項 に お い て 甲 乙 協 議 し て 定 め る も の に つ き協 議 が 調 わ な か っ た と き に 甲 が 

定めたものに乙が不服がある場合、その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及 

び乙は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。契約書に調停人の 

記載がない場合は、甲及び乙は、協議の上調停人３名を選任する。 

　  ２　  前項 の 規 定 に よ り あ っ せん 又は 調 停 を 行 っ た 場 合 、 紛 争 処 理 に 必 要 と さ れる 費 用 は、 甲 乙 協 

議して別に定めたものを除き、調停人の選任に係るものは折半とし、その他のものは甲及び乙が 

それぞれ負担する。 

　  ３　  第１項の規定にかかわらず、甲又は乙は、同項に規定する紛争解決の手続き前又は手続き 

中であ っ て も 、 同 項 の 甲 乙間 の 紛 争に ついて 民 事 訴 訟 法 （ 明 治 ２ ３ 年 法 律 第 ２ ９ 号 ） に 基 づ く  

訴えの 提 起 又 は 民 事 調 停 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ２ ２ ２ 号 ） に 基 づ く 調 停 の 申し立てを行うことが 

できる。 

第 36 条 〔 契 約 外 の 事 項 〕 

 この 約 款 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 必 要 に 応 じ て 甲 乙 協 議 し て 定 め る 。 

以上 

注１ ： 本 契 約 約 款 は 、 日 本 Ｃ Ｍ 協 会 に 属 す る い く つ か の Ｃ Ｍ 企 業 に お け る 標 準 約 款 、 国 土 交 通 省 作 

成の 「 建 築 工 事 監 理 業 務委 託契約 書 （ 平成 １ ３ 年 ２ 月 １ ５ 日 制 定 ） 」 、並 び に 民 間 建 築 設 計 監 

理業務委託 契 約 約 款 検 討委員 会 作 成 の 「 四 会 連 合 協 定 　 建 築 設 計 ・ 監 理 業務委託 契 約 約 款 

（平 成 １ １年１ ０月 １ 日 制 定 ） 」を 参 考 に 作 成し た も の で あ る 。 

注２：本研究会として、ＣＭ業務委託契約約款の内容については、一切の責任を負わない。 
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［資 料 ６ ］ Ｃ Ｍ 業 務 委 託書（案） 
※本 研 究 会に お け る 検 討 素 材 と して 案 出 さ れ た も の で あ り 、 各 発 注 者 の 諸 規 定 に 整 合 さ せ る 必 要 が あ る 

契約番号 

コン ス ト ラ ク シ ョ ン ・ マ ネ ジ メ ン ト 業 務 委 託 書 ( 案 )

　受 託 者の行 う 業 務 は 、 受 託 者の行 う べ き 業 務 と し て 発 注 者 と 合 意 し た 内 容 に つ い て 履 行 す る も の 

であ り 、 以 下 の 業 務 を 参 考 に 抽 出す る。な お 、 業 務 の 履 行 の た め に 特 に 必 要 な 条 件 を 付 す 場 合 は 、 

別途 特 記 す る 。 

１　 基 本 計 画 段 階 

（Ｃ Ｍ Ｒ の 選 定 と 契 約 ） 

101 Ｃ Ｍ 業 務 計 画 の 作 成 

コン ス ト ラ ク ショ ン ・ マ ネ ジ メ ン ト 業 務 （ 以 下 、 「Ｃ Ｍ 業 務 」 と い う 。 ）を 行 う に 際 し 、 Ｃ Ｍ 業 

務計画 を 作成 し 、 発 注 者 と 協 議 を 行 う 。 

102 Ｃ Ｍ 業 務 契 約 締 結 ・ 調 印 

ＣＭ 業 務 計 画 書 が 発 注 者 と 合 意 さ れ た 後 、 Ｃ Ｍ 業 務 契 約 の 締 結 及 び 調 印 を 行 う 。 

（事業計画の作 成 ） 

103 事 業 計画 に つ い て の 調 査 ・ 検 討 

発注 者 か ら 示 さ れ た 事 業 内 容 に ついて 、 必 要 な 調 査 を 行 い 分 析 し た う えで 、発 注 者 に 対 し 

て報 告 書 を提出する 。 

104 設 計 予 算 ・ 工 事 予 算 等 を 含 む事業費 の作成 又 は 作 成 支 援 

A案  　発 注 者 か ら 示 さ れ た 事業計画 に 基 づ き 、 設計及 び 工事 に 係 る 全 体 予 算 に つ い て 算 出 を 行 い 、 

発注 者 に 報 告 書 を 提 出 す る 。 な お 、 こ こ で 算 出 す る事 業 費 は 、 現 時 点 で 発 注 し た 場 合 の 目 安 

であ り 、 設 計 委 託 契 約 や 工 事 請 負 契 約 に 基 づ く金 額 と は 必 ず し も 一 致す る も のでは な い 。 

B案 　発 注 者 か ら 示 さ れ た 事 業計画 に 基 づ き 、 設 計 及 び工 事 に 係 る 全 体 予 算 に つ い て 、 発 注 者 に 

対し 必 要 な 情 報 を 提 供 し 、 支 援 を 行 う 。 な お 、 こ こ で 算 出 す る 事 業 費 は 、 現 時 点 で 発 注し た 

場合 の 目 安 で あ り 、 設 計委 託 契 約 や 工 事 請 負 契 約 に基 づ く 金 額 と は 必 ず し も 一 致 す る も の で 

はな い 。 

105 マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル の 作 成 ・ 管 理 

基本計 画 か ら 設 計 、 工 事 発 注 、 工事 を 含 む 全 体 工 程 の 作 成 を 行 う 。 ま た 、 基 本計 画段 階 に 

おける進 捗 状 況 の 管 理 を 行 う 。 
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（基 本計画案 の 策 定） 

106 基 本 計 画 案 の 作 成 

発注 者 か ら 示 さ れ た 事 業計画 に 基 づ き 、 基 本 的 な 法 規 制 や 種 々  の 基 本 的 な 条件 を 調 査 の う 

え、 設 計 与 条 件 を 確 定 す る 際の参 考 資 料 と す る。 

107 設 計 企 画 提 案 書 の 作 成 

発注者と合意した基本計画案に基づき、設計者を選択するための要求条件を整理したうえ 

設計 で、 発 注 の た め の 設計 企画 提案書 を 作成 し 、 発 注 者 へ 提 出 す る 。 

108 法 令 上 の 諸 条 件 の 調 査 

基本計 画 に 必 要 な 限 度 で 、 当 該 プ ロ ジ ェ ク ト に 関 す る 建 築 基準 法 、 都 市 計 画 法 な ど 、 関 連 

法規 の 制 約 条 件 を 調査 、 整 理 し 、 発 注 者 に 報 告す る 。 

109 官 公 庁 等 か ら の 情 報 収 集 

必要 に 応 じ て 、 当 該 プ ロ ジ ェ ク ト を 所 管 す る 官公 庁 か ら 、 基 本 計 画 に 必 要 な 情 報 を 調 査 し 、 

発注 者 に 報 告 す る 。 

110 環 境 保 全 に 対 す る 配 慮 

環境 保全 に 対 し 、 法 令 を は じ め 、 配 慮 す べ き 事項 の 整 理 を 行い、 発 注 者 に報 告 す る 。 

１ １ １ 敷 地 調 査 ・ 類 似 事 例 調 査 等 の 実 施 

敷地 調 査 を 行 い 設 計及 び工 事 上 の 制 約 条 件 を 把握 し 、 発 注 者 に 報告 す る 。 ま た 、 必 要 に 応 

じて、 近 隣 類 似 事 例 や 工 事 実 績 に ついて 調 査 を 行 い 、 設 計 及 び 工 事 上の制 約 条 件 を 明 ら か に 

する 。 

（設 計与 条 件 の 設 定） 

112 施 設 計 画 に つ い て の 調 査 ・ 検 討 

設計 与 条 件 を 設定す る た め に 、 施設計画 を 行 う 際 の 使 用 状 況 や 利用 状 況 に つ い て 調査 を 行 

う。 

113 要 求 条 件 の 整 理 ・ 把 握 及び 設 計 与 条 件の 決 定 支 援 

発注 者 の 要 求 条 件 を 把 握 し た う え で 、 設 計 与 条件 と し て の 項 目 に 整 理 す る 。 ま た 、 発 注者 

が設計 与 条件 を 決 定す る た め の 技 術 的 支 援 を 行 う 。 

（設 計 者 選定 ・ 契 約 ） 

114 設 計 候 補 者 の 検 討 ・ 選 定 に 対 す る 助 言 

設計 内 容 、 予 算 、 工期 そ の 他 発 注者 の 要 求条件 等 を 勘 案 し て 、 設計 者 を 選定す る た め の 選 

定方 法 及 び選定手続 き に つ い て 、 発 注者 に 助 言 を 行 う 。 
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115 設 計 者 の 評 価 ・ 選 定 に 関 す る 助 言 

設計 内 容 、 予 算 、 工期 そ の 他 発 注者 の 要 求条件 等 を 勘 案 し て 、 設計 候 補 者 の 評 価 及 び 選 

定に 対 す る 助 言 を 行 う ほ か 、 最終 的 に 選 定 さ れ た 設 計 者 に つ い て の 評 価 に 対 す る 助 言 も 行 う 。 

116 設 計 契 約に関 す る助言 

設計契 約 に 関 し 、 発 注 者 の 要 求 等に 合 致 した 契 約 内 容 に な っ て い る か ど う か 、 検 討を 行 い 、 

その 結 果 に つ い て 発 注 者 に 報 告 す る 。 

（そ の 他 ） 

117 議 会 承 認 ・ 予 算 措 置に 対 す る技 術 支 援 

事業 審 査 や 契 約 に 関 す る 議 会承 認及 び 予 算措置 に 対 し 、 予 算 の 算 出 や 手 続 き 上 の 課 題 解 

決等 に 際 し 、 発 注 者 に 対 し 、 中 立 的 な 立 場 か ら 技 術 的 な 支 援 を 行 う 。 

118 設 計 前 段 階 に お け る意 思決定支援及 び 施 工 性 ・ コ ス ト ・ ス ケ ジ ュ ー ル ・ 品 質 ・ 専 門 技術等 

に関 わる 助 言 

設計 与 条 件 の 作成 や 基 本 計 画 案 の 作 成 に 対 し 、設 計 内 容 、 予 算 、工 期 そ の 他 発 注 者 の 要 

求条件 等 を 勘 案 し て 、 当 該 プ ロ ジ ェ ク ト の 施 工 性 、 コ ス ト 、 ス ケ ジ ュ ー ル 、 品 質 、 専 門 技 術 等 

に関 し 、 発 注 者 が 設 計 前 段 階 に おいて 意 思 決 定 で き る よ う 、助 言を 行 う 。 

119 情 報 伝 達 シ ス テム の 構 築 ・ 運 営 

基本計 画 段 階 に お い て 、 プ ロ ジ ェ ク ト 参 加 者 間 の 情 報 伝達 を 円 滑 に 行 う た め に 、 IT技術 を 

活用 し た 情 報 伝達 シ ス テ ム を 構 築 し 、 運 営 を 行 う 。 

120 関 係 者 への説明支 援 

発注 者 の 求 め に 応 じ て 、 発 注 者 が 近 隣 住 民 、 議会 、 他 部 局 等 に 対 し 説 明 す る 際 に 、 必 要 な 

業務 支 援 を 行 う 。 

121 Ｃ Ｍ 報 告 書 の 作 成 ・ 提 出 

基本計 画 段 階 に お け る Ｃ Ｍ 業務 の 活 動 内 容 に ついて 、 業 務 報 告 書 を 発 注 者 に 提 出 し 、承 諾 

を受 け る 。 

122 基 本 計 画 段 階 Ｃ Ｍ 業 務 終 了 報 告 書 の 作 成 ・ 提 出 

基本計 画 が終 了 し た 時 点 に お い て 、 発 注 者 に 対 し 、 基 本計 画段 階 Ｃ Ｍ 業 務 終 了 報 告 書 を 提 

出す る 。 
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２ 基 本 設 計 段 階 

（基 本設計段 階の ス ケ ジ ュ ー ル 管理 ） 

201 マ ス タ ー スケ ジ ュ ール の 管 理 

基本計 画 段階で 作 成 さ れ た マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル ど お り に 計 画が 進 捗 し て い る か ど う か 、 プ 

ロジ ェク ト 参 加 者 ごと に 管 理 し 、 進捗状 況 を 発 注者 に 報 告 す る 。 

202 基 本 設 計 スケ ジ ュ ール の 審 査 ・ 確 認 、 マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル と の 調 整 

設計 者 よ り 提 出 の あ っ た 基 本設計 ス ケ ジ ュ ー ルに ついて 、 あ ら か じ め 作 成 さ れ た マ ス タ ー ス 

ケジ ュ ー ルと 調 整 を 行 い 、 全 体 ス ケ ジ ュ ー ル に 遅 延 が 生 じ な い よ う 基 本 設 計 ス ケ ジ ュ ー ル の 調 

整を 設 計 者 と 行 い 、 そ の 結 果を 発 注 者 へ 報 告 す る 。 

203 施 工 スケ ジ ュ ール の 検 討 ・ 提 案 、 マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル と の 調 整 

基本設 計 図 書 の 完 成 を 踏 ま え 、 施 工 ス ケ ジ ュ ー ル 案を 作 成 し 、 マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル と の 整 

合を 図 る 。 た だ し 、 こ こ で 作 成 す る 施 工 ス ケ ジ ュ ール に ついて は 、 工 事 段 階 で の ス ケ ジ ュ ー ル 

を確 定 す る も の で は な い 。 

（基本設計方針 と 設計与条件 の 確定） 

204 基 本 設 計 方 針 の 確 認と設 計 与 条 件と の 調 整 

設計 者 が 作成 し た 基 本 設計方針 に つ い て 、 基 本設計 委 託 前 に 作 成 さ れ た 設計 与 条 件 に 合 

致し て い る か どう か 、 検 討 を 行 い 、 設 計 与 条 件 と 異 な る 場 合 に つ い ては 、 発 注 者 も交 えて 調 

整を行 う 。 

（許認 可 事 項 の検 討） 

205 許 認 可 に 関わ る 事 前 協 議 支 援 

発注 者 が 実 施 す べ き 事 前 協 議 に つ い て 、 助 言 及 び 技 術 的 な 支援 を 行 う 。 

（工事 発 注 ス ケ ジ ュ ー ルの検 討 ） 

206 工 事 発 注 スケ ジ ュ ール の 検 討 支 援 

発注 者 が 施 工 者 選 定 の た め の ス ケ ジ ュ ー ル を 決定す る 際 に 、 助 言 及 び技 術 的 な 支 援を行 

う。 

（工事 発 注方 法 と 工事 発 注 区 分の検 討） 

208（ 工 事 発 注 方 法 と 工 事 発 注区 分 の 検 討 支 援 ） 

発注 者 が 選択 す る 発注 方 法 に つ い て 、 助言 を 行 う 。 ま た 、 工事 発 注 を 区 分す る 際 、 設計 内 容 、 

予算 、 工 期 そ の 他 発 注 者 の 要求 条 件 等 を 勘案 して 、 工 事 発 注 区 分を作 成 し 、 発 注 者 に 提 案 

する 。 

61

［資料６］ＣＭ業務委託書（案） 



（基 本設計 内 容 の 確定） 

209 基 本 設 計 段 階 に お ける意 思決定支援及 び 施 工 性 ・ コ ス ト ・ ス ケ ジ ュ ー ル ・ 品 質 ・ 専 門 技術 

等に 関 わ る助 言 

基本設 計 案 の 作 成 に 対 し 、 設 計 内 容 、 予 算 、 工期 そ の 他 発 注者 の 要 求条 件 等 を 勘 案 し て 、 

当該 プ ロ ジ ェ ク ト の施 工 性 、 コ ス ト 、 ス ケ ジ ュ ー ル 、 品 質 、 専 門 技 術 等 に 関 し 、 発 注 者 が 基 本 

設計 段 階 に お い て 意 思 決定 で き る よ う 、 助 言 を 行 う 。 

210 基 本 設 計 図 書 の 審 査 

設計 者 か ら 提 出 の あ っ た 基 本設計 図 書 に つ い て 、 施工 性 、 コ ス ト 、 ス ケ ジ ュ ー ル 、 品 質 、 

専門 技 術 等 の 観 点 か ら 審 査 を 行 い 、 発注 者 に 審査 内 容 を 報 告 す る 。 

211 基 本 設 計 図 書 ・ 成 果 品 の 確 認 

設計 者 か ら 提 出 の あ っ た 基 本設計 図 書及 び 関 連 す る 成 果 品 に つ い て 、 基 本設計 委 託 仕 様 書 

に合 致 し て い る か ど う か 確 認 を 行 い 、 発 注 者 に 報 告 す る。 

（概 算工事費 の検 討） 

212 工 事 費 概 算 書 の 算 出 に 関 す る 助 言 と 内 容 審 査 、 全 体 事 業 費 と の 調 整 

基本設計 図 書 に 基 づ く 工事費 概 算 を 算 出 す る た め に 、 工事費 概 算 を 算 出 す る 者 に 助 言 を 行 

う。 ま た 、 基 本 計 画 段 階 で 算 出 さ れ た 全 体 事 業 費 と の 差 が あ る 場 合 は 、 発 注 者 に 報 告 し 、 調 

整す る 。 

（そ の 他 ） 

213 基 本 設 計 Ｖ Ｅ の 実 施 、 代 替 案 採 否 の 決 定 支 援 

基本設 計 に お け る VE会議 を 主 催 す る 。 発 注 者 に 対 し 、 代 替 案 を 決 定す る た め の コ ス ト 比 

較や 所要 性能 に つ い て の 情 報 を 提 供 し 、 発 注 者 の 決 定 を 支 援 す る 。 

214 プ ロ ジ ェ ク ト 会 議 の 開 催 

基本設 計 段 階 に お け る 定 例 の プ ロ ジ ェ ク ト 会 議 を 主催 す る 。 

215 近 隣 折 衝 の 実 施 支 援 

発注 者 の 求 め に 応 じ て 、 発 注 者 が 実 施 す る 近 隣折 衝 の 際 に 、 必 要 な 業務 支 援 を 行 う 。 

216 情 報 伝 達 シ ス テ ム の 運 営 

基本設 計 段 階 に お い て 、 プ ロ ジ ェ ク ト 参 加 者 間 の 情 報 伝達 を 円 滑 に 行 う た め に 、 基本計 画 

段階で 構 築 さ れ た情 報 伝 達 シ ス テ ム の 運 営 を 行 う 。 

217 関 係 者 への説明支 援 

発注 者 の 求 め に 応 じ て 、 発 注 者 が 近 隣 住 民 、 議会 、 他 部 局 等 に 対 し 説 明 す る 際 に 、 必 要 な 

業務 支 援 を 行 う 。 

218 ＣＭ 報 告 書 の 作 成 ・ 提 出 

基本設 計 段 階 に お け る Ｃ Ｍ 業務 の 活 動 内 容 に つ い て 、 業務 報告 書 を 発 注 者 に 提 出 し 、 承 諾 

を受 け る 。 

巻末資料 

62



219 基 本 設 計 段 階 ＣＭ 業 務 終 了 報 告 書 の 作 成 ・ 提 出 

基本設 計 が終 了 し た 時 点 に お い て 、 発 注 者 に 対 し 、 基 本設 計 段 階 Ｃ Ｍ 業 務 終 了 報 告 書 を 

提出す る 。 

３　 実 施 設 計 段 階 

（実 施設 計段 階の ス ケ ジ ュ ー ル 管理） 

301 マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ール の 管 理 

基本計 画 段階で 作 成 さ れ た マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル ど お り に 計 画が 進 捗 し て い る か ど う か 、 プ 

ロジ ェク ト 参 加 者 ごと に 管 理 し 、 進捗状 況 を 発 注者 に 報 告 す る 。 

302 実 施 設 計 ス ケ ジ ュ ール の 審 査 ・ 確 認 、 マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル と の 調 整 

設計 者 よ り 提 出 の あ っ た 実 施 設 計 ス ケ ジ ュ ー ルに ついて 、 あ ら か じ め 作 成 さ れ た マ ス タ ー ス 

ケジ ュ ー ルと 調 整 を 行 い 、 全 体 ス ケ ジ ュ ー ル に 遅 延 が 生 じ な い よ う 実 施 設 計 ス ケ ジ ュ ー ル の 調 

整を 設 計 者 と 行 い 、 そ の 結 果を 発 注 者 へ 報 告 す る 。 

303 施 工 ス ケ ジ ュ ール の 検 討 ・ 提 案 、 マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル と の 調 整 

実施 設計 図 書 の 完 成 を 踏 ま え 、 施工 ス ケ ジ ュ ー ル 案を 作 成 し 、 マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル と の 整 

合を 図 る 。 た だ し 、 こ こ で 作 成 す る 施 工 ス ケ ジ ュ ール に ついて は 、 工 事 段 階 で の ス ケ ジ ュ ー ル 

を確 定 す る も の で は な い 。 

（工事 発 注 方 法 と 工事 発 注 区 分 に 適 応 し た工 事 施 工 会 社 の 選 定 方 法 の 検 討 ） 

304（ 工 事 発 注 方 法 と 工 事 発 注区 分 に 適 応 した 工 事 施 工 会 社 の 選 定 方 法 の 検 討 支 援 ） 

発注 者 が 選択 す る 工 事 発注 方 法 と 工 事発注 区 分 に 適応 し た 工 事 施 工 会社 の 選 定 方 法 の 検 

討につ い て、提 案 等 の 支 援 を行 う。 

（実 施設 計 方 針 と 設 計 与条件 の 確定） 

305 実 施 設 計 方 針 の 確 認と設 計 与 条 件と の 調 整 

設計 者 が 作成 し た 実施 設計方針 に つ い て 、 基 本設計 時 点 で 修 正 さ れ た 設 計 与 条件 を 踏 ま え 

てい る か ど う か 、 検 討 を 行 い、 設 計 与 条 件 と 異な る場 合 に ついて は、発 注 者 も 交 え て 調 整 を 

行う 。 

（許認 可 事 項 の 申 請） 

306 許 認 可 に 関 わ る 申 請 支 援 

発注 者 が 実 施 す べ き 事 前 協 議 に つ い て 、 助 言 及 び 支援 を 行 う 。 
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（実 施設 計 内 容の確 定 ） 

307 実 施 設 計 段 階 に お ける 意 思 決 定 支 援 及び施 工 性 ・ コ ス ト ・ ス ケジ ュ ー ル ・ 品 質 ・ 専 門 技 術 

等に関 わる 助 言 

実施 設計 案 の 作成 に 対 し 、 設計 内 容 、 予 算 、 工期 そ の 他 発 注 者 の 要 求 条 件等 を 勘 案 し て 、 

当該 プ ロ ジ ェ ク ト の施 工 性 、 コ ス ト 、 ス ケ ジ ュ ー ル、 品質 、 専 門 技 術 等 に 関 し、 発 注 者 が 実 施 

設計 段 階 に お い て 意 思 決定 で き る よ う 助 言 を 行 う 。 

308 実 施 設 計図書の 審 査 

設計 者 か ら 提 出 の あ っ た 実 施 設 計 図 書 に つ い て 、 施工 性 、 コ ス ト 、 ス ケ ジ ュ ー ル 、 品 質 、 

専門 技 術 等 の 観 点 か ら 審 査 を 行 い 、 発注 者 に 審査 内 容 を 報 告 す る 。 

309 実 施 設 計 図書 ・ 成 果 品 の 確 認 

設計 者 か ら 提 出 の あ っ た 実 施 設 計 図 書及 び 関 連す る 成 果 品 に ついて 、 実 施 設 計 委 託 仕 様 書 

に合 致 し て い る か ど う か 確 認 を 行 い 、 発 注 者 に 報 告 す る。 

（概 算工事費 の 算 出 ） 

310 工 事 費 概 算 書 の 算 出 に 関 す る 助 言 と 内 容 審 査 、 全 体 事 業 費 と の 調 整 

実施設 計 図 書 に 基 づ く 工 事 費概 算 を 算 出 す る た め に 、 工 事 費概 算 を 算 出 す る 者 に 助 言 を 行 

う。 ま た 、 基 本 計 画 段 階 で 算 出 さ れ た 全 体 事 業 費 と の 差 が あ る 場 合 は 、 発 注 者 に 報 告 し 、 調 

整す る 。 

（そ の 他 ） 

311 実 施 設 計 Ｖ Ｅ の 実 施 、 代 替 案 採 否 の 決 定 支 援 

実施 設計 に お け る VE会議 を 主 催 す る 。 発 注 者 に 対 し 、 代 替案 を 決 定 す る た め の コ ス ト 比 

較や 所要 性能 に つ い て の 情 報 を 提 供 し 、 発 注 者 の 決 定 を 支 援 す る 。 

312 プ ロ ジ ェ ク ト 会 議 の 開 催 

実施 設計 段 階 に お け る 定 例 の プ ロ ジ ェ ク ト 会 議 を 主催 す る 。 

313 近 隣 折 衝 の 実 施 支 援 

発注 者 の 求 め に 応 じ て 、 発 注 者 が 実 施 す る 近 隣折 衝 の 際 に 、 必 要 な 業務 支 援 を 行 う 。 

314 情 報 伝 達 シ ス テ ム の 運 営 

実施 設計 段 階 に お い て 、 プ ロ ジ ェ ク ト 参 加 者 間 の 情報 伝 達 を 円 滑 に 行 う た め に 、 基 本 計画 

段階で 構 築 さ れ た情 報 伝 達 シ ス テ ム の 運 営 を 行 う 。 

315 関 係 者 への説明支 援 

発注 者 の 求 め に 応 じ て 、 発 注 者 が 近 隣 住 民 、 議会 、 他 部 局 等 に 対 し 説 明 す る 際 に 、 必 要 な 

業務 支 援 を 行 う 。 

316 ＣＭ 報 告 書 の 作 成 ・ 提 出 

実施 設計 段 階 に お け る Ｃ Ｍ 業 務 の 活 動 内 容 に つ い て 、 業 務 報 告 書 を 発 注 者 に 提 出 し 、 承 諾 

を受 け る 。 
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317 実 施 設 計 段 階 ＣＭ 業 務 終 了 報 告 書 の 作 成 ・ 提 出 

基本設 計 が終 了 し た 時 点 に お い て 、 発 注 者 に 対 し 、 実 施 設 計 段 階 Ｃ Ｍ 業 務 終 了 報 告 書 を 提 

出す る 。 

４　 工 事 発 注 段 階 

（発 注段 階の ス ケ ジ ュ ー ル 管理） 

401 マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル の管 理 

基本計 画 段階で 作 成 さ れ た マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル ど お り に 計 画が 進 捗 し て い る か ど う か 、 プ 

ロジ ェク ト 参 加 者 ごと に 管 理 し 、 進捗状 況 を 発 注者 に 報 告 す る 。 

402 発 注 ス ケ ジ ュ ー ル の作 成 、 マス タ ー スケ ジ ュ ー ル と の 調 整 

発注 者 の 要 求 及 び 発注 方 法 に 応 じ て 、 発 注 ス ケ ジ ュ ー ル を 作 成 し 、 マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル 

との 調 整 を 図 っ た う え で 、 発 注 者 に 報 告 す る 。 

403 （工 事 ス ケ ジ ュ ー ルの作 成 、 マ スタース ケ ジ ュ ー ルと の 調 整 ） 

工事 発 注 段 階 の 進 捗 を 踏 ま え 、 工事 ス ケ ジ ュ ー ル を 作 成 し 、 マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル と の 整 

合を 図 る 。 な お 、 こ こ で 作 成 さ れ た 工 事 ス ケ ジ ュ ールは 、 工 事 発 注 段 階 にお け る 工 事 発 注 与 

条件 と し て 確 定 さ れ る 。 

（工事 発 注 方 法 ・ 工事 発 注 区 分 の決 定） 

404 （工 事 発 注 方 法 の 提 案 ・ 助 言） 

設計 内 容 、 予 算 、 工期 、 地 域 施 工者 の 状 況 、 そ の 他 発 注者 の 要 求条件 等 を 勘 案 し て 、 工 

事発注 方 法 （ 一 般 競 争 、 指 名 競 争 、 特 命 等 ） に つ い て 提 案 す る 。 ま た 、 必 要 に 応 じ て 発注 者 

から 求 め ら れ た 場 合 は 、 工 事 発 注 方 法 に つ い て 、 適 切 な 助 言 を 行 う 。 

405 （工 事 発 注 区 分 に 応 じ た 工 程 の 検 討 ・ 設 定） 

それ ぞ れ の 工 事 発 注 区 分 に 応 じ た 工 程を工 事 ス ケ ジ ュ ー ル や マ ス タ ース ケ ジ ュ ー ル と の 調 

整を 図 り なが ら作 成 し 、 発 注 者 に 報 告 す る 。 

406 見 積 要項書 ・ 現 場 説明 図 書 の 作 成 

工事 発 注 区 分 に 応 じ た 見積 要項 書及 び 現 場説 明 図 書 を 作 成 し 、 発 注 者 に 提 出 す る 。 

（入 札予定 価 格の 決 定 ・ 予 算措置 ） 

407 工 事 予算書 の 算 出 に 関 す る 助 言 と 内 容 審 査 、 全 体 事業 費 と の調整 

設計 者 が 実施 す る 工事 予 算 書 の 算出 につ い て 助 言 を行 う 。 ま た 、 算 出 さ れ た 金 額 につ い て 、 

個別 に 内 容 審 査 を 行 い 、 発 注 者 に 報 告 す る 。 さ ら に 、 算 出 さ れ た 金 額が 全 体 事 業 費 と 合 致 し 

てい る か ど う か 確 認 を 行 い 、発 注 者 に 協 力 し て 調 整 を 行 う 。 

408 入 札 予定 価 格 の決 定 支 援 

 発注 者 が 工 事 発注 の た め の 入札価 格 を 決 定 す る に あ た り 、 必 要 な 業 務 支 援 を 行 う 。 
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409 工 事 予算 措置 に 対 す る 技 術 支 援 

発注 者 が 工 事 予 算 を 措 置 す る に 際 し 、 必 要 な 技 術 支援 を 行 う 。 

（ （工事 発 注 区 分 に 応 じ た ） 施工 者 募 集 又 は 指 名 ） 

410（ 工 事 発 注 区 分 に 応 じ た ） 施 工者募集又 は 指名 の 検 討 ・ 評価 ・ 資 格審査 ・ 選定 に 関 す る 支援 ・ 

助言 

発注 者 に よ っ て 決 定 さ れ た 工 事 発注 区 分 に 応 じ て 、 施 工 者 募 集 又 は 指 名 に 関 す る 手 続 き 及 

び選定、 資 格 審 査 、 評 価 な ど に つ い て 、 必 要 な 助 言 及 び 技 術 的 な 支 援 を 行 う 。 

（施工者へ の 説 明 ・ 施 工者 の 決 定） 

411 現 場 説 明 の 開 催 支 援 と 質 疑 回 答 の 取 り ま と め 

発注 者 が 現場 説 明 を 実 施 す る 際 は 、 現場 説 明 に 立ち会う。また、施工者からの質疑に対 

し、回答案を取りまとめ、発注者と調整する。 

412 工 事 発 注 区 分 に 応 じ た 施 工 者 の 決 定 支 援 

工事 発 注 区 分 に 応 じ て 選定 さ れ た 施 工者 の 決 定 に あ た っ て 、 施 工者 を 選 定す る た め の 選定 

選定 方式及 び 選 定 手 続 き に ついて 発 注 者 に 助 言を 行 う 。 ま た 、 施 工 者 選 定 に お け る 評 価 及 び 

に 関 す る 助 言 を 行う。 

（工事 請 負 契 約 の 締 結 ） 

413 請 負 代 金 内 訳 書 の 確 認 

施工 者 か ら 提 出 さ れ た 請 負 代金 内 訳 書 に つ い て、 内 容 の 確 認 を 行い、 発 注 者 に報 告 す る 。 

414 工 事 請 負 契 約 へ の 助 言 

工事請負 契 約 に 関 し 、 発 注 者 の 要 求 等 に 合致 し た 契 約 内 容 に な っ て い る か ど う か  検 討 を行 

い 、 そ の結 果 に つ い て  発 注 者 に 報 告 す る 。 ま た、発 注 者 に 対 し 、 工 事 請 負契 約 を 行 う にあた 

 り 、 瑕 疵 や 設 計 変 更 な ど 必 要 な 技 術 的 助 言 を 行 う 。 

415 工 事 請 負 契 約 書類 の 作 成支援 

工事請負 契 約 を 行 う に あ た り 、 必 要 な 契 約 書 類 の 作 成 支 援 を 行 う 。 

（そ の 他 ） 

416 発 注 Ｖ Ｅ ・ 技 術 提 案 の 実 施 支 援 、 代 替案 の 技 術判 断 の 確認 、 採 否 の 決定支援 

施工 者 が 選 定 手続 き に 基づ き 実 施 す る 発 注前 VEや技 術 提 案 に ついて 、 提 案 の 適 否 や 採 

用に つ い て の 技 術 的 判 断 及 び 金 額 算 出 の 適 否 につ い て 判 断 を行い 、 発 注 者 の 決 定 を 支 援 す 

る。 

417 情 報 伝 達 シ ス テ ム の 運 営 

工事 発 注 段 階 に お い て 、 プ ロ ジ ェ ク ト 参 加 者 間 の 情 報 伝達 を 円 滑 に 行 う た め に 、 基本 計画 

段階で 構 築 さ れ た情 報 伝 達 シ ス テ ム の 運 営 を 行 う 。 
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418 関 係 者 への説明支 援 

発注 者 の 求 め に 応 じ て 、 発 注 者 が 近 隣 住 民 、 議会 、 他 部 局 等 に 対 し 説 明 す る 際 に 、 必 要 な 

業務 支 援 を 行 う 。 

419 Ｃ Ｍ 報 告 書 の 作 成 ・ 提 出 

工事 発 注 段 階 に お け る Ｃ Ｍ 業務 の 活 動 内 容 に つ い て 、 業務 報告 書 を 発 注 者 に 提 出 し 、 承 諾 

を受 け る 。 

420 発 注 段階 Ｃ Ｍ 業 務 終 了 報 告 書 の 作 成 ・ 提 出 

発注段 階 が 終 了 し た 時 点 に お い て 、 発注 者 に 対 し 、 Ｃ Ｍ 業 務 終 了 報 告 書 を 提 出 す る 。 

５　 工 事 段 階 

（工事 段 階の ス ケ ジュ ー ル 管 理 ） 

501 マ ス タ ー スケ ジ ュ ール の 管 理 

基本計 画 段階で 作 成 さ れ た マ ス タ ー ス ケ ジ ュ ー ル ど お り に 計 画が 進 捗 し て い る か ど う か 、 プ 

ロジ ェク ト 参 加 者 ごと に 管 理 し 、 進捗状 況 を 発 注者 に 報 告 す る 。 

502（ 専 門 工 事 工 程 計 画 の 確 認 ・ 調 整 、 総 合 工 事工 程 計 画 の 作 成 、 専 門 工 事 施 工 者 の 工 程 管 理 

状況 の 確 認 、 総合 工 事 工 程 の 管 理 ） 

専門 工事業者 か ら 提 出 の あ っ た 工 程計画 に つ い て 、 あ ら か じ め 作 成 さ れ た 総 合 工事工程計 

画に 合 致 す る か 否 か の 判 断 を 行 い、 必 要 な 調 整 を 行 う 。 ま た、確 定 し た 工 事 工 程 ど お り に 専 

門 工事業者 が 工程 を 進 捗 し て い る か ど う か に つ い て 、 随時確 認 を 行 い 、 総 合 工事工程 に 遅 れ 

が生 じ な い よ う 調 整す る 。 な お 、 専 門 工事業 者 が 当 初 の 工 程計画 ど お り に 施 工 を 実施 し な か っ 

た場 合 は 、 発 注 者 に 速 やか に 報 告 す る 。 

503 各 検 査 ス ケ ジ ュ ー ル の 確 認 

仕様 書 等 で 定 め ら れ た 検 査 ス ケ ジ ュ ー ル に 従 い 、 検査 が 実 施 さ れ て い る か ど う か に つ い て 、 

確認 を 行 う 。 

（工事の遂 行 ） 

504 プ ロ ジ ェ ク ト 会 議 の開 催 

工事 段 階 に お け る 定 例 の プ ロ ジ ェ ク ト 会 議 を 主催 す る 。 

505 Ｃ Ｍ 業 務 方 針 の 作 成 、 関 係 者 へ の 伝 達 

工事 期 間 中 に お け る Ｃ Ｍ 業 務 の 内 容 を 明 確 に する ため 、 Ｃ Ｍ 業 務 方 針 を 作 成 する 。 ま た 、 

プロ ジ ェ ク ト 会 議 等を 通 じ て、 関係者 に Ｃ Ｍ 業 務 方 針 を 伝 達 し 、 円 滑 な 工 事 執 行 の確 保 に 努 

める 。 
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506 監 理 業 務 方 針 の 把 握 

工事監 理 者 が 作 成 す る 監理 業 務 方 針 を 把 握 し 、 必 要 に 応 じ て 発 注 者 に 意 見 を 行 う 。 

507（ 分 離 施 工 者間 の 調 整 ・ 助 言 ） 

分離 発注 さ れ た 工 事 に つ い て 、 円 滑 な 工 程 進 捗 及 び工 事 進 捗 状 況 を 確 保 す る た め 、 必 要 に 

応じ て 施 工 者 間 の 調 整 を 行 う と ともに 、 各 施 工 者 に 助 言 を 行 う 。 

508 質 疑 書 ・ 提 案 書 の 検討 結 果 の 確 認 ・ 助 言 

施工 者 か ら 提 出 さ れ た 質疑 書及 び 提 案書 に つ い て 、 工 事 監 理 者 や 設 計 者 な ど が 検 討 し た 結 

果に ついて 、確 認 を 行 う と と も に 、 必 要 に 応 じ て 発 注 者 に 対 し 、 助 言 を 行 う 。 

509 施 工 図等 （ 監 理 者 承認済） の 確 認・助 言 

工事監 理 者 に よ り 承 認 さ れ た 施 工図 に ついて、 金 額 及 び 工 期 の 観 点 か ら 再 度 確 認 を 行 う と 

とも に 、 必 要 に 応 じ て 発 注 者 に 対 し 、 助 言 を 行 う 。 

510（ 総 合 図 の 作 成 に 関 す る 調 整 ） 

施工 者 間 で 作 成 さ れ た 総 合 図 に つ い て 、 各 施工 者 間 の 総 合 調 整 を 行 う 。 ま た 、 総 合 調 整 に 

おいて問 題と な っ た 事 項 に ついて は 、 速 や か に 発 注 者 に 報 告 し 、判 断 を 求 め る 。 

511（ 施 工 計 画 ・ 施 工 実 施体制 の 確 認 ・ 調 整 ） 

各施工者 か ら 提 出 さ れ た 施 工計画 及 び 施 工 実 施体 制 に ついて 確 認 を 行 う と と も に、 調 整 を 

行う 。 

512 施 工 品 質 管 理 の 発 注 者 の 立 場 に よ る 確 認 

工事監 理 者 に よ っ て 確 認 さ れ た 施 工 品 質 管 理 に つ い て 、 再 度 、 発 注 者 の 観点 か ら確認を行  

行う 。問 題 と な り そ う な 個 所 に つ い ては 、 発 注 者 に 報 告 す る 。 

513 統 括 安 全 衛 生 管理責任 者 の 確認 

施工者 間 に お い て 選 定 さ れ た 統 括安 全 衛 生管 理責任 者 に ついて 、 適 否を 判 断 し 、 問 題 が あ 

る場 合 は 、発 注 者 に 報 告 す る 。 なお、 施 工 者 間 で 選定 で き な い と き は 、 統括 安 全 衛 生 管 理 責 

任者 の 推 薦 を 発 注 者 に 対 し 行 う 。 

514 関 係 者 か ら の クレ ー ム 等 に 対 す る 技 術 的 対 応 支 援 

当該 プ ロ ジ ェ ク ト 関 係 者 か ら ク レ ー ム が 生 じ た と き は 、 クレ ー ム の 内 容 を 調 査 ・ 分析 し 、 クレ ー 

ム回 避 に 向 け た 提 案 を 発 注 者 に 対 し行う。また、発注者から求められた場合は、必要な措置  

置に ついて 助 言を 行 う 。 

515 施 工 に 関 す る 文 書 管 理 

施工 を 行 う う え で 関 係 者 か ら 発 注 者 に 対 し提 出 さ れ る 文書 に つ い て 整 理 し 、 必 要 に 応 じて 

抽 出 で き る よ う 管 理 する 。 
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516 官 庁 検 査 の 結 果 確 認 、 発 注 者 へ の 報 告 

発注 者 の 代 理 と し て 官 庁 検 査 に 参加 し 、 官 庁 検 査 の 結 果 を 確 認 す る と と も に 、 発 注 者 へ 報 

告す る 。 

517 別 途 工 事 関 連 業 務 の 支 援 ・ 調 整 

本工事と別に発注された工事について、本工事との 調整を行い、全体工程に影響がないよ 

う必要な支援を行う。なお、必要な調整をしたうえで、問題が生ずるときは、発注者に報告 

し、判断を仰ぐ。 

（発 注 者 検 査 ） 

518 中 間 検 査 の 実 施 

中間 支 払 の た め に 、 必 要 な 中間 検 査 を 行 う 。 中間 検 査 の 結 果 に ついて 、 速 や か に 発 注 者 に 

報告 す る 。 

519 完 了 検 査 ・ 発 注者検査 の 実 施 、 工 事 と 設 計 図 書 ・ 工事請 負 契約 と の 合致 の確認 

各工事 が 完 了 し た 時 点 で 、 発 注 者 の 代 理 と し て 、 設計 図 書 や 工 事 請 負 契 約 と 合致 し て い る 

か否 か の 検 査 を 行 う 。 検査 結 果 に つ い て は 、 発 注 者 に 報 告 し、 問 題 が あ る 場 合は、 発 注 者 の 

判断を 仰 ぐ 。 

（工事 費 の管 理） 

520 中 間 時 工 事 費 支払請求 の 確 認 

中間 検 査 に 合 格 し 、 発 注 者 よ り 中間 時 工 事 費 支 払 が 認 め ら れ た 場 合 に お いて 、 施 工 者 か ら 

提出 さ れ た 工事費 支 払 請 求 が工事 出 来 高 と 比 較 し て 合 致 し て い る か 否 か の 確 認 を 行 う 。 合 致 

して い る 場 合 は、発 注 者 へ 支 払 請 求 書を 提 出 し、 支払 を 行 う よ う 助 言 す る 。 合 致 し て い な い 

場合 は 、 必 要 な 調 整 を 行 う 。 

521 最終工事費支払 請求 の 確 認 

完成検 査 に 合 格 し 、 発 注 者 よ り 完成 工 事 費 支 払 が認 め ら れ た 場 合 に お い て 、 施 工 者 か ら 提 

出さ れ た 工事費 支 払 請 求 が完 成 工 事費 に 合 致 し て い る か 否 か の 確 認 を 行 う 。 合 致 し て い る 場 

合は 、 発 注 者 へ 支 払 請 求 書 を 提 出 し 、 支 払 を 行 う よ う 助 言 す る 。合 致 し て い な い 場 合 は 、 必 

要な 調 整 を 行 う 。 

522 設 計 変 更 金 額 の 審 査 

発注 者 が 認 め た 設 計 変 更に ついて 、 そ の 金 額 が 適 当 で あ る か 否 か に ついて 審 査 を 行 い、 適 

当と 認 め ら れ た 場 合 は 、 発 注 者 に 支 払 の 報 告 を 行 う。 不 適 当 と 認 め ら れ る 場 合 は 、 そ の 旨 を 

関係者 に 通 知 し 、 必要 な 調 整 を 行 う 。 

523 工 事 段 階 の コ ス ト 管 理 と 工 事 費 分 析 

工事 段 階 に お い て 施 工 者 へ の 工 事費 支 払 状 況 を 確 認 す る と とも に 、 次 回 以 降 の 工事 に 資 す  

るため に 、 工 事 の 分 析を 行 う 。 
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（設 計変更への 対 応） 

524 軽 微 な 変 更 の 承 認 支 援 ・ 助 言 

設計 変 更 の う ち 、 あ ら か じ め 発 注者 と 合 意 さ れ た 軽 微 な 変 更 に つ い て 、 施工者 か ら 提 案 を 

受けた 場 合は 承認 を 行 う 。 な お、 承認 し た 事 項 に つ い て は 、 速や か に 発 注 者 に 対 し 報告 す る 。 

525  設計 変 更 項 目 ・ 設 計 変 更 図 書 の 確 認 ・ 審 査 

関係者 に よ り 設 計 変更す る も の と し て提 案が あ っ た内 容 に ついて 、 項 目 及び 項 目 に 基 づ く 設 

計変 更 図 書 に つ い て 、 適否 を 確 認 し 、 結 果 を 発 注 者 に 報告 す る 。 

（竣工 ・ 引 渡 し ） 

526 竣 工 図書 の 指 導 ・ 助 言 ・ 確 認 

竣工 図 書 の 作 成 に つ い て 、 施 工 者 に 対 し 、 必 要 な 指 導 、 助 言 及 び 確 認 を 行 う 。 

527 引 渡 し書 類 の 確 認 、 引 渡 し の 立 会 い ・ 支 援 ・ 入 居 スケ ジ ュ ー ル の 調 整 等 

完成 に あ た り 、 発 注 者に引 き 渡 さ れ る 書 類 及 び 引 渡 し 物の 確 認 を行 い 、 不 足 す る 場 合 は 施 

工者 に 対 し 、 必要 と さ れ る 書 類 等 の 提 出 を 指 示 す る 。 ま た 、 発注 者 へ の 引 渡 し の 際 は 立ち会 う 。 

さら に 、 入 居 ス ケ ジ ュ ー ル に つ い て も 調 整 を 行 い 、 引 越 し が 円 滑 に 実 施 で き る よ う 必 要 な 支 援 

を行 う。 

528 取 り 扱 い 説 明の 立 会 い 、 試 運 転 実 施 の 確 認 

施工 者 か ら 建 築 及 び 設 備 に 関 す る 取 り 扱 い 説 明 に 際 し て は 立 ち 会 い 、 将 来 的 に 発 注 者 の 建 

物運 営 の 障害 と な る こ と を 取 り 除 く 。 ま た 、 試 運転調 整つ い て も 立ち 会 い 、 問 題 な い こ と を 確  

認する 。 

（そ の 他 ） 

529 施 工 Ｖ Ｅ ・ 技 術 提 案 の 実 施 、 代 替 案 採 否 の 決 定 支 援 

施工 者 が 工 事 契約 後 実 施 す る 発 注後 VEや技 術 提 案 に ついて、 提 案 の 適 否 や 採 否に つい 

ての 技 術 的 判 断 及 び 金 額 算 出の 適 否 に つ いて 判断を 行 い 、 発 注 者 の 決 定 を 支 援 す る 。 

530 情 報 伝 達 シ ス テ ム の 運 営 協 力 ・ 助 言 

工事 段 階 に お い て 、 プ ロ ジ ェ ク ト 参 加 者 間 の 情報 伝 達 を 円 滑 に 行 う た め に 、 基 本 計 画 段 階 

で構 築 さ れ た 情 報 伝達 シ ス テ ム の 運 営 を 行 う 。 

531 関 係 者 への説明支 援 

発注 者 の 求 め に 応 じ て 、 発 注 者 が 近 隣 住 民 、 議会 、 他 部 局 等 に 対 し 説 明 す る 際 に 、 必 要 な 

業務 支 援 を 行 う 。 

532 工 事 監 理 報 告 書・工 事 報 告 書 の 確 認 

工事監 理 者 か ら 提 出 さ れ る 工事監 理 報告書及 び 施 工者 か ら 提 出 さ れ る 工 事報告書 を 確 認 

し、 問題 と な る も の が あ れ ば 、 発 注 者 へ 報 告 する 。 
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533 Ｃ Ｍ 報 告 書 の 作 成 ・ 提 出 

工事 段 階 に お け る Ｃ Ｍ 業務 の 活 動 内 容 に つ い て 、 業務 報告 書 を 発 注 者 に 提 出 し 、 承 諾 を 受 

ける 。 

534 施工段 階 Ｃ Ｍ 業 務 終 了 報 告書 の作成 ・ 提 出 

工事 が終了 し た 時 点 に お い て 、 発 注 者 に 対 し 、 施 工 段 階 Ｃ Ｍ 業 務終了 報 告書 を 提 出 す る 。 

６　 完 成 後 

601 瑕 疵 に 対 す る 処 置 の 調 整 ・ 確 認 

工事完 成 後 、 契 約 書 で 定 め ら れ た瑕 疵 に 対 す る 処 置 に つ い て 、 必 要 な 調 整 及 び 確 認 を 行 う 。 

以上 

注１ ：Ｃ Ｍ 業 務 委 託 書 に つ い て は 、 プ ロ ジ ェ ク ト 内 容 や 業 務 範 囲 な ど に よ り 、 プ ロ ジ ェ ク ト ごと に 委 託 

者と 受 託 者 の 合 意 の も と に 作 成 さ れ る も の で あ り 、 本Ｃ Ｍ 業 務 委託書 は 、 あく ま で 例 示 で あ る 。 

本研究会 と し て 、 Ｃ Ｍ 業 務 委託書 の 内 容 に つ い て は 、 一 切 の 責任 を 負 わ な い 。 

71

［資料６］ＣＭ業務委託書（案） 



［資 料７］  Ｃ Ｍ Ｒ 選 定 ： 事 前 審 査 要 項 書 ・提 案 書 作 成 要 項 書（ 参 考 例 ） 

○○○ビル新築（改築等）工事に関わる 

コンストラクション・マネジメント（CM）業務 

事前審査要項書（案） 
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１ .　  プロジェクト名：○○○ビル新築（改築等）工事に関わるコンストラクション・マネジメント 

業務 

２ .　  プロ ジ ェ ク ト 概 要 

・ イン ト ロ ダ ク シ ョ ン 

・ プロ ジ ェ ク ト 概 要 　  

　　　規模：延床面積○○○㎡ 

　　　構造：○○造　地上○階建、地下○階建 

　　　用途：事務所 

・ プロ ジ ェ ク ト 所 在 地 　 

　　　○○県○○市○○町○丁目○番○号 

・ マイ ル ス ト ー ン 設 定 　 （例 ： 項 目 も 案 件 に よ っ て 変 更 す る ） 　  

　　　ＣＭ業務契約：  ○月○日 

　　　設計業務完了：  ○月○日 

　　　工事着工日　：  ○月○日 

　　　工事完成日　：  ○月○日 

・ 業務範 囲 概要 　 

　　　＊別添ＣＭ業務内容一覧表等を参照して記載する。 

・ 関連 業 務 　 

　　　 ＊ 発 注 者 か ら 別 途 業 務 委託 さ れ て い る 複 数 の コ ン サ ル タ ン ト が い る 場 合 、 マイ ル ス ト ー ン を 達 

成す る よ う 各 業 者 間 の 調 整 を 図 る こ と と す る 。 

３ .　  発注 者 ： 支 出 負 担 行 為 担 当 官　○ ○ 　○ ○ 　 ○ ○ 

４ .　  参加 資 格 （ 案 件 に よ っ て 規 定 ） 

①  経営 事項 審 査 に よ る 直 近 の 総 合 評 点 （建 築 一 式 ） が 、 ○ ○ ○ 点 以 上 で あ る こ と 。 

②  禁治 産 者 も し く は 準 禁 治 産 者 ま た は 破産 者 で な い こ と 。 

③  予算決 算 及 び 会 計 令第 70条及 び第 71条の規定に該当しない者であること。 

④  日本 国 の 建 設 業 法 （ 昭 和 24年法 律 第 100号） 第 3条の規 定 に 基 づ く 建 築 工 事 の 許 可 を 取 

得し て い る こ と 。 

⑤  日本 国 の 建 築 士 法 （ 昭 和 25年法 律 第 202号） 第 23条の規 定 に 基 づ く 建築 士事 務 所 の 許 

可を 取 得 し て い る こ と 。 

⑥  建設 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 規 定 （ 昭和 52年建 設 省 告示 第 717号） 第 2条に よ る 登 録 を受 けて 

いる 者 で ある こ と 。 

⑦  本業務 に 適正 な 技 術者 を 配 置 で き る 者 で あ る こ と 。 

⑧  経営 状況 が 著 し く 不 健 全 で な い こ と 。 
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［資料７］ＣＭＲ選定：事前審査要項書・提案書作成要項書（参考例） 



５.  提出 

   5.1 提出方法：郵送による。 

 提出先：〒○○○ -○○○○　○○県○○市○○町○丁目○番○号　○○○○課長　宛 
 提出期間：平成○○年○月○日から平成○○年○月○日消印分まで 

  5.2 提出物 

・ 意向 確 認 書 （ 別 添 様 式 1） 

・ 会社 概 要 （ 別 添様式 2） 

・ 登録 事 業 の 通 知／ 許可 の 写 し （ 建 設 業 許 可、 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 な ど ） 

・ 財務 状 況 （ 役 所 に 提 出 し た 財務諸表の 写 し 、 様 式 15、 16、 17、及 び 25号の 7） 

・ 類似実 績 及 び 業 務 経 歴 書 （ 別 添 様 式 3） 

・ プロ ジ ェ ク ト ・ チ ー ム 構 成 図 （ 別 添 様 式 4） 

・ 担当 ス タ ッ フ の経 歴 書 （ 同 種 業 務の実 績 含 む ） （別 添 様 式 5） 

６ . 選定手 順 （ 参考 例 ） 

(1) 事前 審 査 書 に よ る 提 案 書提 出 者 の 選 定 ・ 通知 

(2) 提案書 の 提 出 

(3) 提案 者 と の 面 接 及 び 推 薦者 へ の 聞 き 取 り 調 査 

(4) 提案書 の 特定 

なお、選定されなかった者からの非選定理由の説明は通知日の翌日から7日以内に申し立てら 

れた 分 の み に 対 し 、 説 明 を す る も の と す る 。 

７ . 選定 基準 （ 参 考 例 ） 

(1) ＣＭＲ 業 務 提 供 の 意 向 の 有 無 

(2) ＣＭＲ の 会 社 と し て の ＣＭ 業 務 遂 行 能 力 

 ①  財務内容 

 ②  類似実績 

 ③  技術的背景・資格等の確認 

(3) 予定 Ｃ Ｍ ｒ の 経 験 及 び 実 務 実 施 能 力 

 ①  専門分野の内容・資格 

 ②  同種業務の実績 

なお、選定された候補者には、プロポーザルの提出を求め、よりプロジェクトに即した基準によ 

り 、 一 者 に 特 定 す る 。 

８ . 添付 書 類 

・ 意向 確 認 書 （ 様 式 1） 

・ 会社 概 要 （ 様 式 2） 

・ 類似実 績 及 び 業 務 経 歴 書 （ 様 式 3） 

・ プロ ジ ェ ク ト ・ チ ー ム 構 成 図 （ 様 式 4） 

・ 担当 ス タ ッ フ の経 歴 書 （ 同 種 業 務の実 績 含 む ） （様 式 5） 
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○○○ビル新築（改築等）工事に関わる 

コンストラクション・マネジメント（CM）業務 

提案書作成要項書（案） 
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［資料７］ＣＭＲ選定：事前審査要項書・提案書作成要項書（参考例） 



１ . 提案書説明 

  1.1 プロジェクト要項 

　　　 ○ ○ （ 発 注 機関 名 ） で は 、 ○○ 県○○ 市 ○○ 町 ○ 丁 目 ○ 番 地○号 に 建 設 さ れ る ○ ○ ビ ル 新 

築工事（仮称）に関するコンストラクション・マネジメント業務を委託するため、公募型プ 

ロポーザル方式を採用することにした。ついては、ここに提案書の作成要項について記述す 

る。 

マイルストーン設定 

　　　 以 下 に 設 定 さ れ て い る 各 マ イ ル ス ト ー ン の達 成 の 重 要 性 を 把 握 し て い る こ と 。 

　　　　 Ｃ Ｍ 業 務 契 約  ：  ○月 ○ 日 

　　　　 設 計 業 務 完 了  ：  ○月 ○ 日 

　　　　 工 事 着 工 日  ：  ○月 ○ 日 

　　　　 工 事 完 成 日  ：  ○月 ○ 日 

業務範囲 

　　　本業務範囲の詳細は、別添の業務委託書（案）に記述されているとおりであるが、その範 

囲はこれを制限するものではなく、必要に応じてその他の業務も含むものとする。 

関連業務 

　　　 発 注 者 か ら 別 途 業 務 委 託 さ れ て い る 複 数 の コ ン サ ル タ ン ト が い る 場 合 、 マ イ ル ス ト ー ン を 達 

成す る よ う 各 業 者 間 の 調 整 を 図 る こ と と す る 。 

プロジェクト所在地 

　　　 ○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○ 番 地 ○ 号 

  1.2  プロジェクトに関する特別条件 

提案書に関する問い合わせ先 

　　　 ○ ○ 部 ○ ○ 課 　 電 話 ： ○ ○ - ○○○○ - ○○○○ 

現場訪問 

　　　 受 託 候 補 者 に は 現 場 訪 問 す る こ と を 勧 め る 。 

　　　 現 場 訪 問 す る 際 は 、 必 ず事 前予 約 を す る こ と 。 

　　　　 期 　 間 ： ○ 月 ○ 日 ～ ○ 月 ○ 日 

　　　　 時 　 間 ： ○ 時 ～ ○ 時 

　　　　 連 絡 先 ： ○ ○ 部 ○ ○ 課 　 担 当 者 ○ ○ 　 電 話 ： ○ ○ - ○○○○ - ○○○○ 
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２ . 提出 

  2.1 提出方法：郵送による。 （または持参による。 ） 

  2.2 提出物　：以下の書類を提出すること。 

・ 意向 確 認 書 

・ 提案書 

・ 予定 報 酬 額 及 び 予 定 経 費額 計 算 書 

・ 財務 状 況 に 関 す る 回 答 書 

・ 会社 概 要 ・ 業 務 内 容 （ 提 案 者独 自 の も の ） 

　 2.3 言語 

　　　 日 本 語 と す る 。 外 国 企 業 の 場 合 も 、 日本 語 の 翻 訳 を 必 ず 添 付 す る こ と 。 

　 2.4 受領期間及び最終日時 

　　　 受 付 期 間 ： 平成○○年○月○日～平成○○年○月○日 

　　　 受 付 時 間 ： ○ 時 ○ 分 ～ ○ 時 ○ 分 

　　　 （提 出 方 法 を 持参 に し た 場 合 は 提 出 場所 も 明 記 す る 。 ） 

３ . プレゼンテーション 

　　　 受 託 候 補 者 は 発 注 者 に 提 案 書 の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン を 、 詳 細 を 説 明 す る こ と と す る 。 プ レ ゼ 

ンテ ー シ ョ ン の 期 日・ 場 所 等 に つ い て は 後 日 、 候 補 者 個 別 に 連 絡 す る 。 

　　　現時点では、平成○○年○月○日から○月○日の間に、各社○○分程度の説明及び○○分 

程度の質疑応答を行うことを計画している。また、提出物のみを使用することとし、追加の資 

料の使 用 は 許 可 し な い 方 針 で あ る 。 

４ . 提案書に記載する事項 

　　　 作 成 す る 提 案 書 に は 、 必 ず 以 下 の内 容 を 含 め る も の と す る 。 

・ Ｃ Ｍ Ｒ の当 該 プ ロ ジ ェ ク ト に 対 す る 業 務 の 実 施 方 針 （ア プロ ー チ ） 

・ Ｃ Ｍ Ｒ が当 該 プ ロ ジ ェ ク ト に 対 し て 提 供 し よ う と し て い る 業 務の範囲及び 内 容 

・ Ｃ Ｍ Ｒ が当 該 プ ロ ジ ェ ク ト に 対 し て 提 供 し よ う と す るマ ネ ジ メ ン ト に 関 わ る 技 術 的 提 案 （ IT

の使 用 方 法等） 

・ Ｃ Ｍ Ｒ のチ ー ム 構 成 の 説 明 と 支 援 体 制 

・ 推薦者 リ ス ト （ 選 定 委 員 （ 会） か ら の 問 い 合 わ せ 先） 

・ 業務 報酬 　 （予 定 報 酬額及 び 予 定 経 費 額 計 算書 を 総 括 し た 内 容） 

５ . 財務状況に関する質問事項 

・ 直前 １年分の 決 算 書 に よ り 作 成 す る こ と 。 

・ 「自 己 資 本 額 」 の 欄 は 、 次 に よ り 作 成 す る こ と 。 

　　　　 (1) 法人にあっては次によること。 
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［資料７］ＣＭＲ選定：事前審査要項書・提案書作成要項書（参考例） 



① 「 資 本 金」 の 欄 は 、 払 込 済 資 本 金 に 新 株式 払 込 金 、 新 株 式 申 込 証 拠 金 の 額 を 加 

えた ものと す る 。 

② 「 準 備 金 ・ 積 立 金」 の 欄 の う ち 、 「直前決 算 時 」 の 欄 は 、 法 定 準 備 金 に任 意 積 立 

金を加 え た ものと し 、 「利益 処 分 （ 損失 処理） 」の 欄 は 、 法 定 準 備 金 に 任 意 積 立 金 

を加 え 任 意 積 立 金 取 崩 額 を 減じ た ものと す る 。 

③ 「 決 算 後 の 増 減 額 」 の 欄 は 、 直 前 決 算 後 本 提 案 書 の 作 成 時 期 ま で の 間 に 増 減 資 が 

あっ た 場 合 に 限 り 、 当 該 増 減 資 の 額 を 加 減 す る も の と す る 。 

(2)  個人にあっては、※印欄に、資本合計（期首資本金＋事業主利益＋事業主借 

勘定－事業主貸勘定）の額を記載すること。 

「貸 借 対 照 表 」 の 欄 の 「 資 本 合 計 」 は 、 個 人 にあ っ て は 貸 借 対 照 表 の 資 本 合 計（ 期 首 資 本 

金＋ 事 業 主 利 益 ＋ 事 業 主 借 勘 定 － 事 業主貸 勘 定 ） の 額 を 記 載 す る こ と 。 

６ .　  契約条件 

蘆 

蘆 

契約 形態 

別 添 、 契 約 書 （ 案 ） 、及 び 契 約 書 約 款 （ 案 ） に 従 っ た 準委任契約とする。 

蘆 業務 の 報 酬 （ 契 約 書 （ 案） と 対 応 さ せ る 。 ここでは実費精算方式を例示。） 

委託業務の対価として委託者が受託者に支払う報酬及び同業務に関連する経費は、次の 

各項 に 定 め る と お り と す る 。 

(1) 担当者の時間単価に実質労働時間数を乗じた額を報酬額とする 。ただし 、その 

計算方法は予定額計算書に従うものとする。 

(2) 委託業務の遂行のために必要な経費は 、 上記業務報酬額とは別途に精算される 

ものとする。予定額は予定額計算書による。 

蘆 支払 方 法 

(1) ○○月に一度の現金払いとする。 

(2) 上記予定額計算書にかかわらず 、 担当者の時間単価に実質労働時間数を乗じた 

額を計算し、報酬額とする。 

(3) 経費は、予定額計算書にかかわらず、実費を精算されるものとする。 

７ . 特定手順（参考例） 

選定の手順は以下のとおりとする。 

(1) 提案書の提出 

(2) 提案者との面接及び推薦者への聞き取り調査 

(3) 提案書の特定 

(4) 契約 

なお、選定されなかった者からの非選定理由の説明は通知日の翌日から7日以内に申し立てら 

れた 分 の み に 対 し 、 説 明を す る ものと す る 。 
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８ . 特定基準（参考例） 

　　　 特定にあたっては、事前審査書の内容も考慮する。 

　　　　 (1) ＣＭＲチームとしての当プロジェクトに対する業務実施能力：ウエイト 50%

①  業務内容に対する理解度 

②  業務実施方針の妥当性 

③  業務実施手法の妥当性 

④  アカウンタビリティの確保方針の妥当性 

　　　　 (2) 予定ＣＭｒの経験及び実務実施能力：ウエイト 30%

①  当プロジェクトに対する業務内容の理解 

②  発注担当者との協調力 

③  同種業務の実績 

④  手持ち業務 

　　　　 (3) ＣＭＲの体制と能力：ウエイト 20%

①  類似実績 

②  業務内容に応じた業務展開状況 

③  財務内容 

④  債務不履行責任に対する方策 

⑤  独立性の確保 

　　　　 (4) 業務報酬　 

ＣＭＲは、その資質・能力で選定されるべきもので、報酬の多寡で決定されるもので 

はないとの考え方から、上記（１）～（３）項にて、優劣をつけがたい場合にのみ、 

選定基準に加味する。 

９ .　  添付書類 

・ 提案書書式（プロジェクトごとに作成する。） 

・ 予定報酬額及び予定経費額計算書（参考例） 

・ 財務状況に関する回答書書式（様式Ｂ） 

・ 契約書（案） 

・ 契約約款（案） 

・ 業務委託書（案）（参考例） 
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[資  料  ８  ] Ｒ  Ｆ  Ｐ  （Request For Proposal） 書式 集 （参 考 例 ） 

意向確認書   

平成　　年　　 月  　  　  日   

（ 発注者 あ て ）  

殿 

受託者 
住 所   
会 社 名   
代表者名  

下記 の 業 務 に 関 し 、 提案書 を 提 出 す る 意 向 が あ る こ と を表 明 い た し ま す 。  

プ ロ  ジ  ェ  ク  ト  名   

プロ ジ ェ ク ト 所在地  

提 案書提出期間   

提案書提出予 定 日  

受 託 担  当  者  名   

 

受託担 当 者連絡先  

平成　　年　　 月 　 　 日 ～ 平成　　年　　 月 　 　 日 ま で  

平成　　年　　 月 　 　 日 提出予定 

 

住所 

電話番号 

FAX番号 

E-mail

印 
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会社概要  （ 2 0 0　年　　  月  　  　  日  現在  ）    

　 　  （  フ  リ  ガ  ナ  ）  　 　   

商 号  ま  た  は  名  称    
建築工事業/建設コンサルタント業 

許 可 番 号    
　 　  （  フ  リ  ガ  ナ  ）  　 　   

代 表 者 名    
　 　  （  フ  リ  ガ  ナ  ）  　 　   

本 社 所 在 地    
　 　  （  フ  リ  ガ  ナ  ）  　 　   

最 寄  の  事 業 所    
　 　  （  フ  リ  ガ  ナ  ）  　 　   

事 業 所 長 名    

役 員 氏 名 等   本  社  ・ 支店 ・ 営業所所在地 

役職名   

資本金 

百万円  

従 業 員 　　　　名  

役　　員 　　　　名  

社　　員 　　　　名  

臨時社員 　　　　名  

計　　　　　　　名  

（記 載 要 領）  
1. 支店 ・ 営業所 は 、 原則 と して 、 ○○地区内 に 所在す る もの を 記 載 し て く だ さ い 。  
2. 従業員の臨時社員については、1ケ月未満の臨時社員は除いてください。 

創 業 年  月  日   
資 本 金   
従 業  員  数   

創業　　年　　 月  　　  日   本社  ：   氏名  

81

［資料８］ＲＦＰ（Request For Proposal）書式集（参考例） 



類似実績 

（プロジェクト名：○○ビル新築（改築等）工事に関わるコンストラクション・マネジメント業務） 

会社 名 ：  

類似業 務 の 条 件 

平成 　 　 年 　 　月 　　 日 以 降 に 、 次 に 掲 げ る 基 準 を 全 て 満 た す 業 務 を 

完了 し た 実 績 を 有 す る こ と 。 

（ア）  用　 　 途  事務所 

 構　 　造  ○○ 造 で 地上 の 階 数 ○ 以上 かつ 地 下 の 階 数 ○ 以上 

 延床 面積  ○○○ ㎡ 以上 

プ 
ロ 
ジ 
ェ 
ク 
ト 
名 
称 
等 

プ ロ  ジ  ェ  ク  ト  名  

発 注  機  関  名  

プロ ジ ェ ク ト 所 在 地 

契　 約 　 金 　 額 

工 　 　 　  期  

受　 注　 形 　 態 

プ 
ロ 
ジ 
ェ 
ク 
ト 
概 
要 

用 　  　  　  途  

構　 造 ・ 階　 数 

延　 床　 面 　 積 
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業
務
経
 歴
 書
 

注
　
文
　
者
 

元
請
 又
 は
  

下
請
 の
別
 

件
 　
　
　
　
　
　
 名
 

対
 象
 施
 設
 の
 規
 模
 等
 
業
務
履
行
場
所
 の
 

あ
る
 都
 道
 府
 県
 名
 
契
約
代
金
の
 額
 

（
千
 円
 ）
 

着
　
手
　
年
　
月
 

完
成
(予
 定
 )年
 月
 

会
社
 名
 ：
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組織 図 
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ジ 
ェ 

担当 ス タ ッ フ の資 格 ・ 業 務 経 歴 

（プロジェクト名：○○ビル新築（改築等）工事に関わるコンストラクション・マネジメント業務） 

会社 名 ：  

担当スタッフの氏名 

最 終 学 歴  

法令による資格 ・免許 

類 似 業 務 の 条 件  

平成 　 　 年 　 　月 　　 日 以 降 に 、 次 に 掲 げ る 基 準 を 全 て 満 た す 業 務 を 

完了 し た 実 績 を 有 す る こ と 。 

（ア）  用　 　 途  事務所 

 構　 　造  ○○ 造 で 地上 の 階 数 ○ 以上 かつ 地 下 の 階 数 ○ 以上 

 延床 面積  ○○○ ㎡ 以上 

プ 
ロ 
ジ 
ェ 
ク 
ト 
名 
称 
等 

プ ロ ジ ェ ク ト 名  

発 注 機 関 名  

プロジェクト所在地 

契　 約　 金　 額 

工 　 　 　  期  

受　 注　 形　 態 

プ 
ロ 

ク 
ト 
概 
要 

用 　 　 　  途  

構　 造・ 階　 数 

延　 床　 面　 積 
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財　務　事 　 項　一　覧 　 表 　 (直  前  決  算 )　　　   　　 (単位 　 千 円 )

自 
己 
資 
本 
額 

区 　 　  分  直  前  決  算  時  
利益 処分 

(損失 処理 )
計 決  算  後  の  増  減  額  合  　  　  計  

資　 本　 金 

準備金 ・ 積立金 

次期繰越利益  
( 損　　 失 )

計 

科目 　　　　 
営業年度 自  　　 年 　 　  月 

至  　　 年  　　 月 科 目 　 　　      　 
営業年度 自  　　 年 　 　  月 

至  　　 年  　　 月 

貸 　 

借 　 

対 　 

照 　 

表 

流動 資 産 
有形 固 定 資産 
無形 固 定 資産 
投資額 
繰延 資 産 

資産合 計 

流動負 債 
固定 負 債 
　負 債 合 計 
資本 金 
法定 準備金 
任意 積立 金 
当期未 処 分 利 益 (当期未 処 理 
損失 )
　資 本 合 計 
　負 債 及 び 資 本合 計 

損 　 

益 　 

計 　 

算 　 

書 

売上高 
(うち 完 成 業 務 収 入 )
売上原価 
(うち 完 成 業 務 総 原 価 )
　売 上 総 利 益 (売上総 損 失 )
 (うち 完 成 業 務 総 利 益 (完成 
  業務総 損 失 ))
一般 管理費 
　営 業 利 益 (営業 損失 )
営業 外 収 益 
営業 外 費 用 
　経常 利 益 (経常損 失 )

特別 利益 
特別 損失 
　税 引 前 当 期 利 益 (税引 前 当 期 
　損 失 )
法人 税等充 当 額 
当期未 処 分 利 益 (当期未 処 理 
損失 )
　 (うち 当 期 利 益 (当期 損 失 ))

（用 紙 A4） B
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［資 料 ９ ］ 　研 究 会 概 要 

CM方式導入促進方策研究座談会 
（略 称 ： 座談会 ）  

CM方式導入検討委員会 
（略 称 ： 導入委員会 ）  

CM方式導入検討委員会主査会 
（略 称 ： 主査会 ）  

CM方式導入検討委員会WG（略 称 ： 導入WG）  

（財） 建設業振興基金 

日 本CM協会 

CM方式導入促進方策研究会 
（略 称 ： 研究会 ）  

WG1
ニーズ  
調査 

WG2
事　例 
分　析 

WG3
市　場 
変　革 

WG4
実　施 
要　領 

WG5
選　定 
方　式 

WG6
施　工 
体　制 

WG7
契　約 
約　款 

WG8

法制度 

WG9
試　行 
工　事 

１． 研 究 会 の 目 的 

　　　 国 土 交 通 省 は 、 Ｃ Ｍ 方 式 の 活 用 に あ た っ て の 基 本 的 な 指 針 と な る も の を 目 指 し て 、 平 

成 14年 2月に 「 Ｃ Ｍ 方 式 活 用 ガ イ ド ラ イ ン 」 を 取 り ま と め た 。 ガ イ ド ラ イ ン は Ｃ Ｍ 方 式 に 

ついての 基 本 的な 考 え 方を 示 し た も ので あ り 、 今後 の Ｃ Ｍ 方 式 の 普 及 に 向 け て は 、 発注 者 、 

施工 者 、 設計 者等 に 対 し 、 ガ イ ド ラ イ ン を 踏 ま え た 実 務 マ ニ ュ ア ル を 整 備 し て い く こ と が 

求め ら れ て い る 。 

　　　 こ う し た 状 況 を 踏 ま え 、 （財 ） 建 設業 振 興 基 金 に お い て は 、 「 CM方式導 入 促 進 方 策 研 

究会」 を 設置 し 、 国 土 交 通 省 を は じ め 関 係者 の 協 力 を 得 つ つ 、 地 方 公 共 団体が 発 注 す る 

公共建 築 工 事 を 対 象 と し た Ｃ Ｍ 方 式 の 導 入促進 の あ り 方 に つ い て 調 査 研 究 す る と と も に 、 

マニ ュ ア ル の 作 成 を 行 う こ と と し た 。 

２． 研 究 会 の 推 進 体 制 

　　　地 方 公 共 団 体 の 意 見 を 聴 取 す る た め に 「 CM方式導 入 促 進 方 策 研究 座 談 会」 を 設 置 

した 。 ま た 、 具体 的 な 調 査 検討 に つ い て は 、 日本 コ ン ス ト ラ ク シ ョ ン ・ マネ ジ メ ン ト 協 会 （ 以 

下、 日本 CM協会） の 協 力 を 得 た 。 日 本 Ｃ Ｍ 協会 は 、 協会 内 部 に ９ つ の ワ ー キ ン グ グ ル ー 

プを 設 置 し て 個 別 の 調 査・検討を行った。（下図） 
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３． Ｃ Ｍ 方 式 導 入 促 進 方 策 研 究 会 　 委 員 名 簿（平成14年11月27日現在） 

委員 長 　古 阪 　 秀 三  （京都大学　大学院工学研究科助教授　日本ＣＭ協会会長） 

委　員 　大 森 　 文 彦  （弁護 士 　 東 洋 大 学 　 法学部 教 授 ） 

鈴木 　一  （財 団 法 人 　 建設 経 済 研究 所 　 常 務 理 事 ） 

小笹 　 敏  （株 式会 社 　 竹 中 工務 店 　 Ｃ Ｍ 本部 長 　 Ｈ １ ４ ． ３ま で ） 

関谷 　 哲 也  （株 式会 社 　 竹 中 工務 店 　 Ｃ Ｍ 本部 長 　 Ｈ １ ４ ． ４以 降 ） 

岡　 　 正 信  （ボヴ ィ ス ・ レ ン ド リ ー ス ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 　 取 締 役 ） 

犬飼 　 男  （株 式会 社 　 山 下 ピ ー ・ エ ム ・ コ ン サ ル タ ン ツ 　 取 締 役） 

中田 　 久 雄  （社 団 法 人  日本 建 築 家 協 会  建設産 業 問 題 委 員 会 Ｃ ＭＷ Ｇ 主 査  Ｈ１ ４ ． ６ま で ） 

（社 団 法 人  日本 建築 家協 会 　　　　　　　　　　　　　　　 Ｈ１ ４ ． ７以 降 ） 

井元 　 和 美  （社 団 法 人 　 建 築 業協 会 　 新 発 注形態 専 門 部 会 主 査 　 Ｈ １ ４ .７ま で ） 

山本 　 明 男  （社 団 法 人 　 建 築 業協 会 　 新 発 注形態 専 門 部 会 主 査 　 Ｈ １ ４ .８以 降 ） 

山際 　 二 郎  （社 団 法 人 　 日 本 建 築 士事 務所協 会 連 合 会 

（社 団 法 人 　 日 本 建 築 士事 務所協 会 連 合 会 

　 理事 　 Ｈ １ ４ ． ５ま で ） 

Ｈ１ ４ ． ６以 降 ） 

戸倉 　 千 武  （社 団 法 人 　 日 本 建 設 大工工事業協 会 

（社 団 法 人 　 日 本 建 設 大工工事業協 会 

　 会 長 　 　 Ｈ１ ４ ． ３ま で ） 

相談 役 　 Ｈ １ ４ ． ４以 降 ） 

西村　弘  （社 団 法 人 　 日 本 電 設 工 業 協 会 　 政 策 委 員 会 Ｃ Ｍ 担 当 Ｗ Ｇ 主査 ） 

吉田 　 隆 彦  （社 団 法 人 　 全 国 鐵 構 工 業 協 会 　 常 任 理 事） 

高橋 　 清 悦  （秋 田 県 　 建 設 交 通部 　 建 設 管 理 課 長 　 Ｈ １ ４ ． ３ま で ） 

佐  々木昌 良  （秋 田 県 　 建 設 交 通部 　 建 設 管 理 課 長 　 Ｈ １ ４ ． ４以 降 ） 

小林 　 昌 一  （財 団 法 人 　 建設業 振 興 基 金 　 理 事 　 Ｈ １ ４ ． ６ま で ） 

竹内 　 征 男  （財 団 法 人 　 建設業 振 興 基 金 　 理 事 　 Ｈ １ ４ ． ７以 降 ） 

（オ ブ ザ ーバ ー） 

国土交通省大臣官房地方課 

国土交通省大臣官房技術調査課 

国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課 

国土交通省総合政策局建設業課 

国土交通省総合政策局建設振興課 

国土交通省住宅局建築指導課 

巻末資料 

88



４． Ｃ Ｍ 方 式 導 入 促 進 方 策 研究座談 会 　 委 員 名 簿（平成14年5月28日現在） 

座　 長  鈴木 　一  （財団法人　建設経済研究所　常務理事） 

委　員  古阪 　 秀 三  （京都大学　大学院工学研究科助教授、 

   ＣＭ 方 式 導 入 促 進 方 策 研究会 委 員 長 、日本ＣＭ協会会長） 

 鈴木 　 章 文  （三重 県 　 政 策 開 発 研 修セ ン タ ー 　 主 幹 ） 

 佐  々木昌 良  （秋 田 県 　 建 設 交 通部 建設 管理 課 　 課 長 ） 

 山本 　 康 友  （東 京 都 　 財 務局 営 繕 計画 課 　 課 長 ） 

 鮫島 　 浩 　  （大 阪 府 　 建 築 都 市 部 公 共 建築 室 　 計画 課 長 ） 

 松田 　 彰 　  （京 都 市 　 都 市計画 局 住 宅 室住 宅改善課 　 課 長 補 佐 ） 

 佐野 　 敏 雄  （飯能 市 　 企 画 財 務 部 契 約 検 査 課 　 課長 ） 

 　澤 　 永 喜  （宮古 市 　 産 業 振 興部地 域 振 興 室 　 室 長 ） 

 石川　 悦 郎  （秋 田 県 　 六 郷 町 役 場 　 福 祉 保 健 課 　 課 長 ） 

５． 研 究 会 開 催 概 要 

第１回研究会　　平成１４年　２月１４日（木） 

第２回研究会　　平成１４年　３月２０日（水） 

第３回研究会　　平成１４年　５月２０日（月） 

第４回研究会　　平成１４年　６月２５日（火） 

第５回研究会　　平成１４年１１月２７日（水） 

６． 座 談 会 開 催 概 要 

　 

第１回座談会　　平成１４年　４月１８日（木） 

第２回座談会　　平成１４年　５月２８日（火） 
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